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児童・生徒が人権尊重の理念である「自分の大切さとともに他の人の大切さを認めること」を理解すると

ともに、それが態度や行動に現れるよう、学校教育のあらゆる場面で人権教育を行うことが求められていま

す。

このワークシート集が、学校における人権教育推進のための一助となれば幸いです。

●人権、そして人権教育とは

「人権」とは、「人々が生存と自由を確保し、それぞれの幸福を追求する権利」です。「生きていたい」

「自由でいたい」「幸福でいたい」という、すべての人に共通する３つの願いを支えるものです。

そして人権教育とは、自他の人権を正しく理解し、相互に尊重し合うという人権尊重の精神の涵養を目的

とする教育活動、つまり「自分の大切さとともに、他の人の大切さを認める」という気持ちを、水が土へと

染みこんでいくように、自然にゆっくりと児童・生徒の心の中に育てていくことです。

●学校教育における人権教育の在り方について

各学校が人権教育に取り組むに際しては、人権に関わる概念や人権教育がめざすものを明確にし、教職員

が十分理解した上で、組織的・計画的に取組を進めることが大切です。

平成 年３月に文部科学省が制定した「人権教育の指導法の在り方について（第三次とりまとめ）」と、

その後に作成されたその補足資料は、人権教育を進める上での指針となっています。

「人権教育の指導法の在り方について（第三次とりまとめ）」では、学校教育における人権教育の目標を

次のように示しています。

一人一人の児童生徒がその発達段階に応じ、人権の意義・内容や重要性について理解し［自分の大切

さとともに他の人の大切さを認めること］ができるようになり、それが様々な場面や状況下での具体的

な態度や行動に現れるとともに、人権が尊重される社会づくりに向けた行動につながるようにすること

そのためには、人権や人権擁護に関する基本的な知識を確実に学び、その内容と意義についての知的理解

を徹底し、深化することが必要となります。また、人権が持つ価値や重要性を直感的に感受し、それを共感

的に受け止めるような感性や感覚、すなわち人権感覚を育成することが併せて必要となります。さらに、こ

うした知的理解と人権感覚を基盤として、自分と他者との人権擁護を実践しようとする意識、意欲や態度を

向上させること、そしてその意欲や態度を実際の行為に結びつける実践力や行動力を育成することが求めら

れます。

また、各学校においては、上記のような考え方を基本としつつ、児童・生徒や学校の実態等に応じて人権

教育によって達成しようとする目標を具体的に設定し主体的な取組を進めることが必要である、とも示され

ています。

さらに、教科等指導、生徒指導、学級経営など、その活動の全体を通じて、人権尊重の精神に立った学校

づくりを進めていくべきとし、教職員による厳しさと優しさを兼ね備えた指導と、全ての教職員の意識的な

参画、児童・生徒の主体的な学級参加等を促進し、人権が尊重される学校教育を実現・維持するための環境

整備に取り組むことが大切であるとされ、また、こうした基盤の上に、児童・生徒間の望ましい人間関係を

形成し、人権尊重の意識と実践力を養う学習活動を展開していくことが求められます。

はじめに

学校教育における人権教育推進のために
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 人権感覚とは、日常生活の中で人権上問題のあるような出来事に接した際に、直感的にその出来事はおか

しいと思う感性や、日常生活において人権への配慮が態度や行動に現れるような感覚です。 

 教職員は、児童・生徒に直接関わり、指導することでその心身の成長発達を促進し支援するという役割を

担っています。したがって、児童・生徒一人ひとりの大切さを強く自覚し、一人の人間として接するという

姿勢で指導することが重要です。教職員には、自らの言動が児童・生徒の人権を侵害することにならないよ

う常に意識していくことが求められます。 

１ 教職員が人権尊重の理念を十分に理解すること 

  教職員が人権尊重の理念を十分に理解することが大切です。人権尊重の理念とは「自分の大切さと

ともに他の人の大切さを認めること」です。これは全ての教育活動の基盤となるものです。 

  また、「かながわ人権施策推進指針（第２次改定版）」に示された人権課題について、正しい理解

と認識を深めることが大切です。 

２ 教職員が一人ひとりの児童・生徒の人権を尊重すること 

  児童・生徒が自らの大切さが認められていることを実感できるような環境づくりに努めることが大

切です。人権が尊重される学級・学校づくりを心がけ、日頃の関わりの中で、児童・生徒一人ひとり

の大切さを教職員が自覚し、一人の人間として接する必要があります。 

  児童・生徒自身が「自分は大切にされている」という気持ちを持つことが児童・生徒の成長につな

がります。 

３ 学校の教育活動を常に検証すること 

  日々の教育活動を「児童・生徒の人権を大切にしているか」という観点から、常に振り返ってみる

ことが大切です。これまで、慣例的に行ってきた活動や指導方法についても、あらゆる視点から見直

し、児童・生徒一人ひとりを大切にした教育活動が行われているかを点検することが重要です。 

  また、学校だよりや学級通信などの表現が人権に配慮したものとなっているか、掲載する写真の許

諾をとっているかなど、作成する際に十分に検討する必要があります。 

教職員に求められる人権感覚 
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１ このワークシート集は、県内の公立幼稚園、小学校、中学校、中等教育学校前期課程、特別支援学校の

教職員に、人権教育に取り組む際に活用していただくことをねらいとして作成しました。

２ このワークシート集は、「かながわ人権施策推進指針（第２次改定版）」を基に、それぞれの人権課題

などについて誰もが取り組みやすいように作成しました。学習対象を小学校１～３年生、４～６年生、中

学生、教職員（一部保護者を含む）に分けていますが、この区分にこだわらず、学校や学年、学級の実態

に応じて活用してください。

３ このワークシート集は、題材ごとにワークの解説や展開例及びワークシートを掲載しています。ワーク

シートを使って実践する前に、解説や展開例の留意事項などを十分に参照してください。

４ このワークシート集に掲載している各ウェブサイトのＵＲＬは、令和８年２月時点のものです。

５ 著作権上の制約があるため、別の冊子に収録したり、ワークシートの内容を変えて研究成果として発表

したりするなど、授業や研修以外の目的で使用する場合には、神奈川県教育委員会に問い合わせてくださ

い。

６ 各学校に配付されている「人権学習ワークシート集 －人権教育実践のために（小・中学校編）－」の

第 集及び第 集にも、ワークシートとその活用例を多数掲載しています。この機会にあらためてご覧に

なり、併せてご活用ください。

７ ワークシート集は、神奈川県のウェブサイトからもダウンロードできます。

ワークシート集の活用のしかたについて

神奈川県 人権教育学習教材 検索

〔学習の約束〕※児童・生徒の発達段階に応じて、伝え方を工夫してください。

１ 他の人の考え方を尊重し、意見や考えの違いを認め合えるようにしましょう。

２ ワーク中に出された個人的な内容は、この場限りとして、他の場では話さないようにし

ましょう。

３ 様々な事情で、ワークシートに書いた内容を他の人に見せたくない場合や、話したくな

い場合などもあります。そのようなときは、その気持ちを尊重するようにしましょう。

● 学習を進めるにあたって ●

一人ひとりが安心して学習できるように、次の内容を確認してから学習を進めましょう。

○ 一人ひとりの学習対象者が話し合いなどに参加しやすい雰囲気をつくりましょう。

○ 他の人を傷つけるような言動があったときは、その学習の時間内で問題点を指摘し、適

切に指導しましょう。

○ 次の〔学習の約束〕を学習対象者に伝えましょう。
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子どもの人権

みんなで考えよう、一人ひとりの権利

１ 対象

小学校１年生～６年生、中学生

２ ねらい

「子どもの権利条約（児童の権利に関する条約）」をもとに、子どもの権利について学び、自分の権

利を知るとともに、他者の権利を尊重しようとする意識を高める。また、その意識を学級活動に生かそ

うとする態度を育てる。

３ 準備するもの

○ワークシート

○グループ用ワークシート（Ａ３）

○資料

○「子どもの権利条約カード」（黒板掲示用）…ユニセフウェブサイトにてダウンロード可

○「子どもの権利条約カード」（各グループへの配付用）…ユニセフウェブサイトにてダウンロード可

【ダウンロードＵＲＬ】

※事前に学年や学級の実状に合わせて、子どもたちに考えさせたい条文を選んでおい

てもよい。

※（目安）低学年：５～ 枚程度 高学年： ～ 枚程度 中学校： ～ 枚程度

４ 解説

このワークでは「子どもの権利条約」に示されている子どもの権利について、自らが権利の主体であ

ることを知ると同時に、自分もクラスメイトも持っている「権利」について考え、お互いの権利を尊重

しようとする意識を高めます。

ワークの中で、「子どもの権利条約カードブック（第１条～ 条）」（日本ユニセフ協会）を使いま

す。発達段階や学級の実状によって使用するカードの枚数を調整し、話し合いながらお互いの権利につ

いて学ぶことができます。また、このワークで話し合ったことを、「学級目標」づくりなどに活用する

こともできます。

５ 教科などとのつながり

特別活動 など

６ 進め方（展開例） 分または 分

時間 学習の流れ（活動・内容） 留意事項 資料など

導入

６分

◆学習の確認（２分）

・授業の流れや留意点の説明を聞く。

◆アイスブレーキング（４分）

「自分の幸せ時間」

①自分が一日のうちで、一番幸せだと

感じる時間を個人で考える。

②グループで伝え合う。

・授業の流れを説明する。

・Ｐ４〔学習の約束〕を伝える。

・４人程度のグループで行う。

・幸せだと感じる時間は、誰か（何

か）によって守られている時間であ

ることに気づけるとよい。
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展開

分

◆アクティビティ（ 分）

①子どもの権利条約について知る。

②学級で守られていると思う権利と守

られていないと思う権利について、

ワークシートの１に書く。

③カードを使いながらグループで話し

合う。

④グループでの話し合いをもとに、

「一人ひとりの権利が守られる学級

をつくっていくために特に大切だと

思う権利」と、その理由を考え、ワ

ークシートの２に書く。

⑤④についてグループで話し合う。

⑥学級全体で「一人ひとりの権利が守

られる学級をつくっていくために、

特に大切だと思う権利」について話

し合う。

・「子どもが安心して健やかに成長す

るためにはどのようなことが大切・

必要か」について、子どもたちの発

言を十分に聞いてから、「子どもの

権利条約」を知らせる。

・子どもの権利条約カードをグループ

に配付する。

・１つに決められないときは「ベスト

３」で考えるよう促す。

・一人ひとりが自分の考えを持って、

自分の意見を話すことも、権利の１

つであることに気づけるようにす

る。

・資料

・ワークシート

・子どもの権利条

約カード（黒板

掲示用）

・子どもの権利条

約カード（グル

ープ配付用）

・グループ用

ワークシート

まとめ

小学校

５分

中学校

分

◆まとめ（小５分、中 分）

・子どもの権利について感じたことや

気づいたこと、お互いの権利が守ら

れるためにどのような学級にしてい

きたいと思ったかを、ワークシート

の３に書く。

【中学生】

・グループや全体で考えを共有する。

・お互いの権利が守られるために、自

分に何ができるかを考えることにつ

なげる。

・児童・生徒の記述はまとめて学級に

掲示したり、学級目標をつくったり

する際に活用するとよい。

・ワークシート

＜参考資料など＞

・「『子どもの権利条約』を学級経営に生かそう」日本ユニセフ協会（令和６年 月）

・「子どもの権利条約カードブック」日本ユニセフ協会（令和４年８月）

・自分も権利を持っているように、他者も権利を持っている。お互いの権利を知ること

で、お互いをより尊重することができる。

・お互いの権利を守るために、自分にできることは何かを考えることが大切である。
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ワークシート

（ ）年
ねん

（ ）組
くみ

（ ）番
ばん

名前
な ま え

１ 「子
こ

どもの権利
け ん り

条約
じょうやく

カード」を見
み

て、学級
がっきゅう

で守
まも

られていると思
おも

う権利
け ん り

はどれですか。

また、守
まも

られていないと思
おも

う権利
け ん り

はありますか。（「第
だい

○条
じょう

」の番号
ばんごう

だけでもよいです。）

守
まも

られている どちらとも言
い

えない 守
まも

られていない

２ 一人
ひ と り

ひとりの権利
け ん り

が守
まも

られる学級
がっきゅう

をつくっていくために、学級
がっきゅう

で特
とく

に大切
たいせつ

だと思
おも

う権利
け ん り

はどれですか。

理由
り ゆ う

も書
か

いてみましょう。１つに決
き

められないときは、「ベスト３」を考
かんが

えてみましょう。

選
えら

んだもの 理由
り ゆ う

３ 今日
き ょ う

の授業
じゅぎょう

を受
う

けて、子
こ

どもの権利
け ん り

について感
かん

じたことや気
き

づいたことはありますか。また、お互
たが

い

の権利
け ん り

が守ら
まも

れるために、どのような学級
がっきゅう

にしていきたいと思
おも

いましたか。

〈子
こ

どもの権利
け ん り

について感
かん

じたこと・気
き

づいたこと〉

〈こんな学級
がっきゅう

にしていきたい（そのために自分
じ ぶ ん

ができそうなこと）〉

みんなで考
かんが

えよう、一人
ひ と り

ひとりの権利
け ん り
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グ
ル

ー
プ

用
ワ

ー
ク

シ
ー

ト

「
子
ど
も

こ

の
権
利

け
ん

り

条
約

じ
ょ
う
や
く

カ
ー
ド
」

を
置お

き
な
が
ら
、
グ
ル
ー
プ

で
話は

な

し
合あ

っ
て

み
ま
し
ょ
う
。

守ま
も

ら
れ
て
い
る

ど
ち

ら
と
も
言い

え
な

い
守ま

も

ら
れ
て
い
な
い

8



資料

この地球
ちきゅう

で暮
く

らす子
こ

どもたち。みんなが幸
しあわ

せに、もって生
う

まれた能力
のうりょく

を十分
じゅうぶん

に伸
の

ばして成長
せいちょう

してほし

い。それは、世界
せ か い

共通
きょうつう

の願
ねが

いです。

でも見
み

わたしてみると、まずしい暮
く

らしに苦
くる

しんでいたり、自然
し ぜ ん

災害
さいがい

や戦争
せんそう

に巻
ま

き込
こ

まれたり、家族
か ぞ く

や

住
す

む家
いえ

をなくしたり、学校
がっこう

に通
かよ

えなかったり、暴力
ぼうりょく

や差別
さ べ つ

を受
う

けたり、子
こ

どもたちはさまざまな問題
もんだい

に

直面
ちょくめん

していることがわかります。

そこで、世界
せ か い

の子
こ

どもの命
いのち

と健
すこ

やかな成長
せいちょう

を守
まも

るために活動
かつどう

するユニセフ（国際
こくさい

連合
れんごう

児童
じ ど う

基金
き き ん

）をは

じめ、国際
こくさい

機関
き か ん

や世界
せ か い

の国
くに

ぐにが協 力
きょうりょく

して、世界
せ か い

のすべての子
こ

どもがもつ権利
け ん り

を定
さだ

めた「子
こ

どもの権利
け ん り

条約
じょうやく

（児童
じ ど う

の権利
け ん り

に関
かん

する条約
じょうやく

）」を作
つく

り、ここに書
か

かれた子
こ

どもの権利
け ん り

を守
まも

っていこうと約束
やくそく

しました。

年
ねん

のことです。日本
に ほ ん

も 年
ねん

にこの条約
じょうやく

に入
はい

りました。 年
ねん

末
まつ

時点
じ て ん

で、 の国
くに

と地域
ち い き

がこの条約
じょうやく

に入
はい

っており、これほど世界
せ か い

で広
ひろ

く受
う

け入
い

れられている条約
じょうやく

はほかにありません。

子
こ

どもの権利
け ん り

条約
じょうやく

の基本的
き ほ ん て き

な考
かんが

え方
かた

は次
つぎ

の４つで表
あらわ

されます。それぞれ条文
じょうぶん

に書
か

かれた権利
け ん り

であると

ともに、あらゆる子
こ

どもの権利
け ん り

を考
かんが

えるときに合
あ

わせて考
かんが

えることが大切
たいせつ

な「原則
げんそく

」であるとされてい

ます。

命
いのち

を守
ま も

られ成長
せいちょう

できること

すべての子
こ

どもの命
いのち

が守
まも

られ、もって生
う

まれた能力
のうりょく

を十分
じゅうぶん

に伸
の

ばして成長
せいちょう

できるよう、医療
いりょう

、教育
きょういく

、

生活
せいかつ

への支援
し え ん

などを受
う

けることが保障
ほしょう

されます。

子
こ

どもにとって最
もっと

もよいこと

子
こ

どもに関
かん

することが決
き

められ、行
おこな

われる時
とき

は、「その子
こ

どもにとって最
もっと

もよいことは何
なに

か」を第一
だいいち

に考
かんが

えます。

意見
い け ん

を表明
ひょうめい

し考慮
こ う り ょ

されること

子
こ

どもは自分
じ ぶ ん

に関係
かんけい

のある事柄
ことがら

について自由
じ ゆ う

に意見
い け ん

を表
あらわ

すことができ、おとなはその意見
い け ん

を子
こ

どもの

発達
はったつ

に応
おう

じて十分
じゅうぶん

に考慮
こうりょ

します。

差別
さ べ つ

のないこと

すべての子
こ

どもは、子
こ

ども自身
じ し ん

や親
おや

の人種
じんしゅ

や国籍
こくせき

、性
せい

、意見
い け ん

、障
しょう

がい、経済
けいざい

状 況
じょうきょう

などどんな理由
り ゆ う

でも

差別
さ べ つ

されず、条約
じょうやく

の定
さだ

めるすべての権利
け ん り

が保障
ほしょう

されます。

「子
こ

どもの権利
け ん り

条約
じょうやく

カードブック」（日本
に ほ ん

ユニセフ協会
きょうかい

）より抜粋
ばっ すい

「子
こ

どもの権利
け ん り

条約
じょうやく

」４つの原則
げ ん そ く

子
こ

どもの権利
け ん り

条約
じょうやく

ってなんだろう
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子どもの人権

子どもの権利について知ろう

１ 対象

教職員、保護者

２ ねらい

子どもの権利条約（児童の権利に関する条約）を正しく知り、子どもを権利の主体ととらえ、大人と

同様に一人の人間として持つ様々な権利を認めると同時に、成長の過程にあって保護や配慮が必要な子

どもならではの権利も大切にするという「子どもの権利」について学び、子どもとの適切な関わり合い

方を知り、子どもの成長を支援できるようにする。

３ 準備するもの

○ワークシート１

○ワークシート２

○資料

４ 解説

子どもの権利条約は、 年 月 日、国連総会において採択されました。この条約は、子どもは

「弱くて大人から守られる存在」という考え方から、「権利の主体」であるという考え方に大きく転換

させた条約です。子どもを権利の主体ととらえ、大人と同様に一人の人間として持つ様々な権利を認め

ると同時に、成長の過程にあって保護や配慮が必要な子どもならではの権利も定めているということが、

子どもの権利条約の特徴です。

子どもの権利条約においては、子どもが「権利の保有者」であり、それを守る「義務の担い手」は、

国（政府）や大人です。国は、法律や政策などを通じて、条約に定められた子どもの権利の実現に努め

ます。また、子どもを育てる責任はまず保護者にあり、国がそれを支援するということも記載されてい

ます。

子どもの権利条約の４つの原則は、「差別の禁止」「子どもの最善の利益」「生命、生存及び発達に

対する権利」「子どもの意見の尊重」であるとされています。これらの原則は、日本の子どもに関する

基本的な法律である「こども基本法」にも取り入れられており、特に「子どもの意見の尊重」が積極的

に進められています。

５ 進め方（展開例） 分

時間 本時の流れ（活動・内容） 留意事項 資料など

導入

分

◆本時の確認（２分）

・本時の流れや留意点の説明を聞く。

◆アイスブレーキング（ 分）

「子どもは○○○できる」

①「○○○」に当てはまるものを考

え、ワークシート１に書く。

②グループで自己紹介を行った後、考

えた文を発表し、自由に感想を共有

する。

・本時の流れを説明する。

・Ｐ４〔学習の約束〕を伝える。

・４人程度のグループで行う。

・思いついた内容をできる限りたくさ

ん書く。

・グループの中で、それぞれの言葉を

認め合ったり、回答の意図を聞いた

りするよう促す。

・ワークシート１

２
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展開

分

◆アクティビティ（ 分）

「子どもの権利について知ろう」

①「子どもの権利条約」について知

り、子どもは権利の主体であるとい

うことを学ぶ。

②４つの原則を知る。

③ワークシート２の右側の欄を考え、

書く。

④グループで考えたことを共有する。

・資料を配付し、説明する。

・大人と同様に一人の人間として持つ

様々な権利を認めるという視点をお

さえる。

・どのような意見でも否定せず、肯定

的に受け止めるようにする。

・資料

・ワークシート２

まとめ

５分

◆まとめ（５分）

・まとめの話を聞く。

＜参考資料など＞

・「子どもの権利条約」日本ユニセフ協会ウェブサイト

・「読んでみよう！『子どもの権利条約』第１～ 条」日本ユニセフ協会抄訳

・「相模原市子どもの権利条例」相模原市ウェブサイト

・「川崎市子どもの権利に関する条例」川崎市ウェブサイト

・子どもには自分の意見を表明する権利や、様々な活動に参加する権利などがあり、大人

と同様に人権を有している存在である。

・一人ひとりが自分らしさを大切にし、同じように他の人のその人らしさも認め合ってい

くことが大事である。

11



ワークシート１

「○○○」に当てはまるものを考え、できるだけたくさん書きましょう。

子どもは

できる

子どもは

できる

子どもは

できる

子どもは

できる

子どもは

できる

子どもは

できる

子どもは

できる

子どもは

できる

子どもは

できる

子どもは

できる

子どもは

できる

子どもは

できる

子どもは

できる

子どもは

できる

子どもは

できる

子どもは

できる

「子どもは○○○できる」
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ワークシート２

子どもの権利条約の基本的な考え方は次の４つで表されます。それぞれ条文に書かれた権利で

あるとともに、あらゆる子どもの権利を考えるときに合わせて考えることが大切な「原則」であ

るとされています。

それぞれの原則について知るとともに、右側の欄を考え、書いてみましょう。

すべての子どもは、子ども自身や親の人種や

国籍、性、意見、障がい、経済状況などどん

な理由でも差別されず、条約の定めるすべて

の権利が保障されます。

身の回りで起きている子どもに対する差別は

ありますか。また、どのようにして解消でき

るでしょうか。

子どもに関することが決められ、行われると

きは、「その子どもにとって最もよいことは

何か」を第一に考えます。

「子どもにとって最もよいこと」とはどのよ

うなことでしょうか。

すべての子どもの命が守られ、もって生まれ

た能力を十分に伸ばして成長できるよう、医

療、教育、生活への支援などを受けることが

保障されます。

「子どもの命が守られていない・能力を十分

にのばしていない状況」とはどのような状況

でしょうか。

子どもは自分に関係のある事柄について自由

に意見を表すことができ、大人はその意見を

子どもの発達に応じて十分に考慮します。

大人として、どのようなときに「子どもの意

見を尊重している」と感じますか。

子どもの権利について知ろう

差別の禁止（差別のないこと）

子どもの最善の利益

（子どもにとって最もよいこと）

生命、生存及び発達に対する権利

（命を守られ成長できること）

子どもの意見の尊重

（意見を表明し考慮されること）
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第
だい 24条じょう	【健け ん

康
こ う

・医
い

療
りょう

への権
け ん

利
り

】

子
こ
どもは、健

けん
康
こう
でいられ、必

ひつ
要
よう
な

医
い
療
りょう
や保

ほ
健
けん
サービスを受

う
ける権

けん
利
り
を

もっています。

心
こころ
やからだに障

しょう
がいがある子

こ
どもは、

尊
そん
厳
げん
が守
まも
られ、自

じ
立
りつ
し、社

しゃ
会
かい
に参
さん
加
か

しながら生
せい
活
かつ
できるよう、教

きょう
育
いく
や訓
くん

練
れん
、保

ほ
健
けん
サービスなどを受

う
ける権

けん
利
り

をもっています。

第
だい 23条じょう	【障しょうがいのある子こ ども】第

だい 22条じょう	【難な ん

民
み ん

の子
こ

ども】

自
じ
分
ぶん
の国
くに
の政
せい
府
ふ
からのはく害

がい
をのが

れ、難
なん
民
みん
となった子

こ
どもは、のがれ

た先
さき
の国
くに
で守
まも
られ、援

えん
助
じょ
を受

う
けるこ

とができます。

子
こ
どもを養

よう
子
し
にする場

ば
合
あい
には、その

子
こ
どもにとって、もっともよいことを

考
かんが
え、その子

こ
どもや新

あたら
しい親

おや
（保

ほ
護
ご

者
しゃ
）のことなどをしっかり調

しら
べたうえ

で、国
くに
や公
おおやけ
の機

き
関
かん
だけが養

よう
子
し
縁
えん
組
ぐみ
を

認
みと
めることができます。

第
だい 21条じょう	【養よ う

子
し

縁
え ん

組
ぐ み

】

第
だい 28条じょう	【教きょう育い く

を受
う

ける権
け ん

利
り

】

子
こ
どもは教

きょう
育
いく
を受

う
ける権

けん
利
り
をもってい

ます。国
くに
は、すべての子

こ
どもが小

しょう
学
がっ

校
こう
に行

い
けるようにしなければなりませ

ん。さらに上
うえ
の学
がっ
校
こう
に進
すす
みたいときに

は、みんなにそのチャンスが与
あた
えられ

なければなりません。学
がっ
校
こう
のきまりは、

子
こ
どもの尊

そん
厳
げん
が守
まも
られるという

考
かんが
え方
かた
からはずれるもの

であってはなりません。

子
こ
どもは、心

こころ
やからだがすこやかに

成
せい
長
ちょう
できるような生

せい
活
かつ
を送
おく
る権
けん
利
り
を

もっています。親
おや
（保

ほ
護
ご
者
しゃ
）はそのた

めの第
だい
一
いち
の責
せき
任
にん
者
しゃ
ですが、必

ひつ
要
よう
なと

きは、食
た
べるも

のや着
き
るもの、

住
す
むところなど

について、国
くに
が

手
て
助
だす
けします。

第
だい 27条じょう	【生せ い

活
か つ

水
す い

準
じゅん

の確
か く

保
ほ

】第
だい 26条じょう	【社し ゃ会か い保ほ 障しょうを受う ける権け ん利り 】
子
こ
どもは、生

せい
活
かつ
していくのにじゅうぶ

んなお金
かね
がないときには、国

くに
からお

金
かね
の支

し
給
きゅう
などを受

う
ける権

けん
利
り
をもって

います。

施
し
設
せつ
に入
はい
っている子

こ
どもは、その扱

あつか

いがその子
こ
どもにとってよいもので

あるかどうかを定
てい
期
き
的
てき
に調
しら
べてもら

う権
けん
利
り
をもって

います。

第
だい 25条じょう	【施し 設せ つ

に入
は い

っている
子
こ

ども】

第
だい 32条じょう	【経け い

済
ざ い

的
て き

搾
さ く

取
し ゅ

・
有
ゆ う

害
が い

な労
ろ う

働
ど う

からの保
ほ

護
ご

】
子
こ
どもは、むりやり働

はたら
かされたり、そ

のために教
きょう
育
いく
を受

う
けられなくなった

り、心
こころ
やからだによくない仕

し
事
ごと
をさせ

られたりしないように
守
まも
られる権

けん
利
り
をもって

います。

子
こ
どもは、休

やす
んだり、遊

あそ
んだり、文

ぶんか
化

芸
げいじゅつ
術活

かつどう
動に参

さん
加
か
したりする権

けん
利
り
をもっ

ています。

第
だい 31条じょう	【休や す

み、遊
あ そ

ぶ権
け ん

利
り

】第
だい 30条じょう	【少しょう数す う

民
み ん

族
ぞ く

・先
せ ん

住
じゅう

民
み ん

の
子
こ

ども】
少
しょうすう
数民
みん
族
ぞく
の子

こ
どもや、もとからその

土
と
地
ち
に住

す
んでいる人

ひと
びとの子

こ
どもは、

その民
みん
族
ぞく
の文
ぶん
化
か
や

宗
しゅうきょう
教、ことばをも

つ権
けん
利
り
をもってい

ます。

教
きょういく
育は、子

こ
どもが自

じ
分
ぶん
のもっている

能
のう
力
りょく
を最
さい
大
だい
限
げん
のばし、人

じん
権
けん
や平
へい
和
わ
、

環
かん
境
きょう
を守
まも
ることなどを学

まな
ぶためのも

のです。

第
だい 29条じょう	【教きょう育い く

の目
も く

的
て き

】

第
だい 36条じょう	【あらゆる搾さ く

取
し ゅ

からの
保
ほ

護
ご

】
国
くに
は、どんなかたちでも、子

こ
どもの

幸
しあわ
せをうばって利

り
益
えき
を得

え
るようなこ

とから子
こ
どもを

守
まも
らなければな

りません。

国
くに
は、子

こ
どもが誘

ゆう
拐
かい
されたり、売

う
り買

か

いされたりすることのないように守
まも
ら

なければなりません。

第
だい 35条じょう	【誘ゆ う

拐
か い

・売
ば い

買
ば い

からの保
ほ

護
ご

】第
だい 34条じょう	【性せ い

的
て き

搾
さ く

取
し ゅ

からの保
ほ

護
ご

】

国
くに
は、子

こ
どもが児

じ
童
どう
ポルノや児

じ
童
どう
買
かい

春
しゅん
などに利

り
用
よう
されたり、性

せい
的
てき
な虐
ぎゃく
待
たい

を受
う
けたりすることのないように守

まも
ら

なければなりません。

国
くに
は、子

こ
どもが麻

ま
薬
やく
や覚
かく
せい剤

ざい
などを

売
う
ったり買

か
ったり、使

つか
ったりすること

にまきこまれないように守
まも
らなけれ

ばなりません。

第
だい 33条じょう	【麻ま 薬や く・覚か く

せい剤
ざ い

など
からの保

ほ

護
ご

】

第
だい 40条じょう	【子こ どもに関か ん

する司
し

法
ほ う

】

罪
つみ
を犯
おか
したとされた子

こ
どもは、ほか

の人
ひと
の人
じん
権
けん
の大
たい
切
せつ
さを学

まな
び、社

しゃ
会
かい
に

もどったとき自
じ
分
ぶん
自
じ
身
しん
の役
やく
割
わり
をしっ

かり果
は
たせるようになることを考

かんが
え

て、扱
あつか
われる権

けん
利
り
をもっています。

虐
ぎゃくたい
待、人

にん
間
げん
的
てき
でない扱

あつか
い、戦

せん
争
そう
など

の被
ひ
害
がい
にあった子

こ
どもは、心

こころ
やから

だの傷
きず
をなおし、社

しゃ
会
かい
にもどれるよ

うに支
し
援
えん
を受

う
ける

ことができます。

第
だい 39条じょう	【被ひ 害が い

にあった子
こ

どもの
回
か い

復
ふ く

と社
し ゃ

会
か い

復
ふ っ

帰
き

】
第
だい 38条じょう	【戦せ ん

争
そ う

からの保
ほ

護
ご

】

国
くに
は、15歳

さい
にならない子

こ
どもを軍

ぐん
隊
たい

に参
さん
加
か
させないようにします。また、

戦
せん
争
そう
にまきこまれた子

こ
どもを守

まも
るた

めに、できること
はすべてしなけれ
ばなりません。

どんな子
こ
どもに対

たい
しても、拷

ごう
問
もん
や人
にん

間
げん
的
てき
でないなどの扱

あつか
いをしてはなり

ません。また、子
こ
どもを死

し
刑
けい
にしたり、

死
し
ぬまで刑

けい
務
む
所
しょ
に入

い
れたりすること

は許
ゆる
されません。もし、罪

つみ
を犯
おか
して

たいほされても、尊
そん

厳
げん
が守
まも
られ年

ねん
れいに

あった扱
あつか
いを受

う
ける

権
けん
利
り
をもっています。

第
だい 37条じょう	【拷ご う

問
も ん

・死
し

刑
け い

の禁
き ん

止
し

】

「子
こ

どもの権
け ん

利
り

条
じょうやく

約」第
だ い

1〜40条
じょう

日
に

本
ほん

ユニセフ協
きょう

会
かい

抄
しょう

訳
やく

第
だい 4条じょう	【国く に

の義
ぎ

務
む

】

国
くに
は、この条

じょう
約
やく
に書

か
かれた権

けん
利
り
を守
まも

るために、必
ひつ
要
よう
な法
ほう
律
りつ
を作
つく
ったり政

せい
策
さく

を実
じっ
行
こう
したりしなければなりません。

子
こ
どもに関

かん
係
けい
のあることが決

き
められ、

行
おこな
われるときには、子

こ
どもにもっと

もよいことは何
なに

かを第
だい
一
いち
に考
かんが
え

なければなりま
せん。

第
だい 3条じょう	【子こ どもにもっとも

よいことを】
第
だい 2条じょう	【差さ 別べ つ

の禁
き ん

止
し

】

すべての子
こ
どもは、みんな平

びょう
等
どう
にこの条

じょう

約
やく
にある権

けん
利
り
をもっています。子

こ
どもは、

国
くに
のちがいや、性

せい
のちがい、どのような

ことばを使
つか
うか、どんな宗

しゅう
教
きょう
を信
しん
じてい

るか、どんな意
い
見
けん
をもっているか、心

こころ
やか

らだに障
しょう
がいがあるかないか、お金

かね
持
も
ち

であるかないか、親
おや
がど

ういう人
ひと
であるか、などに

よって差
さ
別
べつ
されません。

18歳
さい
になっていない人

ひと
を子

こ
どもとし

ます。

第
だい 1条じょう	【子こ どもの定て い

義
ぎ

】

国
くに
は、子

こ
どもが、名

な
前
まえ
や国
こく
籍
せき
、家

か
族
ぞく

の関
かん
係
けい
など、自

じ
分
ぶん
が自

じ
分
ぶん
であること

を示
しめ
すものをむやみにうばわれるこ

とのないように
守
まも
らなくてはな

りません。

第
だい 8条じょう	【名な 前ま え

・国
こ く

籍
せ き

・家
か

族
ぞ く

関
か ん

係
け い

が
守
ま も

られる権
け ん

利
り

】
第
だい 7条じょう	【名な 前ま え

・国
こ く

籍
せ き

をもつ権
け ん

利
り

】

子
こ
どもは、生

う
まれたらすぐに登

とう
録
ろく

（出
しゅっ
生
しょう
届
とどけ
など）されなければなりま

せん。子
こ
どもは、名

な
前
まえ
や国
こく
籍
せき
をもち、

できるかぎり親
おや
を知

し
り、親

おや
に育
そだ
てて

もらう権
けん
利
り
をもっています。

第
だい 6条じょう		【生い きる権け ん

利
り

・育
そ だ

つ権
け ん

利
り

】

すべての子
こ
どもは、生

い
きる権

けん
利
り
・育
そだ

つ権
けん
利
り
をもっています。

親
おや
（保

ほ
護
ご
者
しゃ
）は、子

こ
どもの発

はっ
達
たつ
に応
おう

じて、適
てき
切
せつ
な指

し
導
どう
をします。国

くに
は、親

おや

の指
し
導
どう
を尊
そん
重
ちょう
します。

第
だい 5条じょう		【親お や

の指
し

導
ど う

を尊
そ ん

重
ちょう

】

第
だい 12条じょう	【意い 見け ん

を表
あらわ

す権
け ん

利
り

】

子
こ
どもは、自

じ
分
ぶん
に関
かん
係
けい
のあることに

ついて自
じ
由
ゆう
に自

じ
分
ぶん
の意

い
見
けん
を表
あらわ
す権
けん
利
り

をもっています。その意
い
見
けん
は、子

こ
ど

もの発
はっ
達
たつ
に応
おう
じて、じゅうぶん考

こう
慮
りょ
さ

れなければなりません。

国
くに
は、子

こ
どもが国

くに
の外
そと
へ連

つ
れさられ

たり、自
じ
分
ぶん
の国
くに
にもどれなくなったり

しないようにします。

第
だい 11条じょう	【よその国く に

に
連
つ

れさられない権
け ん

利
り

】
第
だい 10条じょう	【別べ つ

々
べ つ

の国
く に

にいる親
お や

と
会
あ

える権
け ん

利
り

】
子
こ
どもには、親

おや
と引

ひ
き離
はな
されない権

けん

利
り
があります。子

こ
どもにもっともよい

という理
り
由
ゆう
から、引

ひ
き離
はな
されることも

認
みと
められますが、その場

ば
合
あい
は、親

おや
と

会
あ
ったり連

れん
絡
らく

したりするこ
とができます。

国
くに
は、別

べつ
々
べつ
の国
くに
にいる親

おや
と子

こ
どもが

会
あ
ったり、一

いっ
緒
しょ
にくらしたりするため

に、国
くに
を出

で
入
い
りできるよう配

はい
慮
りょ
します。

親
おや
がちがう国

くに
に

住
す
んでいても、

子
こ
どもは親

おや
と連
れん

絡
らく
をとることが

できます。

第
だい 9条じょう	【親お や

と引
ひ

き離
は な

されない
権
け ん

利
り

】

子
こ
どもは、ほかの人

ひと
びとと一

いっ
緒
しょ
に団
だん

体
たい
をつくったり、集

しゅう
会
かい
を行
おこな
ったりする

権
けん
利
り
をもっています。

第
だい 15条じょう	【結け っ

社
し ゃ

・集
しゅう

会
か い

の自
じ

由
ゆ う

】 第
だい 16条じょう	【プライバシー・名め い

誉
よ

の
保
ほ

護
ご

】
子
こ
どもは、自

じ
分
ぶん
や家

か
族
ぞく
、住

す
んでいる

ところ、電
でん
話
わ
やメールなどのプライバ

シーが守
まも
られます。

また、他
た
人
にん
から

誇
ほこ
りを傷

きず
つけら

れない権
けん
利
り
を

もっています。

第
だい 14条じょう	【思し 想そ う

・良
りょう

心
し ん

・宗
しゅう

教
きょう

の
自
じ

由
ゆ う

】
子
こ
どもは、思

し
想
そう
・良
りょう
心
しん
・宗
しゅう
教
きょう
の自

じ
由
ゆう

についての権
けん
利
り
をもっています。

子
こ
どもは、自

じ
由
ゆう
な方
ほう
法
ほう
でいろいろな

情
じょうほう
報や考

かんが
えを伝

つた
える権

けん
利
り
、知

し
る権
けん
利
り

をもっています。

第
だい 13条じょう	【表ひょう現げ ん

の自
じ

由
ゆ う

】

第
だい 20条じょう	【家か 庭て い

をうばわれた
子
こ

どもの保
ほ

護
ご

】
家
か
庭
てい
をうばわれた子

こ
どもや、その家

か

庭
てい
環
かん
境
きょう
にとどまることが子

こ
どもに

とってよくないと判
はん
断
だん
され、家

か
庭
てい
にい

ることができなくなった
子
こ
どもは、かわりの保

ほ
護
ご

者
しゃ
や家

か
庭
てい
を用
よう
意
い
しても

らうなど、国
くに
から守

まも
って

もらうことができます。

どんなかたちであれ、子
こ
どもが暴

ぼうりょく
力

をふるわれたり、不
ふ
当
とう
な扱
あつか
いなどを

受
う
けたりすることがないように、国

くに
は

子
こ
どもを守

まも
らなければなりません。

第
だい 19条じょう	【あらゆる暴ぼ う

力
りょく

からの
保
ほ

護
ご

】
第
だい 18条じょう	【子こどもの養よ う

育
い く

は
まず親

お や

に責
せ き

任
に ん

】
子
こ
どもを育

そだ
てる責

せき
任
にん
は、まずその両

りょう

親
しん
（保

ほ
護
ご
者
しゃ
）にあります。国

くに
はその手

て

助
だす
けをします。

子
こ
どもは、自

じ
分
ぶん
の成
せい
長
ちょう
に役
やく
立
だ
つ多
おお
く

の情
じょう
報
ほう
を手

て
に入

い
れる権

けん
利
り
をもってい

ます。国
くに
は、本

ほん
、新
しん
聞
ぶん
、テレビ、イン

ターネットなどで、子
こ
どものためにな

る情
じょう
報
ほう
が多
おお
く提
てい
供
きょう
されるようにすす

め、子
こ
どもによく

ない情
じょう
報
ほう
から子

こ
ど

もを守
まも
らなければ

なりません。

第
だい 17条じょう	【適て き

切
せ つ

な情
じょう

報
ほ う

の入
にゅう

手
し ゅ

】

※「子
こ

どもの権
けん

利
り

条
じょう

約
やく

」は前
ぜん

文
ぶん

と54条
じょう

の条
じょう

文
ぶん

から成
な

り立
た

っています。日
に

本
ほん

ユニセフ協
きょう

会
かい

では
具
ぐ

体
たい

的
てき

な子
こ

どもの権
けん

利
り

を定
さだ

めた第
だい

1～40条
じょう

を、わかりやすい抄
しょう

訳
やく

として公
こう

開
かい

しています。読
よ

んでみよう！
資料
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第
だい 24条じょう	【健け ん

康
こ う

・医
い

療
りょう

への権
け ん

利
り

】

子
こ
どもは、健

けん
康
こう
でいられ、必

ひつ
要
よう
な

医
い
療
りょう
や保

ほ
健
けん
サービスを受

う
ける権

けん
利
り
を

もっています。

心
こころ
やからだに障

しょう
がいがある子

こ
どもは、

尊
そん
厳
げん
が守
まも
られ、自

じ
立
りつ
し、社

しゃ
会
かい
に参
さん
加
か

しながら生
せい
活
かつ
できるよう、教

きょう
育
いく
や訓
くん

練
れん
、保

ほ
健
けん
サービスなどを受

う
ける権

けん
利
り

をもっています。

第
だい 23条じょう	【障しょうがいのある子こ ども】第

だい 22条じょう	【難な ん

民
み ん

の子
こ

ども】

自
じ
分
ぶん
の国
くに
の政
せい
府
ふ
からのはく害

がい
をのが

れ、難
なん
民
みん
となった子

こ
どもは、のがれ

た先
さき
の国
くに
で守
まも
られ、援

えん
助
じょ
を受

う
けるこ

とができます。

子
こ
どもを養

よう
子
し
にする場

ば
合
あい
には、その

子
こ
どもにとって、もっともよいことを

考
かんが
え、その子

こ
どもや新

あたら
しい親

おや
（保

ほ
護
ご

者
しゃ
）のことなどをしっかり調

しら
べたうえ

で、国
くに
や公
おおやけ
の機

き
関
かん
だけが養

よう
子
し
縁
えん
組
ぐみ
を

認
みと
めることができます。

第
だい 21条じょう	【養よ う

子
し

縁
え ん

組
ぐ み

】

第
だい 28条じょう	【教きょう育い く

を受
う

ける権
け ん

利
り

】

子
こ
どもは教

きょう
育
いく
を受

う
ける権

けん
利
り
をもってい

ます。国
くに
は、すべての子

こ
どもが小

しょう
学
がっ

校
こう
に行

い
けるようにしなければなりませ

ん。さらに上
うえ
の学
がっ
校
こう
に進
すす
みたいときに

は、みんなにそのチャンスが与
あた
えられ

なければなりません。学
がっ
校
こう
のきまりは、

子
こ
どもの尊

そん
厳
げん
が守
まも
られるという

考
かんが
え方
かた
からはずれるもの

であってはなりません。

子
こ
どもは、心

こころ
やからだがすこやかに

成
せい
長
ちょう
できるような生

せい
活
かつ
を送
おく
る権
けん
利
り
を

もっています。親
おや
（保

ほ
護
ご
者
しゃ
）はそのた

めの第
だい
一
いち
の責
せき
任
にん
者
しゃ
ですが、必

ひつ
要
よう
なと

きは、食
た
べるも

のや着
き
るもの、

住
す
むところなど

について、国
くに
が

手
て
助
だす
けします。

第
だい 27条じょう	【生せ い

活
か つ

水
す い

準
じゅん

の確
か く

保
ほ

】第
だい 26条じょう	【社し ゃ会か い保ほ 障しょうを受う ける権け ん利り 】
子
こ
どもは、生

せい
活
かつ
していくのにじゅうぶ

んなお金
かね
がないときには、国

くに
からお

金
かね
の支

し
給
きゅう
などを受

う
ける権

けん
利
り
をもって

います。

施
し
設
せつ
に入
はい
っている子

こ
どもは、その扱

あつか

いがその子
こ
どもにとってよいもので

あるかどうかを定
てい
期
き
的
てき
に調
しら
べてもら

う権
けん
利
り
をもって

います。

第
だい 25条じょう	【施し 設せ つ

に入
は い

っている
子
こ

ども】

第
だい 32条じょう	【経け い

済
ざ い

的
て き

搾
さ く

取
し ゅ

・
有
ゆ う

害
が い

な労
ろ う

働
ど う

からの保
ほ

護
ご

】
子
こ
どもは、むりやり働

はたら
かされたり、そ

のために教
きょう
育
いく
を受

う
けられなくなった

り、心
こころ
やからだによくない仕

し
事
ごと
をさせ

られたりしないように
守
まも
られる権

けん
利
り
をもって

います。

子
こ
どもは、休

やす
んだり、遊

あそ
んだり、文

ぶんか
化

芸
げいじゅつ
術活

かつどう
動に参

さん
加
か
したりする権

けん
利
り
をもっ

ています。

第
だい 31条じょう	【休や す

み、遊
あ そ

ぶ権
け ん

利
り

】第
だい 30条じょう	【少しょう数す う

民
み ん

族
ぞ く

・先
せ ん

住
じゅう

民
み ん

の
子
こ

ども】
少
しょうすう
数民
みん
族
ぞく
の子

こ
どもや、もとからその

土
と
地
ち
に住

す
んでいる人

ひと
びとの子

こ
どもは、

その民
みん
族
ぞく
の文
ぶん
化
か
や

宗
しゅうきょう
教、ことばをも

つ権
けん
利
り
をもってい

ます。

教
きょういく
育は、子

こ
どもが自

じ
分
ぶん
のもっている

能
のう
力
りょく
を最
さい
大
だい
限
げん
のばし、人

じん
権
けん
や平
へい
和
わ
、

環
かん
境
きょう
を守
まも
ることなどを学

まな
ぶためのも

のです。

第
だい 29条じょう	【教きょう育い く

の目
も く

的
て き

】

第
だい 36条じょう	【あらゆる搾さ く

取
し ゅ

からの
保
ほ

護
ご

】
国
くに
は、どんなかたちでも、子

こ
どもの

幸
しあわ
せをうばって利

り
益
えき
を得

え
るようなこ

とから子
こ
どもを

守
まも
らなければな

りません。

国
くに
は、子

こ
どもが誘

ゆう
拐
かい
されたり、売

う
り買

か

いされたりすることのないように守
まも
ら

なければなりません。

第
だい 35条じょう	【誘ゆ う

拐
か い

・売
ば い

買
ば い

からの保
ほ

護
ご

】第
だい 34条じょう	【性せ い

的
て き

搾
さ く

取
し ゅ

からの保
ほ

護
ご

】

国
くに
は、子

こ
どもが児

じ
童
どう
ポルノや児

じ
童
どう
買
かい

春
しゅん
などに利

り
用
よう
されたり、性

せい
的
てき
な虐
ぎゃく
待
たい

を受
う
けたりすることのないように守

まも
ら

なければなりません。

国
くに
は、子

こ
どもが麻

ま
薬
やく
や覚
かく
せい剤

ざい
などを

売
う
ったり買

か
ったり、使

つか
ったりすること

にまきこまれないように守
まも
らなけれ

ばなりません。

第
だい 33条じょう	【麻ま 薬や く・覚か く

せい剤
ざ い

など
からの保

ほ

護
ご

】

第
だい 40条じょう	【子こ どもに関か ん

する司
し

法
ほ う

】

罪
つみ
を犯
おか
したとされた子

こ
どもは、ほか

の人
ひと
の人
じん
権
けん
の大
たい
切
せつ
さを学

まな
び、社

しゃ
会
かい
に

もどったとき自
じ
分
ぶん
自
じ
身
しん
の役
やく
割
わり
をしっ

かり果
は
たせるようになることを考

かんが
え

て、扱
あつか
われる権

けん
利
り
をもっています。

虐
ぎゃくたい
待、人

にん
間
げん
的
てき
でない扱

あつか
い、戦

せん
争
そう
など

の被
ひ
害
がい
にあった子

こ
どもは、心

こころ
やから

だの傷
きず
をなおし、社

しゃ
会
かい
にもどれるよ

うに支
し
援
えん
を受

う
ける

ことができます。

第
だい 39条じょう	【被ひ 害が い

にあった子
こ

どもの
回
か い

復
ふ く

と社
し ゃ

会
か い

復
ふ っ

帰
き

】
第
だい 38条じょう	【戦せ ん

争
そ う

からの保
ほ

護
ご

】

国
くに
は、15歳

さい
にならない子

こ
どもを軍

ぐん
隊
たい

に参
さん
加
か
させないようにします。また、

戦
せん
争
そう
にまきこまれた子

こ
どもを守

まも
るた

めに、できること
はすべてしなけれ
ばなりません。

どんな子
こ
どもに対

たい
しても、拷

ごう
問
もん
や人
にん

間
げん
的
てき
でないなどの扱

あつか
いをしてはなり

ません。また、子
こ
どもを死

し
刑
けい
にしたり、

死
し
ぬまで刑

けい
務
む
所
しょ
に入

い
れたりすること

は許
ゆる
されません。もし、罪

つみ
を犯
おか
して

たいほされても、尊
そん

厳
げん
が守
まも
られ年

ねん
れいに

あった扱
あつか
いを受

う
ける

権
けん
利
り
をもっています。

第
だい 37条じょう	【拷ご う

問
も ん

・死
し

刑
け い

の禁
き ん

止
し

】

「子
こ

どもの権
け ん

利
り

条
じょうやく

約」第
だ い

1〜40条
じょう

日
に

本
ほん

ユニセフ協
きょう

会
かい

抄
しょう

訳
やく

第
だい 4条じょう	【国く に

の義
ぎ

務
む

】

国
くに
は、この条

じょう
約
やく
に書

か
かれた権

けん
利
り
を守
まも

るために、必
ひつ
要
よう
な法
ほう
律
りつ
を作
つく
ったり政

せい
策
さく

を実
じっ
行
こう
したりしなければなりません。

子
こ
どもに関

かん
係
けい
のあることが決

き
められ、

行
おこな
われるときには、子

こ
どもにもっと

もよいことは何
なに

かを第
だい
一
いち
に考
かんが
え

なければなりま
せん。

第
だい 3条じょう	【子こ どもにもっとも

よいことを】
第
だい 2条じょう	【差さ 別べ つ

の禁
き ん

止
し

】

すべての子
こ
どもは、みんな平

びょう
等
どう
にこの条

じょう

約
やく
にある権

けん
利
り
をもっています。子

こ
どもは、

国
くに
のちがいや、性

せい
のちがい、どのような

ことばを使
つか
うか、どんな宗

しゅう
教
きょう
を信
しん
じてい

るか、どんな意
い
見
けん
をもっているか、心

こころ
やか

らだに障
しょう
がいがあるかないか、お金

かね
持
も
ち

であるかないか、親
おや
がど

ういう人
ひと
であるか、などに

よって差
さ
別
べつ
されません。

18歳
さい
になっていない人

ひと
を子

こ
どもとし

ます。

第
だい 1条じょう	【子こ どもの定て い

義
ぎ

】

国
くに
は、子

こ
どもが、名

な
前
まえ
や国
こく
籍
せき
、家

か
族
ぞく

の関
かん
係
けい
など、自

じ
分
ぶん
が自

じ
分
ぶん
であること

を示
しめ
すものをむやみにうばわれるこ

とのないように
守
まも
らなくてはな

りません。

第
だい 8条じょう	【名な 前ま え

・国
こ く

籍
せ き

・家
か

族
ぞ く

関
か ん

係
け い

が
守
ま も

られる権
け ん

利
り

】
第
だい 7条じょう	【名な 前ま え

・国
こ く

籍
せ き

をもつ権
け ん

利
り

】

子
こ
どもは、生

う
まれたらすぐに登

とう
録
ろく

（出
しゅっ
生
しょう
届
とどけ
など）されなければなりま

せん。子
こ
どもは、名

な
前
まえ
や国
こく
籍
せき
をもち、

できるかぎり親
おや
を知

し
り、親

おや
に育
そだ
てて

もらう権
けん
利
り
をもっています。

第
だい 6条じょう		【生い きる権け ん

利
り

・育
そ だ

つ権
け ん

利
り

】

すべての子
こ
どもは、生

い
きる権

けん
利
り
・育
そだ

つ権
けん
利
り
をもっています。

親
おや
（保

ほ
護
ご
者
しゃ
）は、子

こ
どもの発

はっ
達
たつ
に応
おう

じて、適
てき
切
せつ
な指

し
導
どう
をします。国

くに
は、親

おや

の指
し
導
どう
を尊
そん
重
ちょう
します。

第
だい 5条じょう		【親お や

の指
し

導
ど う

を尊
そ ん

重
ちょう

】

第
だい 12条じょう	【意い 見け ん

を表
あらわ

す権
け ん

利
り

】

子
こ
どもは、自

じ
分
ぶん
に関
かん
係
けい
のあることに

ついて自
じ
由
ゆう
に自

じ
分
ぶん
の意

い
見
けん
を表
あらわ
す権
けん
利
り

をもっています。その意
い
見
けん
は、子

こ
ど

もの発
はっ
達
たつ
に応
おう
じて、じゅうぶん考

こう
慮
りょ
さ

れなければなりません。

国
くに
は、子

こ
どもが国

くに
の外
そと
へ連

つ
れさられ

たり、自
じ
分
ぶん
の国
くに
にもどれなくなったり

しないようにします。

第
だい 11条じょう	【よその国く に

に
連
つ

れさられない権
け ん

利
り

】
第
だい 10条じょう	【別べ つ

々
べ つ

の国
く に

にいる親
お や

と
会
あ

える権
け ん

利
り

】
子
こ
どもには、親

おや
と引

ひ
き離
はな
されない権

けん

利
り
があります。子

こ
どもにもっともよい

という理
り
由
ゆう
から、引

ひ
き離
はな
されることも

認
みと
められますが、その場

ば
合
あい
は、親

おや
と

会
あ
ったり連

れん
絡
らく

したりするこ
とができます。

国
くに
は、別

べつ
々
べつ
の国
くに
にいる親

おや
と子

こ
どもが

会
あ
ったり、一

いっ
緒
しょ
にくらしたりするため

に、国
くに
を出

で
入
い
りできるよう配

はい
慮
りょ
します。

親
おや
がちがう国

くに
に

住
す
んでいても、

子
こ
どもは親

おや
と連
れん

絡
らく
をとることが

できます。

第
だい 9条じょう	【親お や

と引
ひ

き離
は な

されない
権
け ん

利
り

】

子
こ
どもは、ほかの人

ひと
びとと一

いっ
緒
しょ
に団
だん

体
たい
をつくったり、集

しゅう
会
かい
を行
おこな
ったりする

権
けん
利
り
をもっています。

第
だい 15条じょう	【結け っ

社
し ゃ

・集
しゅう

会
か い

の自
じ

由
ゆ う

】 第
だい 16条じょう	【プライバシー・名め い

誉
よ

の
保
ほ

護
ご

】
子
こ
どもは、自

じ
分
ぶん
や家

か
族
ぞく
、住

す
んでいる

ところ、電
でん
話
わ
やメールなどのプライバ

シーが守
まも
られます。

また、他
た
人
にん
から

誇
ほこ
りを傷

きず
つけら

れない権
けん
利
り
を

もっています。

第
だい 14条じょう	【思し 想そ う

・良
りょう

心
し ん

・宗
しゅう

教
きょう

の
自
じ

由
ゆ う

】
子
こ
どもは、思

し
想
そう
・良
りょう
心
しん
・宗
しゅう
教
きょう
の自

じ
由
ゆう

についての権
けん
利
り
をもっています。

子
こ
どもは、自

じ
由
ゆう
な方
ほう
法
ほう
でいろいろな

情
じょうほう
報や考

かんが
えを伝

つた
える権

けん
利
り
、知

し
る権
けん
利
り

をもっています。

第
だい 13条じょう	【表ひょう現げ ん

の自
じ

由
ゆ う

】

第
だい 20条じょう	【家か 庭て い

をうばわれた
子
こ

どもの保
ほ

護
ご

】
家
か
庭
てい
をうばわれた子

こ
どもや、その家

か

庭
てい
環
かん
境
きょう
にとどまることが子

こ
どもに

とってよくないと判
はん
断
だん
され、家

か
庭
てい
にい

ることができなくなった
子
こ
どもは、かわりの保

ほ
護
ご

者
しゃ
や家

か
庭
てい
を用
よう
意
い
しても

らうなど、国
くに
から守

まも
って

もらうことができます。

どんなかたちであれ、子
こ
どもが暴

ぼうりょく
力

をふるわれたり、不
ふ
当
とう
な扱
あつか
いなどを

受
う
けたりすることがないように、国

くに
は

子
こ
どもを守

まも
らなければなりません。

第
だい 19条じょう	【あらゆる暴ぼ う

力
りょく

からの
保
ほ

護
ご

】
第
だい 18条じょう	【子こどもの養よ う

育
い く

は
まず親

お や

に責
せ き

任
に ん

】
子
こ
どもを育

そだ
てる責

せき
任
にん
は、まずその両

りょう

親
しん
（保

ほ
護
ご
者
しゃ
）にあります。国

くに
はその手

て

助
だす
けをします。

子
こ
どもは、自

じ
分
ぶん
の成
せい
長
ちょう
に役
やく
立
だ
つ多
おお
く

の情
じょう
報
ほう
を手

て
に入

い
れる権

けん
利
り
をもってい

ます。国
くに
は、本

ほん
、新
しん
聞
ぶん
、テレビ、イン

ターネットなどで、子
こ
どものためにな

る情
じょう
報
ほう
が多
おお
く提
てい
供
きょう
されるようにすす

め、子
こ
どもによく

ない情
じょう
報
ほう
から子

こ
ど

もを守
まも
らなければ

なりません。

第
だい 17条じょう	【適て き

切
せ つ

な情
じょう

報
ほ う

の入
にゅう

手
し ゅ

】

※「子
こ

どもの権
けん

利
り

条
じょう

約
やく

」は前
ぜん

文
ぶん

と54条
じょう

の条
じょう

文
ぶん

から成
な

り立
た

っています。日
に

本
ほん

ユニセフ協
きょう

会
かい

では
具
ぐ

体
たい

的
てき

な子
こ

どもの権
けん

利
り

を定
さだ

めた第
だい

1～40条
じょう

を、わかりやすい抄
しょう

訳
やく

として公
こう

開
かい

しています。読
よ

んでみよう！
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女性の人権

男女共同参画社会の実現に向けて

１ 対象

教職員、保護者

２ ねらい

固定的な性別役割分担意識や性別による「無意識の思い込み（アンコンシャス・バイアス）」につい

て、自身の言動とその影響を考えることで、自身の意識改革につなげ、男女共同参画社会の実現に寄与

する。

３ 準備するもの

○ワークシート

○資料

４ 解説

固定的な性別役割分担意識や性別による「無意識の思い込み（アンコンシャス・バイアス）」は、家

庭、職場、地域など様々な場面で、男女共同参画社会の実現を阻む根強い課題です。女性にとって個性

と力の発揮を妨げる障壁となるばかりでなく、男性にとっても「男は強くあらねばならない」などのプ

レッシャーとなり、男性を困難な状況に追い込んでいる側面があります。

これらの解消を図り、自分らしい生き方ができる、多様性に富んだ男女共同参画社会の実現をめざす

ことが求められています。

民間団体の調査によると中学生・高校生の約半数が、学問分野を限定しない質問で「性別によって得

意・不得意に差が出る」と感じており、さらに、性別によって差が出ると考えている生徒の中には、

「男子は理系科目や力仕事が得意で、女子は文系科目や細かい作業が得意だと思う」といった“イメー

ジがあるから”との回答も一定数ありました。このワークをとおして、アンコンシャス・バイアスによ

る大人の発言などにより、子どもの考え方などに影響を与えていることに気づき、その解消に向けた意

識改革につなげます。

５ 進め方（展開例） 分

（ここでは、アンコンシャス・バイアスは「性別による無意識の思い込み」をさします。）

時間 本時の流れ（活動・内容） 留意事項 資料など

導入

分

◆本時の確認（２分）

・本時の流れや留意点の説明を聞く。

◆アクティビティ１（８分）

「女子は理数系の科目が苦手？」

①個人で理由を考え、ワークシートの

１に書く。

②グループで共有する。

・本時の流れを説明する。

・Ｐ４〔学習の約束〕を伝える。

・４人程度のグループで行う。

・ワークシート

・女子が理数系の科目に対して「得意」と答える割合が低い理由の１つに、アンコンシャ

ス・バイアスがあるのではないかと気づく。

３
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展開

分

◆アクティビティ２（ 分）

「『アンコンシャス・バイアス』を理

解しよう！」

①ワークシートの２「アンコンシャ

ス・バイアス」チェックを個人で行

う。

②資料を確認し、グループで意見交換

を行う。

③①～②を行って感じたこと、思った

ことをワークシートに書く。

◆アクティビティ３（ 分）

「探そう！『アンコンシャス・バイア

ス』」

①身の回りにある「アンコンシャス・

バイアス」による発言などを個人で

考え、ワークシートの３に書く。

②グループで共有する。

③グループで挙がった発言などによ

り、子どもたちにどのような影響を

与える可能性があるか考える。

④グループで出た意見を全体で共有す

る。

・資料を配付する。

・４人程度のグループで行う。

・４人程度のグループで行う。

・挙がった発言に対し、グループの中

でその感想を述べてもよい。

・時間に応じて発表グループ数を決め

る。

・ワークシート

・資料

・ワークシート

まとめ

５分

◆まとめ（５分）

・気づいたこと、これから子どもたち

への接し方で気をつけることなどを

ワークシートの振り返りに書く。

・ワークシート

＜参考資料など＞

・かなテラス作成研修用教材  アンコンシャス・バイアス～男女共同参画の視点から～

「アンコンシャス・バイアス」チェックリスト＜例＞及び「アンコンシャス・バイアス」チェックリストの解

説（作成：清家 三佳子 氏）

アンコンシャス・バイアス

・中学生・高校生のジェンダーに関する意識調査2024「中学生・高校生を取り巻く環境が与える影響とは」　公

益社団法人ガールスカウト日本連盟

・身近に固定的な性別役割分担意識やアンコンシャス・バイアスが存在することに気づ

き、男女共同参画社会の実現に向けて、意識改革も必要であることを理解し、実践しよ

うとする意欲につなげたい。

・固定的な性別役割分担意識やアンコンシャス・バイアスによる発言などが、子どもたち

の思考に影響を与えることに気づく。

・固定的な性別役割分担意識やアンコンシャス・バイアスについて理解し、自身の発言な

どを振り返る。
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ワークシート

※このワークシートでは、アンコンシャス・バイアスは「性別による無意識の思い込み」ととらえてください。

１ 「令和７年度全国学力・学習状況調査の結果」で、次のような結果がありました。その理由を考えましょう。

＜理由＞

出典：令和７年度全国学力・学習状況調査の結果（概

要）のポイント（令和７年７月）（文部科学省・国立教育

政策研究所）

２ 次の「アンコンシャス・バイアス」チェックをしてみましょう。当てはまると思う設問にチェック

「✔」を入れてください。

① □ 女性はリーダーや管理職になりたがらない

② □ 男性には決断力・リーダーシップがある

③ □ 育児中の女性は仕事の負担を軽くした方がよい

④ □ 育休を取る男性は仕事への意識が低い

資料の確認や意見交換をして、感じたこと、思ったことを書きましょう。

３ 身の回りにある「アンコンシャス・バイアス」による発言などを挙げてみましょう。

振り返り

気づいたこと、これから子どもたちへの接し方で気をつけることなどを書きましょう。

男女共同参画社会の実現に向けて
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アンコンシャス・バイアスチェック解説 資料
①女性はリーダーや管理職になりたがらない

女性に「リーダーや管理職を目指してみないか？」などと話すと、「私には無理です」などと返答

されることがあります。このような返事の真意は、リーダーや管理職になりたがらない、上昇志向が

ないとは限りません。リーダーや管理職としての責務を果たす自信がない、不安があるという場合も

あります。リーダーや管理職としてのポテンシャルがある女性にはその機会を与えることが大切です。

女性はリーダーや管理職になりたがらない、上昇志向がないと決めつけることなく、ポテンシャルが

ある女性には、「私には無理です」という返答であっても、無理と思う理由を確認し、不安を払しょ

くするアドバイスを行い、キャリアアップへの背中を押す言葉がけをすると、キャリアアップへの覚

悟が固まることがあります。

②男性には決断力・リーダーシップがある

男性には決断力・リーダーシップがあり、女性は繊細で気配りができるなどのイメージがあるかも

しれませんが、本当にそうでしょうか？女性でも決断力やリーダーシップがすぐれている人もいます

し、男性でも繊細で気配りができる人がいます。性別の問題ではなく個人の問題です。男性には決断

力・リーダーシップがあるから管理職や経営者に向いているなどというバイアスがあると、決断力・

リーダーシップのある女性の活躍の場が狭まってしまいます。

③育児中の女性は仕事の負担を軽くした方がよい

これらは、女性は仕事より子育てを重視すべきという固定観念と言えます。子育ては夫婦で協力し

ながらしていけばよいものですし、仕事も子育ても両方を大事にすることもできます。親と同居して

いて子育てを親に手伝ってもらっているという方もいれば、一人で子育てをしなければならない方も

います。子育てをしているから仕事の負担を軽くすると、キャリアアップしたいという女性のモチベ

ーションダウンにつながります。また、会社のためにも個人のためにも、会社にいる間はその人の能

力を最大限発揮できる仕事をやってもらうことが大切です。

④育休を取る男性は仕事への意識が低い

性別にかかわらず仕事も家庭も充実させたいという方が増えており、男性でも育休を取り子育てに

かかわりたいという方が多くなっています。最近の傾向として、男性・女性ともに、家庭より仕事、

仕事より家庭という考え方ではなく、仕事も家庭も充実させることを重視する考え方が主流になって

きています。共働き世帯が増えていることもあり、育児や介護は夫婦で協力して行うものと考える方

が多くなっています。男性だから仕事を重視すべきという考え方では、仕事も家庭も充実させたい人

のモチベーションは下がってしまいます。

引用：「『アンコンシャス・バイアス』チェックリストの解説」（清家三佳子氏作）

参 考

〇子ども・若者に向けた県の取組み

・ライフキャリア教育支援事業

「ライフキャリア」とは、仕事をはじめ、家庭生活、地域社会とのかかわり、個人の活動（自己啓

発・趣味）など、生活全般において生涯にわたり果たす役割や経験の積み重ねのことをいいます。

大学生・高校生・中学生を対象として、固定的な性別役割分担意識にとらわれず、自分らしい豊か

な人生をデザインする力を持つことができるよう、出前講座の実施や、視聴覚教材の作成、「ロール

モデル事例集」をはじめとした冊子及びリーフレットの配布による啓発など、ライフキャリア教育に

取り組んでいます。

・中高生のための３大気づき講座

男女共同参画社会の実現のため、誰もが性別にかかわらず、自分らしい生き方を選択し、お互いを

認め合う対等な人間関係を築く力を育成する若年層（中学生・高校生）向け意識啓発事業として、中

学生、高校に身近なテーマ（メディア、人間関係、進路）を通して、考えるヒントや気づきが得られ

る出前講座（「男女共同参画・メディアリテラシー講座」、「デートＤＶ防止啓発講座」、「理工系

キャリア支援講座」）を実施します。

引用：「かながわ男女共同参画推進プラン（第５次）」神奈川県福祉子どもみらい局共生推進本部室
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４ 女性の人権

【コラム】女性をめぐる課題と支援

「第２回神奈川県困難な問題を抱える女性等支援調整会議（令和７年６月 日）資料」を加工して作成

【女性をめぐる課題】

〇経済面（母子世帯と父子世帯の状況）

母子世帯 父子世帯

世帯数 万世帯 万世帯

平均年間収入 万円 万円

平均年間就労収入 万円 万円

「令和３年度 全国ひとり親世帯等調査結果の概要」（厚生労働省）

（ ）を加工して作成

〇家庭関係破綻（ＤＶと児童虐待の関係）

ＤＶが起きている家庭では、子どもに対する暴力が同時に行われている場合があります。子ども自

身が直接暴力を受けている場合は当然ですが、子どもの見ている前で夫婦間で暴力を振るうこと（面

前ＤＶ）は子どもへの心理的虐待にあたります。また、ＤＶ被害を受けている人は、加害者に対する

恐怖心などから、子どもに対する暴力を制止することができなくなる場合があります。

ＤＶや児童虐待によって、家族間の信頼関係が崩れていくこともあるのです。

出典：「特集ＤＶ（ドメスティック・バイオレンス）と児童虐待‐ＤＶは子どもの心も壊すもの‐」

（内閣府男女共同参画局）

女性をめぐる課題は、生活困窮、性暴力・性犯罪被害、家庭関係破綻など複雑化、多様化、複合化

しています。コロナ禍によりこうした課題が顕在化し、「孤独・孤立対策」といった視点も含め、新

たな女性支援強化が喫緊の課題となっています。こうした中、「困難な問題を抱える女性への支援に

関する法律」（新法）が令和６年４月１日に施行されました。

母子世帯と父子世帯

では大きな違いがあ

ります。
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【困難な問題を抱える女性への支援】

〇女性支援・ＤＶ被害者支援の主な支援機関（神奈川県）

県の女性支援やＤＶ被害者支援は、現在、「困難な問題を抱える女性への支援に関する法律」及び

「配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律（ＤＶ防止法）」に基づき、①女性相談

支援員、②女性相談支援センター、③女性自立支援施設、④配偶者暴力相談支援センターが中心とな

り実施しています。

「第２回神奈川県困難な問題を抱える女性等支援調整会議（令和７年６月 日）資料」を加工して作成

〇県内の相談窓口（令和６年４月１日現在）

かながわ困難な問題を抱える女性等支援計画（資料編 ９相談窓口）

（ ）より一部抜粋

＜参考資料など＞

・「困難な問題を抱える女性への支援について」厚生労働省社会・援護局総務課女性支援室

（令和７年３月）

窓口名称 相談方法 受付曜日 受付時間 電話番号など

女性のためのＤＶ相談

［かながわ男女共同参画センター（かなテラス）］

電話 月～金（祝日除く） ～

土・日（祝日除く） ～

かながわＤＶ相談ＬＩＮＥ

（女性向け）

［神奈川県共生推進本部室］

ＬＩＮＥ
月・火・木・土

（祝日除く）
～

女性電話相談室（一般相談）

［県立女性相談支援センター］

電話
月～金（祝日除く） ～

かながわ女性の不安・困りごと相談室

（かながわ女性相談室）

［神奈川県共生推進本部室］

電話 月～金（祝日除く） ～

ＬＩＮＥ 月・火（祝日除く） ～

木・金（祝日除く） ～

支支援援のの中中心心ととななるる主主なな機機関関（（神神奈奈川川県県））
県県））
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障がい者の人権

障がいのある人もない人も、ともに生きる社会にするために

１ 対象

小学校４年生～６年生、中学生

２ ねらい

障がいのある人もない人も全ての人にとって住みよい社会を実現するため、障がいのある人に寄り添

った支援の在り方を理解し、自分にできることを考え、行動できる力を育成する。

３ 準備するもの

○ワークシート

○グループ用ワークシート（Ａ３サイズ）

○生活場面カード、障がい種別カード

４ 解説

障がいのある人※もない人も、互いにその人らしさを認め合いながら、ともに生きる社会（共生社会）

を実現することが大切です。しかし、障がいのある人は、日常生活や社会生活を営む上で、様々なバリ

アに直面することも多い現実があります。

「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律（障害者差別解消法）」では、行政機関等及び事

業者に対し、障がいを理由とする不当な差別的取扱いを禁止し、障がいのある人から申出があった場合

に合理的配慮の提供を行うことなどを通じて、共生社会を実現することをめざしています。なお、この

法律は令和３年に改正され、事業者による障がいのある人への合理的配慮の提供が義務化されました。

障がいのある人もない人も住みよい社会を実現するため、障がいのある人について一人ひとりが考え、

理解を深めていくことが大切です。

※障がいのある人とは、身体障がい、知的障がい、精神障がい（発達障がいを含む）や心身の機能などに障がい

があり、障がいや社会の中の障壁によって生活に制限を受ける状態にある人をいいます。

５ 教科などとのつながり

社会、総合的な学習の時間、特別活動 など

６ 進め方（展開例） 分または 分

時間 学習の流れ（活動・内容） 留意事項 資料など

導入

分

◆学習の確認（２分）

・授業の流れや留意点の説明を聞く。

◆アイスブレーキング（８分）

「最近、他の人にしてもらって、うれ

しかったこと」

①ワークシートの１に書く。

②４人程度のグループで発表する。

③活動の感想をグループで伝え合う。

・授業の流れを説明する。

・Ｐ４〔学習の約束〕を伝える。

・まとめをする。

・ワークシート

・お互いに「他の人からしてもらうとうれしいと感じること」があることに、あらためて

気づく。

５

22



展開

小学校

分

中学校

分

◆アクティビティ（小 分、中 分）

「困っていることは何だろう」

①４人程度のグループをつくり、一人

ひとりが２種類のカードから１枚ず

つ選び、ワークシートの２に書く。

②選んだ生活場面で、障がいのある人

がどのようなことに困るか、どのよ

うな配慮や支援ができるか個人で考

え、ワークシートの２に書く。

③グループになり、グループ用ワーク

シートにカードを置いたり書き込ん

だりしながら伝え合う。

④全員が発表したら、困ることや配

慮・支援が他にもないかグループで

考える。

⑤全体で共有する。

⑥普段心がけていたこと、これから心

がけたいことや、自分にできること

を考え、ワークシートの３に書く。

・「生活場面カード」と「障がい種別

カード」を配り、それぞれ１枚選ば

せる。児童・生徒の実態に応じて、

教師が組合せを決めておいたり、使

用する数を減らしたりしてもよい。

・障がい種別カードについては必要に

応じて説明する。

・なるべくたくさん書かせる。当事者

がどのような気持ちでいるのかも考

えるよう促す。

・自分にできることを考えさせるが、

どのような環境であれば困らないか

など、事業者などができることも記

載するとよい。

・実際の生活で障がいのある人が困っ

ている場面を見たことがある児童・

生徒から、その場面について話して

もらってもよい。

・今後、実際に行動できるようになる

ために、具体的に考えるよう促す。

・ワークシート

・生活場面カー

ド、障がい種別

カード

・グループ用ワー

クシート

（Ａ３）

まとめ

５分

◆まとめ（５分）

・合理的配慮について知り、まとめの

話を聞く。

・合理的配慮の具体例を挙げながら、

説明する。

・授業をとおして生徒から出された感

想や記述をもとに、ねらいをおさえ

まとめる。

＜参考資料など＞

・リーフレット「令和６年４月１日から合理的配慮の提供が義務化されました」（内閣府）

・当事者の立場に寄り添って考えることの大切さを知る。

・今日考えたこと、気づいたことをこれからの生活に生かし、行動することの大切さに気

づく。
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ワークシート

（ ）年
ねん

（ ）組
くみ

（ ）番
ばん

名前
な ま え

１ 最近
さいきん

、他
ほか

の人
ひと

にしてもらって、うれしかったことはなんですか。

２ 障
しょう

がいのある人
ひと

が困
こま

ることと、それに対
たい

する配慮
はいりょ

や支援
し え ん

を考
かんが

えましょう。

生活
せいかつ

場面
ば め ん

障
しょう

がい種別
しゅべつ

困
こま

ること 配慮
はいりょ

や支援
し え ん

３ 普段
ふ だ ん

心
こころ

がけていたこと、これから 心
こころ

がけたいことや、今後
こ ん ご

、自分
じ ぶ ん

にどのよう

なことができるかを考
かんが

え、書
か

きましょう。

障
しょう

がいのある人
ひと

もない人
ひと

も、ともに生
い

きる社会
しゃかい

にするために
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グ
ル

ー
プ

用
ワ

ー
ク

シ
ー

ト

〇
障し
ょ
う

が
い

の
あ

る
人ひ

と

が
困こ

ま

る
こ

と
と

、
そ

れ
に

対た
い

す
る

配
慮

は
い

り
ょ

や
支

援
し

え
ん

を
考か
ん
が

え
ま

し
ょ

う
。

（
）

組く
み

（
）

グ
ル

ー
プ

生
活

せ
い
か
つ

場
面

ば
め
ん

障し
ょ
う

が
い
種
別

し
ゅ
べ
つ

困こ
ま

る
こ
と

配
慮

は
い
り
ょ

や
支
援

し
え
ん

ケ ー ス １ ケ ー ス ２ ケ ー ス ３ ケ ー ス ４
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生活
せ い か つ

場面
ば め ん

カード

障
しょう

がい種別
し ゅ べ つ

カード ※ここでは障がい種別の一部を取り上げています。

肢体
し た い

不自由
ふ じ ゆ う

の人
ひ と

（車
くるま

いす利用
り よ う

の人
ひ と

）

・高
たか

いところの物
もの

を取
と

るのが大変
たいへん

です

・物
もの

を落
お

とすと拾
ひろ

うのが大変
たいへん

です

・段差
だ ん さ

があったり、通路
つ う ろ

が狭
せま

かったりすると通
とお

れません

視覚障
し か く し ょ う

がいの人
ひ と

・全
まった

く見
み

えない人
ひと

や、視野
し や

がせまい人
ひと

など、

人
ひと

によって様々
さまざま

です

・段差
だ ん さ

や境目
さかいめ

などでつまずくことがあります

・周
まわ

りの状 況
じょうきょう

がわからないことがあります

聴覚障
ちょうかくしょう

がいの人
ひ と

・手話
し ゅ わ

がわかる人
ひと

も、わからない人
ひと

も

います

・外見
がいけん

では聴覚障
ちょうかくしょう

がいがあることが

わかりにくいです

知的
ち て き

障
しょう

がいの人
ひ と

・難
むずか

しい言葉
こ と ば

で話
はな

されてもわかりません

・早口
はやくち

で話
はなし

をされると困
こま

ります

・漢字
か ん じ

は苦手
に が て

です

・ゆっくりと説明
せつめい

してほしいです

駅
え き

・ホーム 飲食店
いんしょくてん

病院
びょういん スーパーマーケット

遊園地
ゆ う え ん ち

映画館
え い が か ん
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６ 障がい者の人権

【コラム】学校における合理的配慮について考えよう

平成 年４月に「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律」が施行され、行政機関等及び事業

者に対し、障がいのある人への障がいを理由とする「不当な差別的取扱い」を禁止し、障がいのある人か

ら申出があった場合に「合理的配慮の提供」を求めることなどを通じて、「共生社会」を実現することを

めざしました。さらに、令和３年にはこの法律が改正され、努力義務であった事業者による障がいのある

人への合理的配慮の提供が義務化されています。

学校における合理的配慮とは、障がいのある子どもが、他の子どもと平等に「教育を受ける権利」を享

有・行使することを確保するために、学校の設置者及び学校が必要かつ適当な変更・調整を行うことです。

合理的配慮の提供により、児童・生徒が本来の力を発揮し、他の子どもと同様に学習活動に無理なく参加

することができる環境が整えられます。

令和４年 月に公表された「通常の学級に在籍する特別な教育的支援を必要とする児童生徒に関する調

査結果」において、通常の学級に在籍し、「学習面又は行動面で著しい困難を示す」とされた児童・生徒

の割合は、小学校・中学校で ％、高等学校においては ％となっており、このことはあらためて各学

校における合理的配慮の必要性を示唆しています。子どもや保護者の意向を十分に尊重しつつ、学校とし

て組織的に検討し、合理的配慮を提供することが重要です。

〇学校における合理的配慮の具体例

学校における合理的配慮にはどのようなものがあるのでしょうか。ここでは、子どもや家庭のニーズと

合理的配慮の例を紹介します。

「合理的配慮の提供」とは？

社会生活において提供されている設備やサービス

などは障害のない人には簡単に利用できる一方で、

障害のある人にとっては利用が難しく、結果として

障害のある人の活動を制限してしまっている場合が

あります。このような、障害のある人にとっての社

会的なバリアについて、個々の場面で障害のある人から「社会的なバリアを取り除いてほしい」

という意思が示された場合には、その実施に伴う負担が過重でない範囲で、バリアを取り除くた

めに必要かつ合理的な対応をすることとされています。これを「合理的配慮の提供」といいま

す。

出典：政府広報オンライン「事業者による障害のある人への「合理的配慮の提供」が義務化」

（ ）

【事例①】

知的障がいの児童で、特定のキャラクターが好きで、いつも自宅で使用している食器でないと放膳

してしまうので、学校で使用したい。

⇒食器の使用を許可する、または学校でのみ使用する食器を児童本人と一緒に決めるとよい。

【事例②】

学校のテストにて、学習障がいがあるため配慮してもらいたい。

⇒試験時間の延長や、ひらがな回答の許可、拡大文字で試験用紙を作成するなどの配慮を行う。
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「障害のある方への差別解消に関する事例集（改訂版）（令和７年３月）」（神奈川県障害福祉課）、「神奈川県教育委員会における障害を理由

とする差別の解消の推進に関する対応要領（令和７年 月１日改訂）」（神奈川県教育委員会）を加工して作成

〇合理的配慮を検討するときの留意点

合理的配慮の提供にあたっては、本人・保護者と一緒に配慮や支援の方法を検討・決定していくことが

大切です。その際、次のような考え方は望ましくありません。

合理的配慮の提供は担任など一部の教職員で抱えるものではなく、教育相談コーディネーター、管理職、

学年団、養護教諭などと連携・協力し、学校全体で取り組む必要があります。学校全体の共通理解のもと、

柔軟に対応していく姿勢は、子どもたちの安心感と学びへの意欲を育み、誰一人取り残さない教育環境の

実現につながります。

①「前例がないので、対応できません」

合理的配慮の提供は個別の状況に応じて柔軟に検討する必要があるものであり、前例がないことは

対応を断る理由にはなりません。

②「障がいのある児童・生徒だけを特別扱いできません」

合理的配慮は障がいのある人もない人も、同じようにできる状況を整えることが目的であり、「特

別扱い」ではありません。

③「もし何かあったらいけないので、対応できません」

漠然としたリスクの可能性だけでは断る理由になりません。どのようなリスクが生じ、そのリスク

を低減するためにどのような対応ができるのかを具体的に検討する必要があります。

政府広報オンライン「事業者による障害のある人への「合理的配慮の提供」が義務化」

（ ）を加工して作成

【事例③】

文字の理解と書くことに時間がかかるため、授業中に最後まで板書ができず困っている。

⇒後で書き写せるように、タブレット端末などで黒板の写真撮影を許可する。

【事例④】

光覚障がい（光を非常にまぶしく感じるなど）があり、朝の登校時に日差しがまぶしくて歩行の危

険がある。

⇒登校時のサングラスの着用を許可する。

【事例⑤】

発達障がいなどのため、人前での発表に困難がある。

⇒代替措置として、レポートを課したり、発表を録画したもので学習評価を行ったりする。

【事例⑥】

言葉だけを聞いて理解することや意思疎通することに困難がある。

⇒絵や写真のカード、コミュニケーションボード、タブレット端末などのＩＣＴ機器の活用、

視覚的に伝えるための情報の文字化、質問内容を「はい」または「いいえ」で端的に答えら

れるようにする。
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高齢者の人権

みんなは、どうする？こんなとき

１ 対象

小学校１年生～３年生

２ ねらい

高齢になっても、人としての尊厳が保たれ、安心して暮らし続けられるよう地域社会や家族の中で支

え合うことが大切であることに気づき、高齢者との関わり方を考える。

３ 準備するもの

○ワークシート

○疑似体験の道具（軍手（対象の児童に合う大きさのもの）・段ボール・耳栓 など）

※道具を複数人で使用する場合は、消毒などの衛生面への配慮が必要

４ 解説

超高齢社会を迎える中、豊富な経験を持っている高齢者が住み慣れた地域で生活し続けられ、若い世

代とともに地域社会の様々な活動に参加できる環境づくりが求められています。一方、地域社会や家族

関係が大きく変容し、高齢者に対する虐待や地域からの孤立など、高齢者の人権が侵害されるような問

題も生じています。高齢者の人権を守るためには、一人ひとりの多様性を認め合い、全ての人が健康状

態や年齢に関わらず社会を構成する一員として尊重されることが重要です。

また、核家族の増加などにより、日頃、高齢者と接する機会が少ない児童が増えていると考えられる

ため、このワークをとおして高齢者の身体的変化などへの理解を深めて、よりよい関わり方を考えてい

きます。

５ 教科などとのつながり

生活科、総合的な学習の時間、特別活動 など

６ 進め方（展開例） 分

時間 学習の流れ（活動・内容） 留意事項 資料など

導入

分

◆学習の確認（２分）

・授業の流れや留意点の説明を聞く。

◆アイスブレーキング（８分）

「お年よりといえば？」

①個人で高齢者のイメージをいくつか

考える。

②思いついたことをグループで順番に

話し、共有する。

・授業の流れを説明する。

・Ｐ４〔学習の約束〕を伝える。

・高齢者のイメージをふくらませ、身

近に感じられるようにする。

・４人程度のグループで行う。

展開

分

◆アクティビティ１（ 分）

「年をとるって、どういうこと？」

①グループをつくり、高齢者の疑似体

験をする。

ア ２枚重ねした軍手を利き手に付

けて文字を書く。

イ 耳栓をして会話をする。

・安全に体験できるよう、適切に言葉

がけをする。

・発達段階や学級の状況に応じて、体

験する内容を選ぶとよい。

・疑似体験の

道具

７
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ウ 段ボールを膝に巻いて歩く。

②体験した感想をワークシートの１に

書く。

③感想をグループや全体で共有する。

◆アクティビティ２（ 分）

「みんなは、どうする？こんなとき」

①ワークシートの２と３を個人で考

え、書く。

②グループで考えを伝え合い、全体で

共有する。

・不便さを感じるだけではなく、どの

ような気持ちになるのかを考えさせ

る。

・高齢者の困っていることや気持ちを

想像させ、自分の言動を考え、書か

せる。

・全てのグループが発表した後、発表

になかった意見についても聞く。

・ワークシート

・ワークシート

まとめ

５分

◆まとめ（５分）

・まとめの話を聞く。 ・授業をとおして児童から出された感

想や記述をもとに、ねらいをおさえ

まとめる。

＜参考資料など＞

・「３ 高齢者の人権問題」東京都総務局ウェブサイト

・高齢になると加齢によって心身の変化が起こりうる。高齢者も安全で快適な環境で生活

できるように、周りの人が配慮できるとよい。

・高齢者の意思を尊重して行動しようとする態度が大切である。

・今後、自分にできることは何かを考えながら、身近な高齢者に接していく。高齢者と交

流する機会があると、より高齢者への深い理解につながることを伝える。
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ワークシート

（ ）年
ねん

（ ）組
くみ

（ ）番
ばん

名前
な ま え

１ お年
とし

よりの体
たい

けんをした感想
かんそう

を書
か

きましょう。

２ お母
かあ

さんが「ごはんできたわよ～」と、家族
か ぞ く

をよんだのに、耳
みみ

が聞
き

こえにくい

おじいちゃんは、テレビの前
まえ

から動
うご

きません。

３ お年
とし

よりが、お店
みせ

でたなの一番下
いちばんした

にある

商品
しょうひん

を取
と

ろうとしていますが、

しゃがみにくそうです。

みんなは、どうする？こんなとき

こんなとき、あなたはどうしますか？

こんなとき、あなたはどうしますか？

31



疾病等にかかる人権課題

「誰か」のことじゃない

１ 対象

中学生

２ ねらい

病気や感染症についての誤った知識や不確かな情報が広まることで、患者やその家族に対する周囲の

差別的な言動により当事者を傷つける可能性があることに気づく。また、病気や感染症について正しく

理解することの重要性を学び、感染症などが流行したときに、どのような考え方や行動が大切なのかを

考え、今後の自分の言動につなげようとする態度を育てる。

３ 準備するもの

○動画 「「誰か」のこと じゃない。～新型コロナウイルス感染症に関連する人権侵害をなくすために

～」（東京法務局チャンネル）

○ワークシート

○新聞記事

４ 解説

新型コロナウイルス感染症が拡大した際、感染者やその家族、医療従事者などへの偏見や差別、誹謗

中傷が各地で発生し、インターネット上の心ない書き込みなども見られました。それらの言動などは、

人権侵害につながることがあります。

このワークでは、正しい知識や情報をもとに行動することの大切さを理解するとともに、無自覚な言

動により、相手を傷つけ、自分が差別する側になる可能性があることに気づき、感染症などが流行した

ときに、どのような考え方や行動が大切なのかについて考えていきます。また、同様に不確かな情報に

より不安を感じる他の感染症（季節性インフルエンザなど）についても、共通の課題に気づき、今後の

自分の適切な言動につなげられるようにします。

なお、新型コロナウイルス感染症に関する差別などについては、＜参考資料など＞に記載した資料を

参考にしてください。

５ 教科などとのつながり

保健体育、特別の教科 道徳 など

６ 進め方（展開例） 分

時間 学習の流れ（活動・内容） 留意事項 資料など

導入

分

◆学習の確認（２分）

・授業の流れや留意点の説明を聞く。

◆アイスブレーキング（ 分）

「伝言ゲームをしよう」

・グループで縦一列に並ぶ。先頭の生

徒は教師が提示した新聞記事を読ん

で内容を要約し、次の生徒に伝え

る。（読む時間は、１分程度）

・聞いた内容を次の生徒に伝えること

を繰り返す。

・授業の流れを説明する。

・Ｐ４〔学習の約束〕を伝える。

・６人程度のグループで行う。

・扱う新聞記事は、生徒が１分程度で

読むことができ、要約できるものに

する。

・伝え間違った生徒が非難されること

のないように留意する。

・新聞記事

８
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・列の最後の生徒が、伝言された新聞

記事の内容を発表する。

展開

分

◆アクティビティ（ 分）

①新型コロナウイルス感染症が流行し

たときの状況を想起し、未知のウイ

ルス感染症が流行したとき、どのよ

うな考え方や行動が大切か考え、ワ

ークシートの１に書く。

②新型コロナウイルス感染症が流行し

たときの事例について、それぞれの

立場での気持ちを個人で考えワーク

シートの２に書く。

③②についてグループで話し合う。

④なぜ２のＡ、Ｂのような発言をして

しまったのかを個人で考え、ワーク

シートの３に書く。

⑤④についてグループや全体で共有す

る。

⑥あらためて、未知のウイルス感染症

が流行したとき、どのような考えや

行動が大切か個人で考え、ワークシ

ートの４に書く。

⑦⑥についてグループ・全体で共有す

る。

・新型コロナウイルス感染症の流行に

ついて生徒が記憶していない場合も

ある。そのときは現在の生活と比較

しながら補足する。

例）皆がマスクをしていた。

自分が元気でも、家族が感染す

ると学校に行けなかった。

給食は孤食だった。 など

・３～４人のグループで行う。

・感染や発症に対する不安だけでな

く、未知のものに対する恐れなどに

伴って偏見・差別が起こったことに

気づかせる。

・不確かな情報は鵜呑みにせず、正し

い知識や情報を得ることが大切であ

る。不確かな情報を鵜呑みにすると

誤った情報を広める加害者になる可

能性もあることに気づかせたい。

・学習前の自分の考えを確かなものと

する生徒もいる。考えの変容を知る

ためだけの記述ではないことに留意

する。

・ワークシート

まとめ

分

◆まとめ（ 分）

・動画（２分）を見た上でまとめる。

・学習で考えたこと、思ったことなど

をワークシートの５に書く。

・動画

・ワークシート

＜参考資料など＞

・「新型コロナウイルス感染症に関連して発生した人権問題への対応」（法務省ウェブサイト）

・「新型コロナウイルス関連の“差別”について 資料８－１」（内閣官房ウェブサイト）

・病気についての不確かな情報や不安な気持ちなどから、偏見を持ち、相手を傷つけ、差

別してしまう可能性があることに気づく。

・感染症などが流行したときに必要なことについて考え、今後の自分の言動につなげられ

るようにする。

・同じ情報が、受け取り方や伝え方によって正しく伝わらないこともあり、それが間違っ

た情報として広がる恐れがあることに気づく。
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ワークシート

（ ）年
ねん

（ ）組
くみ

（ ）番
ばん

名前
な ま え

１ 未知
み ち

のウイルス感染症
かんせんしょう

が流 行
りゅうこう

したとき、どのような 考
かんが

え方
かた

や行動
こうどう

が大切
たいせつ

でしょうか。

２ 事例
じ れ い

をもとに考
かんが

えましょう。

Ａ 新型
しんがた

コロナウイルスに感染
かんせん

し、回復
かいふく

して久
ひさ

しぶりに登校
とうこう

した際
さい

、クラスメイトから

「コロナだから、距離
き ょ り

をとれ」と言
い

われた。

Ｂ 医療
いりょう

関係
かんけい

に従事
じゅうじ

する保護者
ほ ご し ゃ

の子
こ

どもが、友達
ともだち

に「一緒
いっしょ

に帰
かえ

りたくない」と言
い

われた。

３ どうして２のＡ、Ｂのような発言
はつげん

をしてしまったのでしょうか。

４ 未知
み ち

のウイルス感染症
かんせんしょう

が流行
りゅうこう

したとき、どのような 考
かんが

え方
かた

や行動
こうどう

が大切
たいせつ

か、

あらためて考
かんが

えましょう。

５ 今日
き ょ う

の学習
がくしゅう

で考
かんが

えたことや思
おも

ったことを書
か

きましょう。

「誰
だ れ

か」のことじゃない

言
い

われた人
ひと

の気持
き も

ち

言
い

われた人
ひと

の気持
き も

ち

言
い

った人
ひと

の気持
き も

ち

言
い

った人
ひと

の気持
き も

ち
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同和問題（部落差別）

正しく理解し、差別のない社会をつくろう

１ 対象

中学生

２ ねらい

同和問題（部落差別）についての正しい知識を学び、差別に対して「許さない」と思う心情を育て、

自分にできることを考え、実践しようとする態度を養う。

３ 準備するもの

○動画 人権啓発動画「『誰か』のこと じゃない。」部落差別（同和問題）編（ ／法務省）

○ワークシート

○資料

４ 解説

同和問題（部落差別）は、特定の地域（「同和地区」又は「被差別部落」ともいう。）の出身である

ことなどを理由として続いている差別問題です。日本社会の歴史の中で形成され、近代以降も「家柄」

や「生まれ」を重く見る価値観とともに、特定の地域に関して、日常生活・就職・結婚などに関わって

差別が続いてきました。

同和対策事業特別措置法（ 年）に基づく取組の結果、同和地区（被差別部落）の生活環境はおお

むね改善されましたが、同和地区（被差別部落）出身者であることなどを理由とする差別は、今なお残

っています。「身元調べ」を目的とした戸籍関係書類の不正取得や、同和地区（被差別部落）への偏見

に根ざしたインターネットやＳＮＳなどにおける差別的書き込みや地区を特定する動画など、同和地区

（被差別部落）出身者を苦しめている現実があります。

生徒は、社会科の授業などで触れる機会があるものの、同和問題（部落差別）についての理解や認識

が不足している現状があります。一方で、インターネットやＳＮＳなどで、差別的書き込みや地区を特

定する動画が増加しており、それらに出会う可能性は高くなっています。生徒が同和問題（部落差別）

に対する正しい知識をもち、理解を深め、差別のない社会にするために考え、行動できる力を持つこと

が大切です。

なお、授業実施の際には、生徒自身や家族及び親戚などが当事者である可能性もふまえ、傷つけるこ

とのないように、十分な配慮が必要です。

５ 教科などとのつながり

社会、特別の教科 道徳、総合的な学習の時間 など

６ 進め方（展開例） 分

時間 学習の流れ（活動・内容） 留意事項 資料など

導入

分

◆学習の確認（２分）

・授業の流れや留意点の説明を聞く。

◆アイスブレーキング（８分）

①自分にはどうにもできないことで、

決めつけられたりしたことはない

か、個人で考える。経験があれば、

・授業の流れを説明する。

・Ｐ４〔学習の約束〕を伝える。

・この後のアクティビティを自分事と

して考えられるように、そのときに

どのような気持ちであったか考えさ

９
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そのときの気持ちを思い浮かべ、経

験がなければ想像する。

②グループでそのときどのような気持

ちになったか、または、どのような

気持ちになると思うかを伝え合う。

せるようにする。

・例として、科学的な根拠のない「血

液型による性格の決めつけ」を挙げ

てもよい。

・４人程度のグループで行う。

・どのようなことで決めつけられたな

どについては、発表しなくてもよい

ことを伝える。

展開

分

◆アクティビティ（ 分）

「正しく理解し、差別のない社会をつ

くろう」

①動画を視聴し、現在でも、同和問題

（部落差別）があることを知る。

②視聴して感じたことや考えたことを

ワークシートの１に書く。

③グループで考えを伝え合う。

④資料を読み、同和問題について、正

しい知識を学ぶ。

⑤正しい知識をもとに、自分の考えを

まとめ、ワークシートの２に書く。

⑥グループで考えを伝え合う。

⑦全体で共有する。

・必要に応じて、補足説明をする。

・「わからない」などの意見も大切に

する。

・不適切な発言があった場合は、その

場で指摘する。

・社会科の歴史学習とのつながりを考

えられるようにする。

・解説や補足資料などをもとに、説明

をする。

・社会の中で形成された差別であり、

今も差別が続いていることをおさえ

る。

・不適切な発言があった場合は、その

場で指摘する。

・動画

・ワークシート

・資料

・ワークシート

まとめ

５分

◆まとめ（５分）

・まとめの話を聞き、感想や自分にで

きることをワークシートの３に書

く。

・自分事として考えられるよう促す。 ・ワークシート

＜参考資料など＞

・「同和問題（部落差別）の正しい理解のために」神奈川県・神奈川県教育委員会（令和６年３月）

・「同和問題に関する偏見や差別をなくしましょう。」神奈川県ウェブサイト

・「改めて同和問題（部落差別）について考えてみませんか」公益財団法人 人権教育啓発推進センター

・「横浜市人権施策基本指針（令和４年３月改訂）」

・「人権学習ワークシート集 －人権教育実践のために 第 集（小・中学校編）－」神奈川県教育委員会

（令和５年３月）

・同和問題（部落差別）は、自分も「差別する側」になるかもしれない身近な人権問題で

あり、差別することは決して許されるものではない。

・同和問題（部落差別）を解消するためには、正しい知識をもち、一人ひとりが差別のな

い社会にするために考え、行動することが大切である。
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ワークシート

（ ）年
ねん

（ ）組
くみ

（ ）番
ばん

名前
な ま え

１ 動画
ど う が

を視聴
しちょう

して、あなたはどのようなことを感
かん

じたり考
かんが

えたりしましたか。

２ 資料
しりょう

を読
よ

んだり、先生
せんせい

の話
はなし

を聞
き

いたりして、考
かんが

えたことを書
か

きましょう。

３ 今日
き ょ う

の授業
じゅぎょう

をとおして考
かんが

えたことや、自分
じ ぶ ん

にできることを書
か

きましょう。

正
た だ

しく理解
り か い

し、差別
さ べ つ

のない社会
し ゃ か い

をつくろう
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資料

１ 同和
ど う わ

問題
も ん だ い

（部落
ぶ ら く

差別
さ べ つ

）とは

同和
ど う わ

問題
も ん だ い

（部落
ぶ ら く

差別
さ べ つ

）とは、日本
に ほ ん

の歴史
れ き し

の中
な か

で、人為的
じ ん い て き

に形
かたち

作
づ く

られてきた身分
み ぶ ん

制度
せ い ど

により、一部
い ち ぶ

の人々
ひ と び と

が

住居
じゅうきょ

や職業
しょくぎょう

、結婚
け っ こ ん

などを制限
せ い げ ん

される差別
さ べ つ

を受
う

けてきた、特定
と く て い

の地域
ち い き

の出身
しゅっしん

であることや、そこに住
す

んでいるこ

とを理由
り ゆ う

に差別
さ べ つ

されるわが国
く に

固有
こ ゆ う

の人権
じ ん け ん

課題
か だ い

です。

２ 差別
さ べ つ

の歴史的
れ き し て き

背景
は い け い

と現在
げ ん ざ い

に至
い た

るまで

室町
む ろ ま ち

時代
じ だ い

以前
い ぜ ん

から一部
い ち ぶ

の職業
しょくぎょう

の人々
ひ と び と

が差別
さ べ つ

されていたことにはじまると考
かんが

えられています。江戸
え ど

時代
じ だ い

になる

と江戸
え ど

幕府
ば く ふ

は、武士
ぶ し

や百姓
ひゃくしょう

・町人
ちょうにん

とは別
べ つ

な身分
み ぶ ん

を制度化
せ い ど か

し、それ以前
い ぜ ん

よりも強固
き ょ う こ

な身分
み ぶ ん

制度
せ い ど

を確立
か く り つ

しました。

この制度
せ い ど

の下
も と

で厳
き び

しい差別
さ べ つ

を受
う

けていた人々
ひ と び と

は、農業
のうぎょう

を営
いとな

んで年貢
ね ん ぐ

を納
お さ

めたり、優
す ぐ

れた技術
ぎ じ ゅ つ

で牛馬
ぎ ゅ う ば

の皮革
ひ か く

加工
か こ う

や草履
ぞ う り

・雪駄
せ っ た

づくり、医療
い り ょ う

・医
い

薬品
や く ひ ん

製造
せ い ぞ う

に携
たずさ

わったりしたほか、城
し ろ

や寺社
じ し ゃ

の清掃
せ い そ う

、幕府
ば く ふ

や藩
は ん

の役人
や く に ん

のもとで町
ま ち

や村
む ら

の警備
け い び

を行
おこな

うなどして、社会
し ゃ か い

を支
さ さ

えてきました。また、猿楽
さ る が く

などの古
ふ る

くから伝
つ た

わる芸能
げ い の う

を継承
けいしょう

発展
は っ て ん

させて、

日本
に ほ ん

文化
ぶ ん か

に大
お お

きく貢献
こ う け ん

しました。

明治
め い じ

４年
ね ん

に「解放令
か い ほ う れ い

」が出
で

て江戸
え ど

時代
じ だ い

の身分
み ぶ ん

制度
せ い ど

は廃止
は い し

され、それまで被
ひ

差別
さ べ つ

身分
み ぶ ん

とされていた人々
ひ と び と

は、武士
ぶ し

や百姓
ひゃくしょう

・町人
ちょうにん

とともに平民
へ い み ん

となりました。しかし、多
お お

くの人々
ひ と び と

に身分
み ぶ ん

差別
さ べ つ

の意識
い し き

が残
の こ

っており、被
ひ

差別
さ べ つ

身分
み ぶ ん

だ

った人々
ひ と び と

は、身分
み ぶ ん

に伴
ともな

って認
み と

められていた皮革
ひ か く

加工
か こ う

などの権利
け ん り

が否定
ひ て い

され、経済的
け い ざ い て き

に厳
き び

しい状況
じょうきょう

に置
お

かれまし

た。そうした状況
じょうきょう

の中
な か

で、差別
さ べ つ

から解放
か い ほ う

を求
も と

める運動
う ん ど う

が各地
か く ち

ではじまりました。

その後
ご

、大正
たいしょう

年
ね ん

に被
ひ

差別
さ べ つ

部落
ぶ ら く

（同和
ど う わ

地区
ち く

）の人々
ひ と び と

が自
みずか

らの手
て

で全国
ぜ ん こ く

水平社
す い へ い し ゃ

を創設
そ う せ つ

し、自主的
じ し ゅ て き

解放
か い ほ う

運動
う ん ど う

が広
ひ ろ

がっていきましたが、戦後
せ ん ご

、基本的
き ほ ん て き

人権
じ ん け ん

を保障
ほ し ょ う

した日本
に ほ ん

国
こ く

憲法
け ん ぽ う

が昭和
し ょ う わ

年
ね ん

に施行
し こ う

された後
あ と

も、部落
ぶ ら く

差別
さ べ つ

にかかわ

る事件
じ け ん

はあとを絶
た

ちませんでした。

この問題
も ん だ い

の解決
か い け つ

をめざし、昭和
し ょ う わ

年
ね ん

に「同和
ど う わ

地区
ち く

に関
か ん

する社会的
し ゃ か い て き

及
お よ

び経済的
け い ざ い て き

諸問題
し ょ も ん だ い

を解決
か い け つ

するための基本的
き ほ ん て き

方策
ほ う さ く

」について答申
と う し ん

が出
だ

され、「同和
ど う わ

問題
も ん だ い

は憲法
け ん ぽ う

に保障
ほ し ょ う

された基本的
き ほ ん て き

人権
じ ん け ん

にかかわる課題
か だ い

であり、その早急
さっきゅう

な

解決
か い け つ

は国
く に

の責務
せ き む

であり、同時
ど う じ

に国民的
こ く み ん て き

課題
か だ い

である」としました。それを受
う

け昭和
し ょ う わ

年
ね ん

に「同
ど う

和
わ

対策
た い さ く

事業
じ ぎ ょ う

特別
と く べ つ

措置法
そ ち ほ う

」が制定
せ い て い

され、 年間
ね ん か ん

にわたり施行
し こ う

され、生活
せ い か つ

環境
かんきょう

の改善
か い ぜ ん

等
と う

では、着実
ちゃくじつ

に成果
せ い か

を上
あ

げることができました。

しかし、現在
げ ん ざ い

でも差別
さ べ つ

発言
は つ げ ん

、差別
さ べ つ

待遇
た い ぐ う

等
と う

の事案
じ あ ん

のほか、インターネット上
じょう

で差別
さ べ つ

を助長
じょちょう

するような内容
な い よ う

の書込
か き こ

みがされるといった事案
じ あ ん

が発生
は っ せ い

しています。

そこで、平成
へ い せ い

年
ね ん

に「部落
ぶ ら く

差別
さ べ つ

の解消
かいしょう

の推進
す い し ん

に関
か ん

する法律
ほ う り つ

」が施行
し こ う

されました。この法律
ほ う り つ

は、「現在
げ ん ざ い

もなお

部落
ぶ ら く

差別
さ べ つ

が存在
そ ん ざ い

する」ことを明言
め い げ ん

するとともに、情報化
じ ょ う ほ う か

の進展
し ん て ん

に伴
ともな

って部落
ぶ ら く

差別
さ べ つ

に関
か ん

する状況
じょうきょう

の変化
へ ん か

が生
しょう

じて

いることを踏
ふ

まえ、部落
ぶ ら く

差別
さ べ つ

は許
ゆ る

されないものであるとの認識
に ん し き

が示
し め

されています。

３ 現在
げ ん ざ い

でも起
お

きている差別
さ べ つ

の例
れ い

①交際
こうさい

や結婚
けっこん

における差別
さ べ つ

・同和
ど う わ

地区
ち く

出身
しゅっしん

であることを

理由
り ゆ う

に交際
こ う さ い

や結婚
け っ こ ん

を反対
は ん た い

され

る

・身元
み も と

調査
ち ょ う さ

をされる

など

②就職
しゅうしょく

や職場
しょくば

における差別
さ べ つ

・本人
ほ ん に ん

の能力
のうりょく

や適性
て き せ い

に関係
か ん け い

のな

い、本籍地
ほ ん せ き ち

（ 出
しゅっ

生地
せ い ち

）や親
お や

の

職業
しょくぎょう

について質問
し つ も ん

される

・身元
み も と

調査
ち ょ う さ

をされる

・職場
し ょ く ば

で不利
ふ り

な扱
あつか

いを受
う

ける

など

③差別的
さ べ つ て き

な言葉
こ と ば

など

・差別的
さ べ つ て き

な言葉
こ と ば

を言
い

われる

・差別的
さ べ つ て き

な落書
ら く が

きや張
は

り紙
が み

をされる

・インターネット上
じょう

で特定
と く て い

の地域
ち い き

を

同和
ど う わ

地区
ち く

だと指摘
し て き

する

など
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補足資料（教師用）

授業で取り上げるにあたり、教職員が同和問題（部落差別）を正しく理解した上で、児

童・生徒にも差別されてきた人々が果たしてきた役割や、残してきた文化を伝え、それが現

代の私たちの生活につながっていること、明治時代における身分制度の廃止、大正時代の水

平社運動などの歴史的背景を正しく理解させることが重要です。

県と県教育委員会が作成した「同和問題（部落差別）の正しい理解のために（令和６年３

月）」や、県ウェブサイト「同和問題に関する偏見や差別をなくしましょう。」などを参考

に、同和問題（部落差別）についての理解を深めた上で実施してください。

（令和５年「県民ニーズ調査」より）

同和問題（部落差別）を考え、解決していくことは、自分の中にある差別や偏見と向き合うことから始まりま

す。差別は、差別される側に原因があるのではなく、差別する人間がいるから差別問題は起きるという視点に立

ち、同和問題（部落差別）から見えてくる様々な差別や偏見に対して教職員自ら考え、解決に向けて取り組む必

要があります。

【資料１】同和問題（部落差別）についての意識調査

【資料２】同和問題（部落差別）についての質問・意見から

Ｑ１ 「そっとしておけば、差別はなくなるのではないか」という意見がありますが・・・

Ａ１ 「そっとしておけば、差別はなくなる」という考えでは、同和問題（部落差別）は解決できません。

明治４年に「解放令」が出されてから 年以上、昭和 年、基本的人権の保障をうたった日本国憲

法が施行されてから 年近く経過した現在でも、同和問題（部落差別）に伴う偏見や差別意識が存在し

ています。それは、事実を正しく伝えてこなかったり、多くの人々が「できることならかかわりたくな

い」「傍観者でいたい」あるいは「そのうちに自然になくなるから…」などとして同和問題（部落差

別）と向き合うことなく、避けてきたからです。その結果、偏見や間違った考えが人から人へと伝えら

れ、差別が繰り返されてきたのです。

私たちは、同和問題（部落差別）を正しく認識するとともに、一人ひとりの心の中に差別を許さない

心をしっかりと育み、人権感覚豊かな生き方をすることが大切です。そして、いつも相手の立場に立っ

て考え行動する姿勢を持ち続けることが求められます。

Ｑ２ 同和問題（部落差別）についての教育ではどのような力を育むことができるのでしょうか？

Ａ２ 同和問題（部落差別）についての教育は、教育を通じて部落差別の解消をはかることを直接の目的と

していますが、これを通じ、差別や偏見を見抜く合理的なものの見方、考え方を学び、差別や偏見を許

さない実践力を育成してきました。その結果、部落差別だけでなく、さまざまな差別を解消していくた

めの取組へと広がっています。同和問題（部落差別）についての教育で培った差別を許さない態度と人

権感覚は、さまざまな差別を解消していくためにも活かしていくことができます。
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外国籍県民等の人権

違いを認め合い、ともに生きる

１ 対象

中学生

２ ねらい

県内で生活する外国籍県民等の人々が、不当な差別的言動や人権侵害を受けている現状を知り、すべ

ての人が共生する社会をつくるためにはどうすればよいか考えることで、外国籍県民等の人権に関する

理解や関心を深め、差別や人権侵害を許さない態度を育てる。

３ 準備するもの

〇動画 人権啓発ビデオ「外国人と人権～違いを認め、共に生きる～」（４ ５）【ドラマ ヘイトスピ

ーチ】

○ワークシート

○資料

４ 解説

令和７年１月１日現在の神奈川県内の外国人数は、 人となり、年々増加しています。また、学

校でも外国につながりのある児童・生徒は増え続けています。そのような中で、特定の民族や国籍の

人々を排斥する差別的言動、いわゆる「ヘイトスピーチ」が大きな社会問題となっており、それに苦し

められている人がいるという現実があります。

このワークでは、外国籍県民等が安心して過ごすことのできない現状があることを知り、外国籍県民

等と共生する社会をどのようにつくっていけばよいのかを具体的に話し合うことで、違いを認め合い、

互いの文化と個性を尊重する多文化共生の意識を育てます。

５ 教科などとのつながり

社会、特別の教科 道徳、総合的な学習の時間、特別活動 など

６ 進め方（展開例） 分

時間 学習の流れ（活動・内容） 留意事項 資料など

導入

分

◆学習の確認（２分）

・授業の流れや留意点の説明を聞く。

◆アイスブレーキング（８分）

「スリーヒントクイズ」

・自分が行ってみたい国を思い浮か

べ、その国に関連するキーワードを

３つ考える。

・グループで、キーワードからお互い

に行ってみたい国を当て合う。

・授業の流れを説明する。

・Ｐ４〔学習の約束〕を伝える。

・行ってみたい国やキーワードが思い

浮かばない場合は、インターネット

などで調べさせてもよい。

・３～４人のグループで行う。

・食べ物や言葉、生活様式など、文化

に関わるヒントも入れるとアクティ

ビティにつながる。

・ワークシート
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展開

分

◆アクティビティ（ 分）

①自分が日本以外の国で生活をするこ

とになったら、不安に感じることを

個人で考え、ワークシートの２に書

く。

②①について全体で意見を共有する。

③日本に住んでいる外国人への人権侵

害について知る。

④動画（７分 秒）を視聴する。

⑤動画を視聴して気づいたことや考え

たことを個人で考え、ワークシート

の３に書く。

⑥⑤についてグループで共有し、ワー

クシートの４をグループで話し合い

ながら書く。

⑦グループで出た意見を全体で共有す

る。

・日本特有の文化や習慣は何があるの

かを考えるよう促す。

・外国につながりのある生徒に、日本

での生活への不安を聞いてもよい。

授業で取り上げてよいか事前に確認

しておく。

・「風習や習慣などの違いが受け入れ

られない」「差別的な言葉を言われ

る」などの世論調査結果を伝える。

・ヘイトスピーチについて資料をもと

に補足説明し、ヘイトスピーチは人

権侵害であることをおさえる。

・直接的な言葉によって傷つくだけで

なく、世の中に対して不安や恐怖を

抱かせる場合があることに触れる。

・ヘイトスピーチ以外にも、外国籍県

民等が生活しづらい環境などがある

ことに気づかせる。

・できることを具体的に考えていくよ

うにする。

・ワークシート

・資料

・動画

まとめ

５分

◆まとめ（５分）

・まとめの話を聞く。

・授業をとおして考えたことをワーク

シートの５に書く。

・生徒から出された意見をもとにねら

いをおさえてまとめる。

・不当な差別を許さないために法律や

条例が制定されていることを伝え

る。

・ワークシート

＜参考資料など＞

・「本邦外出身者に対する不当な差別的言動の解消に向けた取組の推進に関する法律」前文

・「県内の外国人数の調査結果について（令和７年１月１日現在）」神奈川県ウェブサイト

・外国籍県民等を含め、すべての人の人権が尊重され、互いに多様性を認め合い、生き生

きと生活できる社会をつくっていこうとすることが大切である。
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ワークシート

（ ）年
ねん

（ ）組
くみ

（ ）番
ばん

名前
な ま え

１ スリーヒントクイズ

①あなたが行
い

ってみたい国
くに

はどこですか。

②その国
くに

に関連
かんれん

するキーワードを３つ挙
あ

げてください。

２ あなたが日本
に ほ ん

以外
い が い

の国
くに

で生活
せいかつ

をすることになったら、不安
ふ あ ん

に感
かん

じることはどんなことだと思
おも

いますか。

３ 動画
ど う が

を見
み

て、気
き

づいたことや考
かんが

えたことを書
か

きましょう。

４ 外国
がいこく

籍
せき

等
とう

の人
ひと

も安心
あんしん

して暮
く

らせるために、自分
じ ぶ ん

たちにどんなことができるでしょうか。

５ 今日
き ょ う

の授業
じゅぎょう

をとおして考
かんが

えたことを書
か

きましょう。

違
ち が

いを認
み と

め合
あ

い、ともに生
い

きる
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資料

〇人権
じ ん け ん

擁護
よ う ご

に関
か ん

する世論
よ ろ ん

調査
ち ょ う さ

（令和
れ い わ

４年
ね ん

８月
が つ

調査
ち ょ う さ

）「外国人
が い こ く じ ん

に関
か ん

する人権
じ ん け ん

問題
も ん だ い

」

内閣府世論調査「人権擁護に関する世論調査」（ ）を加工して作成

ヘイトスピーチとは

特定
と く て い

の国
く に

の出身者
しゅっしんしゃ

であること又
ま た

はその子孫
し そ ん

であることのみを理由
り ゆ う

に、日本
に ほ ん

社会
し ゃ か い

から追
お

い出
だ

そうとしたり危害
き が い

を加
く わ

えようとしたりするなどの一方的
い っ ぽ う て き

な内容
な い よ う

の言動
げ ん ど う

が、一般
い っ ぱ ん

に「ヘイトスピーチ」と呼
よ

ばれています （内閣府
な い か く ふ

「人権
じ ん け ん

擁護
よ う ご

に関
か ん

する

世論
よ ろ ん

調査
ち ょ う さ

（平成
へ い せ い

年
ね ん

月
が つ

）」より）。

ヘイトスピーチは、人々
ひ と び と

に不安感
ふ あ ん か ん

や嫌悪感
け ん お か ん

を与
あ た

えるだけでなく、人
ひ と

としての

尊厳
そ ん げ ん

を傷
き ず

つけたり、差別
さ べ つ

意識
い し き

を生
しょう

じさせることになりかねません。

多様性
た よ う せ い

が尊重
そんちょう

され、不当
ふ と う

な差別
さ べ つ

や偏見
へ ん け ん

のない成熟
せいじゅく

した共生
きょうせい

社会
し ゃ か い

の実現
じ つ げ ん

を目指
め ざ

す

上
う え

で、こうした言動
げ ん ど う

は許
ゆ る

されるものではありません。

民族
み ん ぞ く

や国籍
こ く せ き

等
と う

の違
ち が

いを認
み と

め、互
た が

いの人権
じ ん け ん

を尊重
そんちょう

し合
あ

う社会
し ゃ か い

を共
と も

に築
き ず

きましょう。

出典：法務省ウェブサイト「ヘイトスピーチ、許さない。」

〇人権
じ ん け ん

擁護
よ う ご

に関
か ん

する世論
よ ろ ん

調査
ち ょ う さ

（令和
れ い わ

４年
ね ん

８月
が つ

調査
ち ょ う さ

）「ヘイトスピーチを見聞
み き

きした経験
け い け ん

」

内閣府世論調査「人権擁護に関する世論調査」（ ）を加工して作成

〇法律
ほ う り つ

や条例
じょうれい

・「本邦外
ほ ん ぽ う が い

出身者
しゅっしんしゃ

に対
た い

する不当
ふ と う

な差別的
さ べ つ て き

言動
げ ん ど う

の解消
かいしょう

に向
む

けた取組
と り く み

の推進
す い し ん

に関
か ん

する法律
ほ う り つ

」

・「川崎市
か わ さ き し

差別
さ べ つ

のない人権
じ ん け ん

尊重
そんちょう

のまちづくり条例
じょうれい

」

風習や習慣などの違いが受け入れられないこと

就職・職場で不利な扱いを受けること

差別的な言葉を言われること

職場、学校などで嫌がらせやいじめを受けること

じろじろ見られたり、避けられたりすること

アパートなどへの入居を拒否されること

交際や結婚を反対されること

宿泊などの施設の利用や、店舗などへの入店を拒否されること

その他

特にない

あなたが、日本に居住している外国人に関し、体験したことや、身の回りで見聞きしたこ

とで、人権問題だと思ったことはどのようなことですか。複数回答（％）

特定の民族や国籍の人々を排斥する不当な差別的言動が、一般に「ヘイトスピーチ」と呼ばれています。

あなたは、このようなヘイトスピーチについて、見聞きしたことはありますか。複数回答（％）

テレビ・ラジオや新聞、インターネットなどの報道で見たり聞いたりしたことがある

インターネット上の書き込みを直接見たことがある

デモや集会、街宣活動などで直接見たり聞いたりしたことがある

家族、友人などから聞いたことがある

ポスターや冊子などで見たことがある

その他

見聞きしたことがない

ポスター

「ヘイトスピーチ、許さない」
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貧困等にかかる人権課題

ホームレスの人権を考えよう

１ 対象

中学生

２ ねらい

屋外生活者（ホームレス）の背景や生活、思いについて理解し、屋外生活者の人権を考えることをと

おして、自分自身の人権感覚・人権意識を高める。

３ 準備するもの

○ワークシート

○資料

○資料（教師用）

４ 解説

屋外生活に至る経緯は様々です。屋外生活者の中には、数年前までは会社で働いていたのに、リストラな

どにあって突然職を失ってしまった人や、定職に就き定住したくても、高齢や病気などのために、希望どおり

にならない人もいます。一度屋外生活になると住所が特定できなくなるため、再就職が困難になり、収入を

得ることが難しくなります。また、社会の屋外生活者に対する偏見や差別があるなど、自身の努力では解決で

きない問題が、元の生活に戻りたい人の希望を阻む大きな要因となっています。

このワークでは、生徒自身が屋外生活者の置かれている状況を正しく理解し、偏見や差別の現実や、屋外

生活者の人権について考えを深めます。そして、生徒自身が自分の中にある思いを問い直し、偏見や差別の

ない、ともに生きる社会をつくるためにできることを考えます。

５ 教科などとのつながり

社会、特別の教科 道徳 など

６ 進め方（展開例） 分

時間 学習の流れ（活動・内容） 留意事項 資料など

導入

分

◆学習の確認（２分）

・授業の流れや留意点の説明を聞く。

◆アクティビティ１（８分）

「屋外生活者についてどのようなこと

を知っていますか」

① 個人でワークシートの１に書く。

② グループで意見交換し、共有す

る。

③ 全体で共有する。

・授業の流れを説明する。

・Ｐ４〔学習の約束〕を伝える。

・屋外生活者についてほとんど知らな

いという記述があってもよいことを

伝える。

・４人程度のグループをつくる。

・ワークシート

・生徒自身が自分の中にある屋外生活者に対するとらえ方を確認しながら、次のアクティ

ビティにつなげる。
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展開

分

◆アクティビティ２（ 分）

「屋外生活者の背景や生活を知ろう」

①屋外生活者に関するデータを読み取

り、ワークシートの２に書く。

②グループで伝え合う。

③全体で共有する。

◆アクティビティ３（ 分）

「屋外生活者の人権について考える」

①「屋外生活者襲撃事件」を聞き、な

ぜ、このようなことが起きたのかを

個人で考え、ワークシートの３に書

く。

②グループで伝え合う。

③全体で共有する。

・資料の補足説明をする。

・「今のままでよい（路上生活）」が

％ある。純粋な希望であることも

考えられるが、諦めの心境なども考

えられるため、生徒に理由を考えさ

せるとよい。

・「カフカの階段」を全体に提示し、

元の生活に戻るために屋外生活者が

独力で「壁」を乗り越えるには困難

があることを知らせる。

・「椅子取りゲーム」を全体に提示

し、貧困は社会的な構造の中で起こ

ることをとらえさせる。

・経済的な困窮が社会的な孤立につな

がっていることに気づかせる。

・教師が読み聞かせる。

・「屋外生活者襲撃事件」は、犯罪で

あるとともに、屋外生活者の人権を

踏みにじる大きな人権侵害であるこ

とに気づかせる。

・資料

・ワークシート

・資料（教師用）

・資料（教師用）

・ワークシート

まとめ

分

◆まとめ（ 分）

・どうしたら屋外生活者の人権が守ら

れるかの視点をふまえ、振り返りを

ワークシートの４に書く。

・「今のままでよい」と考えている人

もいることを念頭に、屋外生活者の

人権が守られるようになるにはどの

ようなことが必要か考えるよう促

す。

・ワークシート

＜参考資料など＞

・「子どもに『ホームレス』をどう伝えるか いじめ・襲撃をなくすために」生田武志、北村年子著

発行：一般社団法人ホームレス問題の授業づくり全国ネット 発売：太郎次郎社エディタス（平成 年７月）

・「貧困は自己責任か」高沢幸男著 彩流社（令和５年４月）

・「人権学習のための参加体験型学習プログラム集 第３集」神奈川県教育委員会（令和３年３月）

・偏見や差別を許さない社会の実現に向けて、自分事として関わっていこうとすることの

大切さを考える。

・ 個々の屋外生活者の思いに寄り添うことが大切である。

・ 「人と人」として向き合い、屋外生活者の人権が守られているかの視点で考え、自分を

含めた一人ひとりが「ともに生きる社会」の一員であることに気づく。

・屋外生活は誰にでも起こりうることとしてとらえるとともに、経済的な困窮が社会的な

孤立につながっていることに気づく。
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ワークシート

（ ）年
ねん

（ ）組
くみ

（ ）番
ばん

名前
な ま え

１ 屋外
おくがい

生活者
せいかつしゃ

について知
し

っていることを書
か

きましょう。

２ 屋外
おくがい

生活
せいかつ

者
しゃ

の背景
はいけい

や生活
せいかつ

をデータから読
よ

み取
と

り、書
か

きましょう。

３ 「屋外
おくがい

生活者
せいかつしゃ

襲撃
しゅうげき

事件
じ け ん

」について、なぜ、このようなことが起
お

きたのかを考
かんが

え、書
か

きましょ

う。

４ 学習
がくしゅう

の振
ふ

り返
かえ

り（どうしたら屋外
おくがい

生活者
せいかつしゃ

の人権
じんけん

が守
まも

られるか、など）

ホームレスの人権
じ ん け ん

を考
かんが

えよう
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【屋外
おくがい

生活者数
せいかつしゃすう

の経年
けいねん

変化
へ ん か

】 【屋外
おくがい

生活
せいかつ

をしている期間
き か ん

】

年度
ね ん ど

人数
にんずう

前年比
ぜ ん ね ん ひ

路上
ろじょう

生活
せいかつ

の期間
き か ん

割合
わりあい

令和
れ い わ

３年
ねん

人
にん

１年
ねん

未満
み ま ん

令和
れ い わ

４年
ねん

人
にん

１年
ねん

以上
いじょう

５年
ねん

未満
み ま ん

令和
れ い わ

５年
ねん

人
にん

５年
ねん

以上
いじょう

年
ねん

未満
み ま ん

令和
れ い わ

６年
ねん

人
にん

年
ねん

以上
いじょう

令和
れ い わ

７年
ねん

人
にん

【屋外
おくがい

生活
せいかつ

をしている年齢
ねんれい

構成
こうせい

】 【屋外
おくがい

生活
せいかつ

に至
いた

った理由
り ゆ う

】

年齢
ねんれい

割合
わりあい

路上
ろじょう

生活
せいかつ

に至
いた

った主
おも

な理由
り ゆ う

（複数
ふくすう

回答可
か いとう か

） 割合
わりあい

歳
さい

以下
い か

仕事
し ご と

が減
へ

った

歳
さい

～ 歳
さい

倒産
とうさん

や失業
しつぎょう

歳
さい

～ 歳
さい

人間
にんげん

関係
かんけい

がうまくいかなくて仕事
し ご と

を辞
や

めた

歳
さい

～ 歳
さい

病気
びょうき

・ケガや高齢
こうれい

で仕事
し ご と

ができなくなった

歳
さい

～ 歳
さい

アパート等
とう

の家賃
や ち ん

が払
はら

えなくなった

歳
さい

以上
いじょう

家族
か ぞ く

との離別
り べ つ

・死別
し べ つ

【屋外
おくがい

生活
せいかつ

に至
いた

る直前
ちょくぜん

の雇用
こ よ う

形態
けいたい

】 【屋外
おくがい

生活者
せいかつしゃ

の今後
こ ん ご

の展望
てんぼう

】

路上
ろじょう

生活
せいかつ

直前
ちょくぜん

に就
つ

いていた

仕事
し ご と

での立場
た ち ば 割合

わりあい

今後
こ ん ご

の生活
せいかつ

について（上位
じょうい

５つ） 割合
わりあい

経営者
けいえいしゃ

・会社
かいしゃ

役員
やくいん

今
いま

のままでいい（路上
ろじょう

生活
せいかつ

）

自営
じ え い

・家族
か ぞ く

従
じゅう

業者
ぎょうしゃ

アパートに住
す

み、就 職
しゅうしょく

して自活
じ か つ

したい

常 勤
じょうきん

職 員
しょくいん

・従 業 員
じゅうぎょういん

（正社員
せいしゃいん

）

アパートで福祉
ふ く し

の支援
し え ん

を受
う

けながら、軽
かる

い

仕事
し ご と

をみつけたい

臨時
り ん じ

・パート・アルバイト わからない

日
ひ

雇
やと

い 就 職
しゅうしょく

することはできないので何
なん

らかの福祉
ふ く し

（生活
せいかつ

保護
ほ ご

や施設
し せ つ

入所
にゅうしょ

等
とう

）を利用
り よ う

して生活
せいかつ

したいその他
た

【困
こま

ったときに相談
そうだん

できる相手
あ い て

】

【困
こま

ったときに助
たす

けてくれる相手
あ い て

】

「ホームレスの実態に関する全国調査 生活実態調査 の結果 令和３年 」 厚生労働省 、 
「ホームレスの実態に関する全国調査 概数調査 結果 令和７年 」 厚生労働省 をもとに作成

困
こま

ったときに相談
そうだん

する相手
あ い て

がいる割合
わりあい

路上
ろじょう

生活前
せいかつまえ

現在
げんざい

相手
あ い て

がいる

相手
あ い て

がいない

困
こま

ったときに助
たす

けてくれる相手
あ い て

がいる割合
わりあい

路上
ろじょう

生活前
せいかつまえ

現在
げんざい

相手
あ い て

がいる

相手
あ い て

がいない

資料
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資料（教師用）
【カフカの階段（提示用）】（出典：横浜市教育委員会教職員研修資料）

【「カフカの階段」とは】

【椅子取りゲーム（提示用）】（出典：横浜市教育委員会教職員研修資料）

【屋外生活者襲撃事件】※教師が読み聞かせる

年暮れ頃から 年２月にかけて、横浜市内の公園などの屋外で生活していた人たちが次々

と襲われ、３人が死亡、 人が重軽傷を負う事件が発生しました。２月 日、犯人として市内の中

学生５人を含む 歳～ 歳の少年 人が逮捕されました。

少年たちは逮捕されたとき、「こんなことで逮捕されるの？」「襲撃すると胸がスカッとした」

「おもしろかった」などと語っていたとのことです。また、少年達は、この事件を起こした動機は

全くの「遊び」であるとわかりました。少年たちは襲った相手が死亡したことを知っていました

が、罪の意識はなく、「屋外生活者は抵抗しない」との理由だけで、「おもしろ半分」に襲ってい

たということでした。

生田武志氏が「野宿者が増えるのはなぜか」の説明をするために、作家フランツ・カフカ『父への手

紙』の一部を引用し、命名した考え方。

野宿になるときは、だれでもある日いきなりなのではなくて、「段階」を１段ずつ落ちてだんだんと野

宿になる。そして、そこからもとの「仕事をして家もある状態」に戻ろうとすると、４段分の階段が図の

ように１枚の「壁」になっているので、上がることも取りつくこともできない、ということ。

もといた場所に戻ろうとしても、今度はいろいろな条件を一気にクリアしないといけないので、なかな

か上がることができない。その結果、野宿している人がどんどん増える。
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犯罪被害者等の人権

犯罪被害者やその家族の人権について考えよう

１ 対象

教職員

２ ねらい

犯罪被害者やその家族が置かれている状況を知り、気持ちに寄り添うことの大切さを考える。また、

犯罪被害者やその家族は、その被害だけではなく、二次被害を受けることもあることを理解し、二次被

害を防ぎ、被害者やその家族に対してできることを考える。

３ 準備するもの

〇ウェブページ 犯罪被害者等に関する青少年向け啓発用教材「私たちにできること 痛みを受け止めるため

に ともに生きるために」（ ）

〇ワークシート

〇資料

４ 解説

犯罪被害者やその家族は、犯罪による直接の被害に加え、周囲の無理解による言動などの二次被害で

も苦しみを抱えることになります。それは、日常生活で犯罪被害について考える機会そのものがあまり

ないためと考えられます。このワークをとおして、身近に犯罪被害者等がいた場合、どのようなことが

できるのかを具体的に考え、犯罪被害者やその家族の苦しみや心情を想像し、犯罪被害者等の人権につ

いて考えます。

５ 進め方（展開例） 分

時間 本時の流れ（活動・内容） 留意事項 資料など

導入

分

◆本時の確認（２分）

・本時の流れや留意点の説明を聞く。

◆アイスブレーキング（ 分）

「共通点グランドスラム」

①グループで、お互いの情報を出し合

いながら、「共通点」を探し、見つ

かったものからワークシートに書き

だしていく。

（例）好きな食べ物、趣味、休日の過

ごし方、行ってみたい場所など

②４人全員に共通するもの、３人に共

通するもの、２人に共通するもの、

全員に共通しないものを見つけられ

たらゴールとする（グランドスラム

達成）。

③共通点と感想を発表する。

・本時の流れを説明する。

・Ｐ４〔学習の約束〕を伝える。

・３～４人程度のグループで行う。 ・ワークシート

・コミュニケーションを深めるとともに、様々な意見を受け止めやすい環境をつくる。
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展開

分

◆アクティビティ１（ 分）

「犯罪被害者とその家族について知

る」

①ワーク１に個人で取り組む。

②説明を聞いて自分の回答と照らし合

わせ、犯罪被害者とその家族が置か

れている状況を知る。

◆アクティビティ２（ 分）

「犯罪被害者の家族が受ける二次被害

について」

①ワーク２に個人で取り組む。

②個人で考えたことをグループで伝え

合い、犯罪被害者の家族が受ける二

次被害について考える。

③グループで出た考え、意見を全体で

共有する。

④新たに考えたことを書く。

⑤資料の１の内容を説明する。

・当事者がいる可能性があることをふ

まえ、十分配慮をして内容を展開す

る。

・ウェブページを提示し、簡単に説明

する。

・３～４人程度のグループをつくる。

・被害者への接し方のポイントをおさ

える。

・ワークシート

・犯罪被害者等に

関する青少年向

け啓発用教材

「私たちにでき

ること 痛みを

受け止めるため

に ともに生き

るために」ウェ

ブページ

・ワークシート

・資料

まとめ

５分

◆まとめ（５分）

・まとめの話を聞く。 ・当事者の立場に立って考えることの

大切さについて考えさせる。

・資料の２を使用し、相談窓口などの

機関を紹介する。

・資料

＜参考資料など＞

・「人権学習のための参加体験型学習プログラム集（第２集）」神奈川県教育委員会（平成 年３月）

・犯罪被害者等に関する青少年向け啓発用教材「私たちにできること 痛みを受け止めるために ともに生きるた

めに」株式会社キノックス発行（ 年 月 日）企画・監修／内閣府犯罪被害者等施策推進室

（ ）

・当事者の気持ちに寄り添い、支援や配慮をする姿勢が大切である。

・犯罪被害者やその家族に対してだけではなく、普段の生活でも自分の何気ない言動がま

わりの人を傷つけていないか、考えることも大切である。
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ワークシート

「共通点グランドスラム」

～めざせグランドスラム 話し合ってお互いの共通点を見つけよう～

人 数 内 容

シングルＨｉｔ（みんなバラバラ）

ツーベースＨｉｔ（２人に共通）

スリーベースＨｉｔ（３人に共通）

ホームラン（４人に共通）

ワーク１

問１ 犯罪被害者といえば殺人・傷害などの暴力犯罪によるものが圧倒的に多い。

□ そう思う □ そう思わない □ どちらともいえない

問２ 犯罪被害者とその家族の被害といえば、大別すると「身体的な被害」と「精神的な被害」とに分けら

れる。

□ そう思う □ そう思わない □ どちらともいえない

問３ 犯罪被害者とその家族の意識やおかれている状況は、事件の違いはあってもほとんど同じである。

□ そう思う □ そう思わない □ どちらともいえない

問４ 犯罪被害者とその家族には、早く立ち直るよう励ましたり、事件を忘れることをすすめることも必要

だ。

□ そう思う □ そう思わない □ どちらともいえない

問５ 傷つけてはいけないので、犯罪被害者とその家族には声をかけたりせず、あえて距離をおいたほうが

よい。

□ そう思う □ そう思わない □ どちらともいえない

犯罪被害者等に関する青少年向け啓発用教材「私たちにできること 痛みを受け止めるために ともに生きるために」株式会社キノックス発行（ 年

月 日）企画・監修／内閣府犯罪被害者等施策推進室（ ）を加工して作成

（問１・２・３・６・７を使用しています）

「犯罪被害者とその家族について」の設問を考え、それらの人々が置かれている状況を知りましょ

う。

犯罪被害者やその家族の人権について考えよう
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ワーク２

＜ＡさんやＡさんの母親に対して、あなたならどのような言葉かけをするか考えてみましょう＞

同級生からの言葉によって、再び、Ａさんは学校を休むようになってしまいました。

そこで、Ａさんの担任であるあなたはＡさんの家へ家庭訪問に行きました。

〇Ａさんは中学１年生です。３週間前、Ａさんの父親と小学５年生の弟が交通事故にあいました。

買い物帰りに横断歩道を渡っているとき、飲酒運転の車が赤信号を無視して突っ込んできたので

した。弟は即死、父親は重傷でまだ入院しています。

〇弟を交通事故で亡くしたＡさんは、しばらく学校を休んでいましたが、このままではだめだと思

い登校しました。しかし、クラスメイトから様々なことを言われ、いてもたってもいられず教室

を飛び出しました。

お、Ａさん
久しぶり。
大丈夫か。

ひっでぇよな。
運転手は、即刻
死刑だな。

Ａさんは事故に
あわなくて

よかったね。

そうだよ。弟く
ん、天国できっと
見守っているよ。

がんばれ。

＜Ａさんはなぜ教室を飛び出したのかを考えましょう＞

＜全体共有で新たに考えたことを書いてみましょう＞
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資料

１ 被害者への接し方

２ 相談窓口

かながわ犯罪被害者サポートステーション「犯罪被害者等支援施策に係る一般向けポスター」を加工して作成

被害者への接し方のポイント

・被害者を責めたり安易に励ましたりせずに、話をよく聴くこと

無理やり話を聞き出そうとするのではなく、被害者が話を始めたら、そのまま受け止めることが大切

です。安心して話ができる場、感情を出せる場を提供しましょう。被害者が何も話せない時は、そばに

寄り添うだけでも、被害者にとって大きな支えとなります。

・被害者の意向を確認して、被害者自身が選択できるように支援すること

被害者が、被害による影響で体調を崩したり落ち込んだりしていると、周りの人は、被害者に負担を

かけまいとして、被害者に確認をせずに、物事を進めてしまうことがあります。被害者のためにと思

い、被害者の意向を確認しないままに、なんでもやってあげようとすると、被害者は自分が「何もでき

ない人」とみなされたように感じてしまいます。そして、被害者は、自分の知らないところで物事が決

められていくことに傷つき、無力感を強めてしまいます。

大切なことは、被害者に関することを決める場合は、被害者に対し、必要な情報や選択肢を提示し

て、被害者が自分で判断できるように支援するということです。被害者が自分で判断して、物事を進め

ていくということは、被害者の自信と尊厳の回復にもつながります。

・二次的被害を与えないよう配意すること

被害者は、対人関係や周囲の人々の共感を伴わない言動にとても敏感になっています。被害者をさら

に傷つけてしまうことのないように、被害者の状況やつらい気持ちに思いを巡らせながら配慮のある言

動をするよう心がけましょう。

不用意な発言で被害者を傷つけてしまったと自覚した場合は、その場で素直に謝り、改めて発言の意

図を説明するなどの対応を行うことが大切です。

引用：警察庁 犯罪被害者等施策 犯罪被害にあわれた方・支援者のためのポータルサイト ギュっとＣＨ 支援者の方々へ 犯罪被害

にあうと（ ）
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      北朝鮮当局によって拉致された被害者等の人権 

    自分事として考えよう 

 

１ 対象 

  中学生 

 

２ ねらい 

  拉致被害は重大な人権侵害であることを知り、拉致被害者やご家族の思いを理解し、自分事としてと

らえ、拉致問題を風化させず、解決に向けて自分にできることを考える。 

 

３ 準備するもの 

 ○動画 北朝鮮による日本人拉致問題啓発アニメ「めぐみ」短縮版（政府広報オンライン） 

https://www.gov-online.go.jp/cas/202404/video-282758.html 

 ○ワークシート 

 

４ 解説 

 北朝鮮当局による日本人拉致は、我が国の主権に関わる問題であるとともに、重大な人権侵害です。

国策定の「人権教育・啓発に関する基本計画」（第二次）において、拉致問題等についての正しい知識

の普及を図り、国民の関心と認識を深めるための取組を積極的に推進するものと定められています。 

 今なお被害者が自由を奪われ、帰国できない状態が続いている現在、問題解決に向けてこれまで拉致

問題について触れる機会の少なかった若い世代への啓発が重要な課題となっています。 

 ワークシート集第17集には、拉致被害者のご家族の思いについて考える活動があります。本ワークで

は、拉致被害者である横田めぐみさんが中学生で拉致されていることから、同じ中学生としてめぐみさ

んの気持ちを想像することで自分事としてとらえることをねらいとしています。また、守られていない

拉致被害者の権利を考えることをとおして、自分にできることを考え、実践しようとする意欲を育みま

す。 

 まとめとして、北朝鮮による拉致被害者家族連絡会代表の横田拓也氏の言葉を紹介しています。家族

としての思いを受け止めるとともに、北朝鮮当局以外の北朝鮮の人々をはじめとした朝鮮半島の人々や、

日本で生活する朝鮮半島につながりのある人々への差別や偏見につながらないように留意することが必

要です。 

  

５ 教科などとのつながり 

  社会、特別の教科 道徳、総合的な学習の時間、特別活動 など 

 

６ 進め方（展開例） 50分 

時間 学習の流れ（活動・内容） 留意事項 資料など 

導入 

７分 

◆学習の確認（２分） 

・授業の流れや留意点の説明を聞く。 

 

 

◆アイスブレーキング（５分） 

「幸せな時間を共有しよう」 

①自分が楽しい時間・幸せだと思う時

間を個人で考え、ワークシートの１

に書く。 

②グループで伝え合う。 

 

・授業の流れを説明する。 

・Ｐ４〔学習の約束〕を伝える。 

 

 

 

 

 

 

・４～６人のグループをつくる。 

 

 

 

 

 

 

・ワークシート 
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展開

分

◆アクティビティ（ 分）

「自分事として考えよう」

①動画（ 分 秒）を視聴し、北朝鮮

当局による拉致問題を知る。

②めぐみさんが奪われた権利、守られ

ていない権利には、どのようなもの

があるか考え、ワークシートの２に

書く。

③グループで伝え合う。

④全体で共有する。

・拉致問題について理解するととも

に、拉致被害者やそのご家族の気持

ちを想像するよう促す。

・自分たちが普段当たり前にできてい

ていることが、できない状況である

ことに気づかせる。

・動画

・ワークシート

まとめ

分

◆まとめ（ 分）

①ワークシートにある「拉致被害者ご

家族の思い」を読み、拉致問題を風

化させないために、自分たちにどの

ようなことができるのかを考えてワ

ークシートの３に書く。

②まとめの話を聞く。

・今なお辛い思いをされ、拉致被害者

の帰国を待ちわびているご家族がい

ることをあらためて確認する。

・国の取組である「北朝鮮人権侵害問

題啓発週間作文コンクール」を紹介

する。

・北朝鮮当局以外の北朝鮮の人々をは

じめとした朝鮮半島の人々や、日本

で生活する朝鮮半島につながりのあ

る人々に責任を帰する問題ではない

ことをおさえる。

・生徒から出された意見や記述をもと

にまとめる。

・ワークシート

＜参考資料など＞

・「人権学習ワークシート集 －人権教育実践のために 第 集（小・中学校編）－」神奈川県教育委員会

（令和２年３月）

・政府 拉致問題対策本部ウェブサイト「北朝鮮による日本人拉致問題」

・かなチャンＴＶサブチャンネル「拉致問題を考える特別授業」

・かなチャンＴＶサブチャンネル「拉致問題 ― もし、大切な人が突然いなくなったら」

・拉致問題を風化させないためには、拉致問題について一人ひとりが理解するとともに、

自分事として考え、関心をもちつづけることが大切である。

・「めぐみさんに起こった過去の話」ではなく、同じ中学生として自分に起きたことだっ

たらどうかを考えさせることで、自分事としてとらえられるようにする。

・同じように「幸せな時間を過ごしたい」という思いを持って生活していたが、突然その

生活を奪われた中学生がいるということを知らせ、アクティビティにつなげる。
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ワークシート 
 

 

 

（  ）年
ねん

（  ）組
くみ

（  ）番
ばん

 名前
な ま え

                    

１ 自分
じ ぶ ん

が楽
たの

しい時間
じ か ん

・幸
しあわ

せだと思
おも

う時間
じ か ん

を書
か

き出
だ

してみましょう。 

 

 

２ めぐみさんが奪
うば

われた権利
け ん り

、守
まも

られていない権利
け ん り

は何
なん

でしょう。 

 

 

３ 拉致
ら ち

問題
もんだい

を風化
ふ う か

させないために、自分
じ ぶ ん

たちにできることは何
なん

でしょう。 

 

 

 

 

 

◆拉致
ら ち

被害者
ひがいしゃ

ご家族
か ぞ く

の思
おも

い◆ 北朝鮮
きたちょうせん

による拉致
ら ち

被害者
ひがいしゃ

家族
か ぞ く

連絡会
れんらくかい

代 表
だいひょう

 横田
よ こ た

 拓也
た く や

さん 

※令和
れ い わ

６年
ねん

12月
がつ

に県立
けんりつ

城郷
しろさと

高等学校
こうとうがっこう

において行
おこな

われた「拉致
ら ち

問題
もんだい

を考
かんが

える特別
とくべつ

授業
じゅぎょう

」の講演
こうえん

の一部
い ち ぶ

を編集
へんしゅう

して紹介
しょうかい

します。 

 

もし、拉致
ら ち

被害者
ひ が い し ゃ

の方々
か た が た

にこうした拉致
ら ち

事件
じ け ん

が起
お

きなければ、どれだけ多
お お

くの自己
じ こ

実現
じ つ げ ん

や社会
し ゃ か い

貢献
こ う け ん

ができただろうかということをいつも思
お も

います。めぐみは13歳
さ い

で拉
ら

致
ち

されましたから、部活
ぶ か つ

のバドミ

ントンで選手
せ ん し ゅ

になれたかもしれないし、高校
こ う こ う

や大学
だ い が く

に進学
し ん が く

して会社
か い し ゃ

に入って、恋人
こ い び と

ができて、家庭
か て い

を

持
も

ってお子
こ

さんを授
さ ず

かって、いろんなことができたのではないかと思
お も

います。今日
き ょ う

こうして同
お な

い年
ど し

く

らいの皆
み な

さんを見
み

ていると、本当
ほ ん と う

にこういう未来
み ら い

があったのではないかといつも思
お も

います。土日
ど に ち

とか

駅
え き

で、空港
く う こ う

で、修学
しゅうがく

旅行
り ょ こ う

で集
あ つ

まっている女
おんな

の子
こ

たち、ジャージを着
き

てこれから部活動
ぶ か つ ど う

に行く女
おんな

の子
こ

た

ちを見
み

ると、めぐみにもこうした当
あ

たり前
ま え

の幸
しあわ

せな人生
じ ん せ い

があったのではないかといつも思
お も

いますが、

そうした当
あ

たり前
ま え

の自由
じ ゆ う

を奪
う ば

われたまま拘束
こ う そ く

されている、その不便
ふ べ ん

さをぜひ皆
み な

さんにわかってほしい

と思
お も

っています。 

（・・・中略
ちゅうりゃく

・・・） 

しかしながら、皆
み な

さんにぜひ間違
ま ち が

ってほしくないのは、人権
じ ん け ん

侵害
し ん が い

している相手
あ い て

の国
く に

ですけれども、

2,500万人
ま ん に ん

の北朝鮮
きたちょうせん

国民
こ く み ん

が悪
わ る

いわけじゃないということを分
わ

かってほしいと思
お も

います。一部
い ち ぶ

の政府
せ い ふ

の

一部
い ち ぶ

の人間
に ん げ ん

が拉致
ら ち

事件
じ け ん

、人権
じ ん け ん

侵害
し ん が い

を行
おこな

っているだけであって、多
お お

くの北朝鮮
きたちょうせん

国民
こ く み ん

の人々
ひ と び と

は悪
わ る

くないと

いうことです。そして日本
に ほ ん

にも在日
ざ い に ち

の方々
か た が た

が住
す

んでいらっしゃいます。その人
ひ と

たちを差別
さ べ つ

したり、

非難
ひ な ん

したりすることは間違
ま ち が

っている。私
わたし

は許
ゆ る

せない相手
あ い て

ではあるけれども、そうした差別
さ べ つ

が助長
じょちょう

され

るようなことがあってはいけないと思
お も

いますから、皆
み な

さんもここはぜひ間違
ま ち が

えないで、この人権
じ ん け ん

問題
も ん だ い

を真
ま

正面
しょうめん

から受
う

け取
と

ってほしいと思
お も

っています。 

 

 

 

 

 

自分事
じ ぶ ん ご と

として考
かんが

えよう 

28821713
スタンプ



補足資料（教師用）

北朝鮮による拉致問題とは

○ 年代から 年代にかけて北朝鮮による日本人拉致が多発し、現在、政府は 名を拉致被害者として

認定しています。また、政府が認定した拉致被害者以外にも、拉致の可能性を排除できない人たちがい

ます。

○平成 年９月の第１回日朝首脳会談において、北朝鮮は日本人を拉致したことを認め、謝罪しました。

その後、５人の拉致被害者が帰国されましたが、残りの拉致被害者は帰国の途についていません。

出典：神奈川県文化スポーツ観光局国際課ウェブページ

（ ）

拉致問題の解決のためにできること

生徒が拉致問題の解決のためにできることとして、「拉致問題の事実や経緯を正しく学ぶ」、「被害者

やご家族の思いを知り、感想や考えをまとめる」、「学んだことを家族などと共有し、話し合う」「ポス

ターや新聞づくりなど啓発活動に取り組む」などが考えられます。

国では、「北朝鮮人権侵害問題啓発作文コンクール」を毎年実施しています。個人で取り組むことはも

ちろんのこと、人権教育の一環として学級や学年、学校全体で取り組むこともできます。ここでは、この

コンクールについて紹介します。

北朝鮮人権侵害問題啓発週間作文コンクール

政府拉致問題対策本部では全国の中高生を対象に、拉致問題関連の映像作品、舞台劇の視聴

や拉致問題関連書籍の読書等を通じて拉致問題を知ってもらい、拉致被害者や拉致被害者御家

族の心情を理解するとともに、拉致問題解決のために自分に何が出来るのか、何をすべきかに

ついて深く考える機会とすることを目的として、北朝鮮人権侵害問題啓発週間作文コンクール

を実施しています。

作文コンクールに取り組むにあたって活用できる視聴覚映像

ワークで使用したアニメ「めぐみ」以外にも、活用できる視聴覚映像があります。各視聴

覚映像についての詳細は、北朝鮮人権侵害問題啓発週間作文コンクールのウェブページから

確認ができるようになっています。

①ドキュメンタリーコミック「母が拉致された時 僕はまだ１歳だった」

※拉致問題対策本部の電子図書館で貸し出しをしています。

②動画「北朝鮮による拉致問題を考えるー日本の拉致被害者御家族の訴えー」

※ＹｏｕＴｕｂｅ拉致問題対策本部公式動画チャンネルで視聴できます。

③動画「拉致被害者御家族ビデオメッセージ―必ず取り戻す！愛する家族へ―」

※ＹｏｕＴｕｂｅ拉致問題対策本部公式動画チャンネルで視聴できます。

④映画「めぐみ―引き裂かれた家族の 年」

※拉致問題対策本部がＤＶＤの貸与を行っています。

北朝鮮人権侵害問題啓発週間作文コンクール（拉致問題対策本部）

（ ）を加工して作成
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性的マイノリティの人権

多様なセクシュアリティを大切にしよう！

１ 対象

小学校４年生～６年生、中学生

２ ねらい

セクシュアリティ（性のあり方）についての理解を深めるとともに、お互いの違いを認め合い、自分

や友だちの「自分らしさ」を大切にできる意識や態度を育てる。

３ 準備するもの

○動画 「【小学校高学年版】いろいろな性ってなんだろう？」（認定特定非営利活動法人ＲｅＢｉｔ）

○ワークシート

○資料

４ 解説

今日では、「セクシュアリティ」は、男性か女性という２つの枠組みではなく、多様で豊かなものと

いう考え方に変化しつつあります。性のあり方には、「からだの性」、「こころの性」、「好きになる

性」、「表現する性」など複数の構成要素があります。様々な次元の要素の組み合わせによって一人ひ

とりの性のあり方が異なり、多様なセクシュアリティが存在します。性的マイノリティの人もそうでな

い人も、みんなが多様なセクシュアリティの当事者なのです。

小学校高学年から中学生になると、自立心が芽生える一方、自分と他者を比べることで劣等感を感じ

やすくなります。また、心や体が大人へと変化する中、まわりと違って見える性的マイノリティの児

童・生徒がいじめの標的になることもめずらしくありません。この時期に「セクシュアリティ」につい

て正しく理解し、違いを認め、自分らしく生きることの大切さについて考えられるようにすることが大

切です。

５ 教科などとのつながり

体育／保健体育、特別の教科 道徳、総合的な学習の時間、特別活動 など

６ 進め方（展開例） 分または 分

時間 学習の流れ（活動・内容） 留意事項 資料など

導入

７分

◆学習の確認（２分）

・授業の流れや留意点の説明を聞く。

◆アイスブレーキング（５分）

「自分がイメージするおにぎりを描い

てみよう」

①自分がイメージするおにぎりと具の

中身をワークシートの１に記入す

る。

②３～４人のグループで伝え合う。

・授業の流れを説明する。

・Ｐ４〔学習の約束〕を伝える。

・人の好みや考えはいろいろであるこ

と、見た目ではわからないものもあ

ることを確認する。

・ワークシート
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展開

小学校

分

中学校

分

◆アクティビティ１ 小 分、中 分

「多様なセクシュアリティについて考

える」

①動画（約７分）を一部視聴する。

②資料を読む。

③性的マイノリティの人はどのような

悩みや生きづらさを感じているのか

を考え、ワークシートの２に書く。

④③について３～４人のグループで伝

え合う。

◆アクティビティ２ 小 分、中 分

「一人ひとりの違いを認め合うため

に」

①動画（約１分 秒）を一部視聴す

る。

②一人ひとりの違いを認め合うために

は、どのようなことを大切にしてい

ったらよいかを個人で考え、ワーク

シートの３に書く。

③３～４人のグループで伝え合う。

・最初～７分 秒までを視聴させる。

・セクシュアリティは多様であること

に気づかせる。

・全ての人にそれぞれの性的指向・性

自認があることを知り、セクシュア

リティについて自分事として考えら

れるようにする。

・当事者がクラスにいることを想定

し、ホモ・オカマ・レズなどの差別

的な発言があった場合は正しい用語

を示し、傷つく言葉があった場合

は、その場で指摘する。

・何気ない言葉で傷つけていることが

あるかもしれないことに気づかせ

る。

・ 分 秒～ 分 秒までを視聴させ

る。

・自分が共感した言葉や、気づいたこ

となどをもとに書かせる。

・動画

・資料

・ワークシート

・動画

・ワークシート

まとめ

５分

◆まとめ（５分）

・まとめの話を聞く。

・今日の授業をとおして、気づいたこ

とや感じたことをワークシートの４

に書く。

・授業をとおして児童・生徒から出さ

れた考えや記述をもとに、ねらいを

おさえ、まとめる。

・ワークシート

＜参考資料など＞

・「【小学校高学年版】いろいろな性ってなんだろう？」（認定特定非営利活動法人ＲｅＢｉｔ）

・セクシュアリティについて理解した上で、自分自身の決め付けや偏見に気づき、自分や

友だちの「自分らしさ」を尊重していくことが大切である。

・セクシュアリティの構成要素を知り、一人ひとりがそれぞれのセクシュアリティを生きて

いることを知る。

・性的マイノリティの方が抱えている生きづらさや悩みに気づくことが大切である。

・自分が「こうだ」と思いこんでいても、正解がないものもある。

・見た目ではわからないものもあり、目に見えないからこそ、よく知ろうとすることが大

切である。
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ワークシート

（ ）年
ねん

（ ）組
くみ

（ ）番
ばん

名前
な ま え

１ 自分
じ ぶ ん

がイメージするおにぎりを描
か

いてみましょう。

２ 性的
せいてき

マイノリティの人
ひと

はどのような悩み
なや

や生きづらさ
い

を感じて
かん

いるのか考えましょう
かんが

。

３ 一人
ひ と り

ひとりの違い
ち が

を認
みと

め合
あ

うためには、どのようなことを大切
たいせつ

にしていったらよいか考
かんが

えま

しょう。

４ 今日
き ょ う

の授業
じゅぎょう

をとおして、気
き

づいたことや感
かん

じたことを書
か

きましょう。

多様
た よ う

なセクシュアリティを大切
た い せ つ

にしよう！

おにぎりの絵
え

左
ひだり

に描
か

いたおにぎりの中身
な か み

（具
ぐ

）は何
なに

か

書
か

きましょう。

自分
じ ぶ ん

の考
かんが

え グループの考
かんが

え
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私
わたし

は「女性
じょせい

」です。 私
わたし

は、幼稚園
ようちえん

の頃
ころ

から女子
じ ょ し

に対
たい

して「あこがれ」の

ような気持
き も

ちを持
も

っていた。中学生
ちゅうがくせい

になり、友達
ともだち

同士
ど う し

で好
す

きな男子
だ ん し

のうわさ

話
ばなし

をするようになったが、私
わたし

は興味
きょうみ

がなかった。友達
ともだち

と話
はなし

を合
あ

わせられる

ように、好
す

きな男子
だ ん し

を見
み

つけようと努力
どりょく

したが、見
み

つけられなかった。

学校
がっこう

では、レズビアンであることをカミングアウトした芸能人
げいのうじん

について、

友
とも

だちが「 女
おんな

の子
こ

が 女
おんな

の子
こ

をすきになるのって気持
き も

ち悪
わる

い」と言
い

い、保健
ほ け ん

体育
たいいく

の授業
じゅぎょう

では「思春期
ししゅんき

になると異性
い せ い

に関心
かんしん

が芽生
め ば

える」と担任
たんにん

の先生
せんせい

が話
はな

していた。家
いえ

では、大好
だ い す

きなおばあちゃんに「あなたがお嫁
よめ

に行
い

くまで元気
げ ん き

でいたい」と言
い

われる。「自分
じ ぶ ん

は変
へん

なの？どうしてなの？ 私
わたし

だけなの？」

と、不安
ふ あ ん

な気持
き も

ちでいっぱいになった。そして、友達
ともだち

はこんな自分
じ ぶ ん

を受
う

け入
い

れてくれないのではないかと、毎日
まいにち

悩
なや

み続
つづ

けた。

最近
さいきん

、心
こころ

の底
そこ

から好
す

きな人
ひと

ができた。会社
かいしゃ

の友人
ゆうじん

です。受
う

け入
い

れてもらえ

なかったらどうしようという不安
ふ あ ん

な気持
き も

ちがあり、関係
かんけい

が悪
わる

くなってしまう

なら、ずっと黙
だま

っていた方
ほう

がいいのではないかと、苦
くる

しい気持
き も

ちでいる。そ

の私
わたし

の好
す

きな人
ひと

は、私
わたし

と同
おな

じ「女性
じょせい

」です。

資料

性的
せいてき

マイノリティの方
かた

のエピソード
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インターネットによる人権侵害

ちょっと待って、公開する前に ～気づく・感じる・考える～

１ 対象

小学校４年生～６年生、中学生

２ ねらい

インターネットやＳＮＳは便利である一方、人権意識や情報モラルなどが不十分だとトラブルにつな

がりやすく、いじめなど人権侵害につながる可能性があることに気づき、人権意識を持って正しく使う

ことのできる力を育む。

３ 準備するもの

○ワークシート

○動画 人権啓発動画「インターネットはヒトを傷つけるモノじゃない。」（ ／法務省）

①学校等でのＳＮＳいじめ編 秒バージョン

②ＳＮＳ・掲示板等での匿名の誹謗中傷編 秒バージョン

③ＳＮＳ等での情報の拡散による誹謗中傷編 秒バージョン

④著名人への誹謗中傷編 秒バージョン

※動画の二次元コードはＰ に掲載

４ 解説

これからの世の中においてインターネットは身近な存在としてあり続けます。インターネットを使っ

ていく上で、利便性だけではなく危険性についても知り、人権侵害の加害者にも被害者にもならないた

めにどうしたらよいのか、自ら考えながら使用する力を身に付けることが必要です。

「不適切な写真をＳＮＳにアップしない」ことは理解しているはずなのに、「炎上」が起きてしまう

のはなぜなのでしょうか。「知っている人しか見ないだろう」という安易な気持ちや、「不適切な写真」

が何かということについて個々の認識のずれが考えられます。このワークでは、そのずれを認識し、自

分の中の「当たり前」を疑うことを意図しています。その上で、普段、ネットを通じてつながることの

多いクラスメイトが考える「当たり前」と自分の「当たり前」を比べ、お互いにとってよりよい使い方

について考えます。

インターネットは、相手を思いやり、人権を尊重した発信が求められていることを理解した上で使用

することが必要です。人権尊重の精神を涵養していくこととともに、インターネットやＳＮＳなどの使

い方についての話し合いやルールづくりを学校や家庭などで行っていくことが求められています。

５ 教科などとのつながり

技術・家庭、特別の教科 道徳、総合的な学習の時間、特別活動 など

６ 進め方（展開例） 分または 分

時間 学習の流れ（活動・内容） 留意事項 資料など

導入

分

◆学習の確認（２分）

・授業の流れや留意点の説明を聞く。

◆アイスブレーキング（８分）

「写真を公開する前に １ 」

①どの写真をネットに公開したいと思

うか、公開しても問題がないと思う

順にワークシートの１に書く。

・授業の流れを説明する。

・Ｐ４〔学習の約束〕を伝える。

・４人程度のグループで行う。 ・ワークシート

62



②考えたことをグループや全体で共有

する。

③自分が気づいたことをワークシート

の２に書く。

・正解を求めるのではなく、それぞれ

の考えを大事にする。

・時間があれば、全体で共有する。

展開

小学校

分

中学校

分

◆アクティビティ１（ 分）

「写真を公開する前に ２ 」

①ネットに公開されたら「いやだな」

と感じる写真をワークシートの３か

ら選ぶ。

②考えたことをグループや全体で共有

する。

③ネットで公開するときには、どのよ

うなことに気をつければよいか考え

てワークシートの４に書く。

◆アクティビティ２ 小 分、中 分

「インターネットはヒトを傷つけるモ

ノじゃない」

①動画（各 秒）を視聴する。

②考えたことをグループや全体で共有

する。

・１つに絞れない場合は、複数選んで

もよいことを伝える。

・全体共有では、少数派の意見も積極

的に紹介する。

・人権啓発動画は４つある。クラスの

実情に応じて選択する。

・必要に応じて繰り返し視聴し、適宜

補足する。

・ワークシート

・動画

まとめ

５分

◆まとめ（５分）

・授業をとおして、わかったこと、考

えたことをワークシートの５に書

く。

・授業をとおして児童・生徒から出さ

れた考えをもとに、ねらいをおさえ

てまとめる。

・ワークシート

＜参考資料など＞

・「インターネットと人権侵害（匿名の誹謗中傷～その現状と対策）」佐藤佳弘著 武蔵野大学出版会

（ 年１月）

・「デジタル・シティズンシップ コンピュータ１人１台時代の善き使い手をめざす学び」坂本旬、芳賀

高洋、豊福晋平、今度珠美、林一真 著 大月書店（ 年 月）

・自分とクラスメイトの「当たり前」が違うことに気づく。

・一度ネット上に公開されてしまった情報は永遠に消えない。個人の不用意な発信が相手

を傷つけることを理解し、相手の人権を意識しながらインターネットやＳＮＳなどを使

用していく。

・ネット上で見かけたいじめなどの問題は、そのままにせずに誰かに相談する。情報を拡

散した場合は、自身が加害者になりえる。加害者にも被害者にもならないために、一人

ひとりが人権感覚を高めることが必要である。

・自分が考える「いやだな」と感じる写真と、クラスメイトが「いやだな」と感じる写真

は違うことに気づき、その違いからトラブルが起きてしまうことをおさえる。

・インターネットの適切な使い方を学び、人権を意識した発信をすることの重要性をおさ

える。
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① １－ サイコー！ ② バスケ楽しかった

④ いつものお店！なう③ ミナの家で勉強中 ⑤ たかしといっしょ

ワークシート

（ ）年
ねん

（ ）組
くみ

（ ）番
ばん

名前
な ま え

１ あなたなら、どの写真
し ゃ し ん

をネットに公開
こ う か い

したいと思い
お も

ますか。公開
こ う か い

しても問題
も ん だ い

が

ないと思う
お も

順
じゅん

に左
ひだり

から並べて
な ら

みましょう。

問題
もんだい

なし 問題
もんだい

あり

２ どのようなことに気
き

づいたか、書き
か

ましょう。

３ あなたがネットに公開
こ う か い

されたら「いやだな」と感じる
か ん

写真
し ゃ し ん

を一
ひ と

つ選んで
え ら

みまし

ょう。

４ ネットで公開
こ う か い

するときには、どのようなことに気
き

をつければよいでしょうか。

５ 授業
じゅぎょう

をとおしてわかったことや考
かんが

えたことを書
か

きましょう。

ちょっと待
ま

って、公開
こ う か い

する前
ま え

に ～気
き

づく・感
か ん

じる・考
かんが

える～

①自分
じ ぶ ん

の寝顔
ね が お

②自分
じ ぶ ん

の変
へん

顔
がお

③自分
じ ぶ ん

の部屋
へ や

⑤食事中
しょくじちゅう

の自分
じ ぶ ん④たまたま写

うつ

り

込
こ

んだ自分
じ ぶ ん

出典（１～４）：ＬＩＮＥヤフー株式会社 活用型情報モラル教材 ＧＩＧＡワークブック
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インターネットによる人権侵害

【コラム】ネットは便利！でも、危険も…

インターネットは、様々なアプリやＳＮＳの活用により、コミュニケーションの輪が広がるほか、世界

中のＷＥＢサイトにアクセスできたり、遠く離れた人とも写真や動画を共有することができたりと、世界

中の様々な人とつながることができる便利なツールです。

自分の意見や作品を

自由に発表できる！

楽しみが広がる！

学習に

利用できる！

でも、危険も…

自由に意見や情報を発信・収集できるインターネットにより、表現の自由や知

る権利をより一層享受できるようになった一方で、気づかないうちに、自分の人

権が侵害されたり、他者の人権を侵害したりするかもしれません。

法務省人権擁護局「令和６年における『人権侵犯事件』の状況について」
（ ）をもとに作成

ネット被害から自分を守るために

正しい知識を身につけ、自分で自分の身を守りましょう

□ユーザーＩＤ、パスワードは本人を確認するた

めの大切なものです。他人に、不正アクセスな

どされないよう、しっかりと管理しましょう。

□インターネットで知り合った相手は、信用でき

ない人かもしれません。直接会うことは避けま

しょう。また、悪用されないよう、自分や家族

の情報などを伝えないようにしましょう。

□知らない人からのメールが、コンピュータウィ

ルスの感染源となることもあります。開かない

ようにしましょう。 
□どんなに親しい関係でも、自分の

裸の写真などを送らないように

しましょう。

ネットで相手を傷つけないために

ネット上の書き込み、情報発信には責任が伴います

□相手への思いやりは大切です。チャットや掲

示板を使うときは、相手を傷つけたり怒らせ

たりしないよう、言葉づかいに気をつけまし

ょう。

□著作権について考えることも大切です。つく

った人の許可なく自分のホームページに他の

人の絵や写真を勝手に載せたりしないように

しましょう。

□「他の人にも転送して！」などのチェーンメ

ールは、誤った情報をたくさんの人に流して

しまいます。他人が発信した情報

を再投稿・拡散する前に、その

情報が正しいか、他人の不利益

にならないかを考えましょう。

児童・生徒とインターネットの使い方をチェックしましょう

インターネット上で、誹謗中

傷につながる書き込みやプライ

バシーを侵害するような書き込

みを見たことはありませんか。

軽い気持ちで投稿したメッセー

ジや写真によって、自分自身に

留まらず、他者の名誉、プライ

バシーを侵害し、ときには平穏

な生活や身体・生命を脅かす事

態につながることもあります。

そのようなインターネット上

の人権侵害は近年増加傾向にあ

り、とても身近で、深刻な社会

問題となっています。
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出典：「上手にネットと付き合おう！安心・安全なインターネット利用ガイド」総務省

＜参考資料など＞

・「令和６年における『人権侵犯事件』の状況について（概要）」法務省人権擁護局（令和７年３月）
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アイヌ民族の人権課題

アイヌ文化にふれてみよう

１ 対象

小学校４年生～６年生、中学生

２ ねらい

アイヌ民族の文化について興味・関心をもち、理解を深めるきっかけとする。

３ 準備するもの

○ワークシート

○資料１、２

○１人１台端末

○色鉛筆など

４ 解説

世界には多数の先住民族が存在しますが、多くの先住民族は迫害の対象となったり、多数派民族への

同化を強いられた結果、言語や伝統的な慣習を捨てることを余儀なくされたりといった困難にさらされ

ています。

たとえば、アイヌ民族は、先住民族として独自の言語や文化を持っていましたが、日本が近代国家を

形成する過程において、様々な差別や迫害を受けてきました。このような状況の中、平成 年（

年）に「アイヌの人々の誇りが尊重される社会を実現するための施策の推進に関する法律」が成立しま

した。

同法では、アイヌ施策の推進は、アイヌの伝統等並びに多様な民族の共生及び多様な文化の発展につ

いての国民の理解を深めることを旨として行われなければならないとされています。アイヌの人たちは、

県内にも居住しています。「ともに生きる社会かながわ」をめざすためにも、アイヌ民族の文化や歴史

を理解し、民族としての誇りを尊重することが重要です。

５ 教科などとのつながり

社会、図画工作／美術、総合的な学習の時間 など

６ 進め方（展開例） 分または 分

時間 学習の流れ（活動・内容） 留意事項 資料など

導入

分

◆アイヌ文化について知る（５分）

・資料１を読む。

◆アイスブレーキング（５分）

「アイヌ語であいさつしてみよう」

・資料１を持ってクラス内を自由に歩

き、クラスメイトにアイヌ語であい

さつをする。

・資料１に触れながら、アイヌ文化

について話をする。児童・生徒の

実態に応じて、難しい言葉はわか

りやすい表現にして伝える。

・資料１

・資料１

・アイヌの言葉に出会い、アイヌ文化に興味を持つ。
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展開

小学校

分

中学校

分

◆アクティビティ（小 分、中 分）

「アイヌ文化にふれてみよう」

①資料２を参考にしたり、１人１台端

末を使ったりして、アイヌの衣服に

ついて調べる。

②資料１、２を参考に、ワークシート

の１に色鉛筆などで描き入れる。

③６人程度のグループで、お互いが描

いた衣服を鑑賞する。

・資料２の写真を見せながら、文様

には、一部の地域では魔除け（災

いを避ける）の意味があり、着る

人を守るように祈りが込められて

いたことを話す。

・文様の意味については、地方によ

って様々であることに留意する。

・文様の形も地方によって様々なも

のがあることに留意する。

・原則左右対称に描くよう伝える。

・資料２

・資料２の

写真の拡大

・１人１台端末

・ワークシート

・色鉛筆など

まとめ

５分

◆まとめ（５分）

・ワークシートの２を書く。

・グループで感じたことを伝え合う。

・振り返りから、アイヌ文化に対す

る言葉などを拾い、アイヌ文化に

ついて更なる興味・関心につなげ

る。

・ワークシート

＜参考資料など＞

・「バーチャル国立アイヌ民族博物館」（国立アイヌ民族博物館 ウェブサイト）

・国立アイヌ民族博物館 ウェブサイト

・ウポポイ 民族共生象徴空間 ウェブサイト

・「アイヌ文化ポータルサイト」（公益財団法人 アイヌ民族文化財団 ウェブサイト）

・「アイヌ語ポータルサイト」（公益財団法人 アイヌ民族文化財団 ウェブサイト）

・アイヌの言語や伝統的な慣習には、アイヌの人たちの思いや祈りがこめられていること

を感じる。
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ワークシート

（ ）年
ねん

（ ）組
くみ

（ ）番
ばん

名前
な ま え

１ 資料
しりょう

などを参考
さんこう

に、アイヌの衣服
い ふ く

に文様
もんよう

を組
く

み合
あ

わせて描
か

きましょう。アイヌの人々
ひとびと

と同
おな

じ

ように、着
き

てもらう人
ひと

を想像
そうぞう

して、祈
いの

りを込
こ

められるとよいですね。

２ あなたはどのような思
おも

いで描
か

きましたか。今日
き ょ う

の授業
じゅぎょう

をとおして感
かん

じたことを振
ふ

り返
かえ

ってみ

ましょう。

アイヌ文化
ぶ ん か

にふれてみよう

69



資料１

アイヌ文化
ぶ ん か

アイヌ民族
みんぞく

は日本
に ほ ん

列島
れっとう

北部
ほ く ぶ

周辺
しゅうへん

、とりわけ北海道
ほっかいどう

の先住
せんじゅう

民族
みんぞく

です。日本語
に ほ ん ご

と系統
けいとう

の異
こと

なる

言語
げ ん ご

である「アイヌ語
ご

」をはじめ、自然界
しぜんかい

すべての物
もの

に 魂
たましい

が宿
やど

るとされている「精神
せいしん

文化
ぶ ん か

」、

祭
まつ

りや家庭
か て い

での行事
ぎょうじ

などに踊
おど

られる「古式
こ し き

舞踊
ぶ よ う

」、独特
どくとく

の「文様
もんよう

」による刺繍
ししゅう

、木
き

彫
ぼ

り等
とう

の工芸
こうげい

など、固有
こ ゆ う

の文化
ぶ ん か

を発展
はってん

させてきました。古
ふる

い記
き

録
ろく

から伝統的
でんとうてき

な踊
おど

りを復活
ふっかつ

させようと取
と

り組
く

む

人
ひと

たちや、新
あたら

しいアイヌ音
おん

楽
がく

を創造
そうぞう

する人
ひと

たちも増
ふ

えています。

出典：「アイヌ文化について」ウポポイ（民族共生象徴空間）ウェブサイト

アイヌ語
ご

のあいさつ

※現在
げんざい

のところアイヌ語
ご

に共通語
きょうつうご

はなく、それぞれの地域
ち い き

でそれぞれの方言
ほうげん

が使
つか

われていたこ

とがわかっています。この資料
しりょう

では「千歳
ち と せ

の方言
ほうげん

」をベースにしています。

参考：「アイヌ語教材テキスト（初級・千歳）」（公益財団法人 アイヌ民族文化財団）

アイヌの衣服
い ふ く

と文様
もんよう

に込
こ

めた思
おも

い

アイヌの衣服
い ふ く

には樹皮
じ ゅ ひ

から作
つく

られた樹
じゅ

皮
ひ

衣
い

、イラクサなどの繊維
せ ん い

で作
つく

られた草
そう

皮
ひ

衣
い

、大型
おおがた

の魚
さかな

の皮
かわ

で作
つく

られた魚
ぎょ

皮
ひ

衣
い

など、様々
さまざま

な種類
しゅるい

があり、地域
ち い き

によっても特徴
とくちょう

があります。また、木綿
も め ん

が

大量
たいりょう

に 流 入
りゅうにゅう

するようになると、華
はな

やかな文様
もんよう

で 彩
いろど

られた様々
さまざま

な木綿
も め ん

衣
い

が作
つく

られるようになり

ました。 

アイヌが身
み

に着
つ

ける衣服
い ふ く

には、切
き

り伏
ふ

せ（※）した布
ぬの

や刺
し

しゅうなどによって、モレウ（渦巻
う ず ま

き

文
もん

）やアイウシ（棘
とげ

の文様
もんよう

）と呼
よ

ばれる独特
どくとく

の文様
もんよう

が 施
ほどこ

されています。これらの文様
もんよう

には地方
ち ほ う

に

よってそれぞれの特徴
とくちょう

があり、母
はは

から娘
むすめ

へと伝
つた

えられました。

襟
えり

や袖
そで

口
ぐち

、裾
すそ

まわりなどに 施
ほどこ

された文様
もんよう

には、単
たん

に見
み

た目
め

を 美
うつく

しく飾
かざ

るだけでなく、そこか

ら「病気
びょうき

の神々
かみがみ

」などが入
はい

り込
こ

まないようにする魔除
ま よ

けの意味
い み

があるとされます。しかし、普段
ふ だ ん

着
ぎ

や作業
さぎょう

着
ぎ

には文様
もんよう

の無
な

い物
もの

もあります。

参考：「衣服・文様 文様に想いを込める」（阿寒湖温泉アイヌ文化推進実行委員会）阿寒アイヌ文化遺産ウェブサイト

（※）「切
き

り伏
ふ

せ」とは、アイヌの衣服
い ふ く

の代表的
だいひょうてき

な装飾法
そうしょくほう

の一
ひと

つで、テープ 状
じょう

に切
き

った絹
きぬ

や木綿
も め ん

の布
ぬの

を衣服
い ふ く

の布 上
ぬのじょう

に置
お

いて縫
ぬ

い付
つ

け、文様
もんよう

を 表
あらわ

すものです。

・イイラランンカカララププテテ こんにちは

・エエイイワワンンケケ アア お元気
げ ん き

ですか

・ククイイワワンンケケ ワワ 元気
げ ん き

です

・〇〇〇〇 セセココロロ ククレレヘヘ アアンン 私
わたし

の名前
な ま え

は○○といいます

・イイヤヤイイラライイケケレレ ありがとう

・ススイイ ウウヌヌカカララアアンン ロロ また会
あ

いましょう
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資料２

木綿
も め ん

衣
い

アイヌの木綿
も め ん

衣
い

には地域
ち い き

によって文様
もんよう

、あるいは手法
しゅほう

に違
ちが

いがあり「チカルカルペ」、「ルウン

ペ」、「カパラミプ」、「チヂリ」の４種類
しゅるい

に分
わ

けられています。

「アイヌ生活文化再現マニュアル 縫う－木綿衣－」（公益財団法人 アイヌ民族文化財団 提供）

様々
さまざま

な文様
もんよう

※文様
もんよう

の意味
い み

や形
かたち

も地方
ち ほ う

によって様々
さまざま

です。

出典：「アイヌの民族衣服における文様の呪術的要素と地域差」（和洋女子大学紀要 家政系編：諏訪原貴子 鷹司綸子）

アイヌの衣服
い ふ く

や文様
も ん よ う

を見
み

てみよう

チカルカルペ ルウンペ

カパラミプ チヂリ
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、 災害発生時の人権課題

大きな地しんが起きたときのことを考えよう

１ 対象

小学校１年生～３年生

２ ねらい

災害発生時の避難所での生活を知り、自分事として考えるとともに、災害時であっても自分らしく生

活する権利があることを知り、自分と他の人を大切にしようとする態度を育てる。

３ 準備するもの

○ワークシート

○資料（教師用）

４ 解説

災害発生時は、被災した人に生活の困難が生じ、基本的人権が十分に守られない状況が生じることが

あります。特に避難所では、通常の生活で感じたことのない不安やストレスを感じることもあります。

このような状況において、高齢者や障がい者、病人やけが人、外国につながりのある人など、特別な配

慮や支援が必要な「災害弱者」と言われる人のみならず、すべての人が安心して避難所生活を送れるよ

うに、それぞれの人が自分にできることに努めていきたいものです。

このワークは、「災害弱者」にも含まれる小学校低学年を対象にしています。まず、災害発生時など

の状況を知った上で、どうしたら自分らしく安心して避難所で生活できるかを考えます。その上で、災

害時においても、自分と他の人を大切にし、支え合う態度を育てます。

なお、実際に被災した児童がいるかもしれないことなどをふまえ、被災状況の写真などを示す際は児

童の実態や発達段階に応じて配慮することも必要です。

※災害発生時には自宅や自家用車などで避難生活をする場合もありますが、このワークでは対象年齢を考慮し、避

難所に限定して考えるようにしています。

５ 教科などとのつながり

生活科、総合的な学習の時間、特別活動 など

６ 進め方（展開例） 分

時間 学習の流れ（活動・内容） 留意事項 資料など

導入

分

◆学習の確認（２分）

・授業の流れや留意点の説明を聞く。

◆アイスブレーキング（８分）

「仲間探し」

①１～３のお題について、提示され

た４つの選択肢から１つを選ぶ。

②同じものを選んだ人で集まる。

③数名が理由を説明する。

・授業の流れを説明する。

・Ｐ４〔学習の約束〕を伝える。

・「３つのお題」を行う。

・様々な視点からの意見を引き出せる

ようにする。

・資料（教師用）

・一人ひとり考え方や感じ方が違うこと、お互いの考え方や感じ方を尊重することが大切

であることに気づかせる。
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展開

分

◆アクティビティ（ 分）

「大きな地しんが起きたときのことを

考えよう」

①大きな地震が起きたときに、どのよ

うなことが起こるか選択肢ごとに具

体的に想像し、自分が困ると思うこ

とについて考える。また、発生時の

状況を確認する。

例）「家が大きくゆれる」

・家具が倒れてぶつかる

・食器が落ちて割れる

・倒れてけがをする

②避難所について知る。

③自分が避難所に行くことになったら

何を持っていくか考え、ワークシー

トの１に書く。

例）自由帳、色鉛筆、本、絵本、カ

ードゲーム、サッカーボール、

お菓子 など

④４人グループで伝え合い、ワークシ

ートの２に書く。

⑤全体で共有する。

・アクティビティの選択肢を示す。

・写真を提示し、状況を想像させる。

（児童の実態によっては、写真を使

用せずに言葉で説明してもよい。）

・生活が制限され、普段できているこ

とができない状況になることを想像

させる。

・避難所においては制限も多くある

が、自分らしく生活する権利もある

ことを知らせ、持っていくものを考

えさせる。

・自分だけでなく、他の人も自分らし

く過ごせることが必要であることに

気づかせる。

・資料（教師用）

・ワークシート

まとめ

５分

◆まとめ（５分）

・まとめの話を聞く。

・授業をとおして、わかったことや考

えたことをワークシートの３に書

く。

・ねらいをおさえ、まとめる。 ・ワークシート

＜参考資料など＞

・「人権学習ワークシート集 －人権教育実践のために 第 集（小・中学校編）－」神奈川県教育委員会

（令和５年３月）

・「人権学習のための参加体験型学習プログラム 第３集」神奈川県教育委員会（令和３年３月）

・「災害写真データベース」一般財団法人消防防災科学センターウェブサイト

・災害発生時の避難所であっても、すべての人が自分らしく生活する権利があり、そのよ

うなときこそお互いを大切にしようとする気持ちが大事である。
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ワークシート

（ ）年
ねん

（ ）組
くみ

（ ）番
ばん

名前
な ま え

１ ひなん所
じょ

に行
い

くことになったら、何
なに

を持
も

って行
い

きたいですか。理由
り ゆ う

も 考
かんが

えて

みましょう。

２ グループの他
ほか

の人
ひと

の意見
い け ん

を書
か

きましょう。

３ わかったことや、考
かんが

えたことを書
か

きましょう。

大
お お

きな地
じ

しんが起
お

きたときのことを考
かんが

えよう

（ ）さん

（ ）さん

（ ）さん

（ ）さん

私
わたし

は を持
も

っていきます。

理由
り ゆ う

は

だからです。
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地震により倒壊したビル（令和６年）

資料（教師用）

アイスブレーキング 「３つのお題」選択肢

１ 好きな動物 「いぬ」「ねこ」「ことり」「うさぎ」

２ 好きな遊び 「砂場遊び」「ボール遊び」「おにごっこ」「遊具遊び」

３ 好きな乗り物 「車」「自転車」「新幹線」「飛行機」

アクティビティ 選択肢

大きな地震が起きたときに、どのようなことが起こるか具体的に想像し、自分が困ると思うこと

を考える。

「家が大きくゆれる」「津波がおきる」「電気がつかなくなる」

災害時の状況 例 （全体に提示）

地震による火災で焼失した街（令和６年）

写真提供：（一財）消防防災科学センター「災害写真データベース」

津波で流された建物（令和６年） 土砂にうもれたバイク（平成 年）

避難所入口（平成 年） 救援物資配付の様子（令和６年）
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ケアラー（ヤングケアラー）の人権課題

【コラム】ヤングケアラーへの理解を深めよう

教室に次のような児童・生徒はいませんか？

❖授業中眠そうにしている ❖毎日急いで帰宅しようとする

❖遅刻・早退・欠席が多い ❖制服や体育着、上履きなどが洗えていない

❖お弁当などの、普段と違う準備が必要な行事に欠席する

❖保護者の記載が必要な書類が返ってこない ❖友達との交流が少ない

ヤングケアラーとは、本来大人が担うと想定されている家事や家族の世話などを

日常的に行っている子ども・若者のことです。本人・保護者が家事や家族の世話を

することなどを当たり前だと思っていたり、家庭内の問題のため他の人に言いにくいという場合も多く、

表面化しづらいのが現状です。教職員が日頃から子どもたちの様子を注意深く観察し、変化に気づくこと

が大切です。

こども家庭庁ウェブサイト「ヤングケアラーについて」（ ）をもとに作成

ヤングケアラーってどのくらいいるでしょうか？

令和２年度と令和３年度に文部科学省・厚生労働省が実施した調査で

は、世話をしている家族が「いる」と回答したのは小学６年生で ％、

中学２年生で ％でした。中学２年生においては、約 人に１人が世話

をしている家族が「いる」と回答したことになります。

ヤングケアラーが直面する問題は？

家族の介護などをしながら学校生活を両立するのは容易なことではありません。宿題や勉強の時間や、

友だちと過ごす時間の確保が難しかったり、睡眠時間が不足したりすることもあります。進学や就職にお

いても通学・通勤の時間を考慮するなど、選択範囲が狭くなることもあります。また、精神的にも肉体的

にも負担がかかり、体調を崩してしまうこともあります。

一人ひとり抱えているものが違うので、一様に決めつけるのではなく、寄り添うことが必要です。

障がいや病気のある家族に代

わり、買い物・料理・掃除・

洗濯などの家事をしている。

家族に代わり、幼いきょうだ

いの世話をしている。

障がいや病気のあるきょうだ

いの世話や見守りをしてい

る。

目の離せない家族の見守り・

声かけ・気づかいなどの情緒

的ケアをしている。

日本語が第一言語でない家族

や障がいのある家族のために

通訳をしている。

障がいや病気のある家族に代

わり、家計を支えるために働

いている。

精神疾患やアルコール・薬

物・ギャンブルなどの問題を

抱える家族の情緒的ケアや周

囲との調整などを行ってい

る。

がん・難病のほか慢性的な病

気の家族の看病をしている。

障がいや病気のある家族の身

の回りの世話をしている。

障がいや病気のある家族の入

浴やトイレの介助をしてい

る。

人にひとり≒クラスに１～２人
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◆◇◆先生たちの悩み・疑問にお答えします◆◇◆

出典：こども家庭庁ウェブサイト ヤングケアラー特設サイト「教育関係者の方へ」

（ ）

ヤングケアラー支援の強化に係る法律が成立・施行されました

令和６年６月 日に施行された「子ども・子育て支援法等の一部を改正する法律」において、子ども・

若者育成支援推進法が改正され、「家族の介護その他の日常生活上の世話を過度に行っていると認められ

る子ども・若者」として、ヤングケアラーを国・地方公共団体などが各種支援に努めるべき対象と明記し

ました。

都道府県及び市区町村（こども家庭センターなど）において支援対象であるかの判断を行うに当たって

は、その範囲を狭めることのないように十分留意し、一人ひとりの子ども・若者の客観的な状況と主観的

な受け止めなどをふまえながら、その最善の利益の観点から、個別に判断していくことが重要であるとさ

れています。

＜参考資料など＞

・「ヤングケアラーについて」こども家庭庁ウェブサイト

・「ヤングケアラーって、実はけっこう身近なのかも」こども家庭庁ウェブサイト 特設サイト

・「令和２年度 ヤングケアラーの実態に関する調査研究」（三菱ＵＦＪリサーチ＆コンサルティング株式

会社）

・「令和３年度 ヤングケアラーの実態に関する調査研究」（株式会社日本総合研究所）

・「『子ども・子育て支援法等の一部を改正する法律』の一部施行について（ヤングケアラー関係）」こ

ども家庭庁通知（令和６年６月 日）

Ｑ ヤングケアラーかもしれないと思っても、こどもはなかなか自分のこと・家のことを話したが

りません。どうすれば話してもらえるでしょうか。

Ａ 児童生徒は、家庭の事情を話すことで、大切な家族が責められたり悪く思われることを強く恐

れています。聞き出そうとする姿勢を前面に出しすぎると、誰しも警戒し、嫌な気持ちになり

ます。大切なのは、事実を無理に突き止めることではありません。児童生徒にとって話したく

なる信頼できる大人ができること、「いつでも聴くからね」という言葉や態度でのメッセージ

を投げかけ続けることが大切です。

Ｑ ヤングケアラーかもしれないこどもがいたときに、学校の現場だけでは対応できない部分も出

てきます。そんな時はどこと連携すればよいでしょうか。

Ａ 日頃からスクールソーシャルワーカーやスクールカウンセラー、キャンパスカウンセラーなど

を含めた校内支援会議で、心配な児童生徒の情報共有を行うことをお勧めします。幼稚園や保

育所、小・中学校などその児童生徒が前に所属していた校園や、兄弟の所属する校園との連携

により、重要な情報が得られることがあります。児童福祉関係機関と連携する必要が出てくれ

ば、校内の意思決定に伴い、スクールソーシャルワーカーが連携の連絡調整を行います。スク

ールソーシャルワーカーが配置されていない学校の場合は、管理職や生徒指導担当教諭などか

ら、各自治体の児童福祉関係機関に連絡していただくとよいでしょう。そこから、児童ケース

ワーカー等がその家庭に必要な関係機関（高齢、障害、保健など各関係機関）との支援の調整

を行うことになります。

ヤングケアラーの場合は、心理的な支援だけでなく、家庭支援や環境調整が必要であり、関係

機関との連携は大切です。個人情報に配慮の上、連携してください。
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孤独・孤立による人権課題の深刻化

【コラム】人と人とがつながり合う社会をめざして

＜参考資料など＞

・「さぽなびかながわ 取組紹介」神奈川県ウェブサイト 孤独・孤立対策ポータルサイト

望まない「孤独・孤立」の状態にあり、生きづらさを抱えながらも「助けて」と言えない人たち

がいます。「孤独・孤立」には、家族や集団、制度や社会的役割からの孤立など、様々なケースが

あり、最悪の場合、「自殺」の引き金、「孤独死」の要因になってしまうこともあります。

「孤独・孤立」は、人生のあらゆる場面で誰にでも起こり得るもので、社会全体で対応しなけれ

ばならない問題です。

現代社会では、人と人とが寄り添い、支え合うことが難しくなってきており、この「孤独・孤

立」が大きな課題としてクローズアップされています。近年、家族間の関わり、地域との関わりが

希薄になり、職場では、働き方が多様化しています。「孤独・孤立」となる大きな原因の一つは、

このような家庭や地域、職場における「環境の変化」だと言われています。

とっとり市報（ ）「特集 ひとりぼっちをつくらない！地域社会の創造を目指す」を参考に編集

孤独・孤立対策に向けた取組の例

（神奈川県内）

孤独・孤立になっても助けを求め
る声を上げやすい、声をかけやすい
社会をみんなでつくっていくことが
大切です。

「川崎市子ども夢パーク」は、「川崎市子ど

もの権利に関する条例」に基づいて、 年７

月に設置された施設です。「夢パーク」を管

理・運営しているのは、「認定ＮＰＯ法人フリ

ースペースたまりば」です。学校や家庭・地域

の中に居場所を見出せない子どもや若者、その

保護者とともに、一人ひとりが安心して過ごせ

る居場所をつくることを掲げ、子どもや若者た

ちが集う場をつくり続けています。

誰もが尊重される居場所づくり
認定 法人フリースペースたまりば

横浜市立横浜総合高校には、生徒が気軽に立ち寄れる

校内居場所カフェ「ようこそカフェ」があります。これ

は、様々な事情を抱える生徒がリラックスできる場所を

提供し、相談窓口としての役割も担っています。週に一

度、水曜日にオープンしています。無料の軽食やお菓子

を提供し、おしゃべり、勉強、相談など、生徒が自由に

過ごせる場となっています。

内閣府 「人々のつながりに関する基礎調査（令和６年）調査報告書」（ ）をもとに作成

大磯駅にほど近い住宅地にあるお寺・東光院。そのす

ぐ隣の一戸建てに多世代食堂「おむすび」があります。

子ども食堂や炊き出しのような、困っている人の支援と

は異なり、地域の人々の交流の場を目指したユニークな

食堂です。特徴は、調理は利用者たち自身が行うこと。

子どもも高齢者も話をしながら一緒に調理して食事をす

ることで、地域の異世代交流の機会となっています。

横浜市立横浜総合高等学校「ようこそカフェ」
公益財団法人よこはまユース

地域の人々が交流できる「家庭の食卓の延長の
ような食堂」 多世代食堂「おむすび」

孤独を感じることは

誰にでも起こりえます
内閣府が行った調査によると、

孤独であると感じることが「あ

る」と答えた方が約 ％という結

果が出ています。

これは多くの人が孤独

に悩んでいるということ。

決して他人事ではありま

せん。
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自己肯定感

自分だけのおし花をさかせよう

１ 対象

小学校１年生～３年生

２ ねらい

好きなことをとおして自分を見つめることで、ありのままの自分を受け止め、大切に思う心を育む。

また、それぞれの違いを個性ととらえ、それを認め合うことで、お互いを尊重し合うことの大切さを考

える。

３ 準備するもの

○ワークシート１、２

４ 解説

「人権を尊重する」とは自他の人権を正しく理解し、相互に尊重し合うこと。つまり、「自分の大切

さとともに他の人の大切さを認めること」です。人権教育の基盤になる自己肯定感を高めるためには、

「人と違ってよい」「今の自分でよい」と、ありのままの自分を受容する心が必要です。また、他者か

ら認められる、受け入れられるという実感を積み重ねることで、自己肯定感を支える自信につながりま

す。このワークをとおして、人に認められる体験、自分を見つめる活動から自分も他者も大切にしてい

こうとする心を育みます。

５ 教科などとのつながり

国語、特別の教科 道徳、特別活動 など

６ 進め方（展開例） 分

時間 学習の流れ（活動・内容） 留意事項 資料など

導入

分

◆学習の確認（２分）

・授業の流れや留意点の説明を聞く。

◆アイスブレーキング（８分）

「いいねリレー」

①グループで発表順を決める。

②自己紹介／最近のうれしかったこ

と・楽しかったことなどを一人ずつ

短い文で発表する。聞いている人

は、一文ごとに笑顔で「いいね」と

言う。

③感想を伝え合う。

・授業の流れを説明する。

・Ｐ４〔学習の約束〕を伝える。

・４人程度のグループをつくる。

・自己開示が苦手な児童がいる場合、

事前に活動内容を知らせておくこと

で話す内容を準備できるようにす

る。

・活動をとおして、他者から認められる喜びや、受け入れられる安心感を実感する。自分

について他者へ伝えることへの抵抗感を和らげる。

【例】「○○が好きです」「いいね！」

「昨日カレーを食べました」「いいね！」

「飼っている犬と散歩しました」「いいね！」
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展開

分

◆アクティビティ１（ 分）

「おし花をさかせよう」

①自分のおし 好きなもの をワークシ

ート１の真ん中に書く。

②おしの好きなところ（おしポイン

ト）を花びらに書く。

③おし花をグループで紹介し合う。

◆アクティビティ２（ 分）

「自分おし花をさかせよう」

①真ん中に名前を書き、自分の好きな

ものや得意なことなどを花びら１～

２枚に書く。

②グループでワークシート２を順番に

回し、お互いの「いいね！」と思う

ところを花びらシートに書き合う。

③自分おし花をつくった感想をワーク

シート２に書き、グループで伝え合

う。

・ワークシートを配付し、書き方を説

明する。

・学年や発達段階によって、書くこと

が負担になる場合もあるので、次の

ことを伝える。

・相手を認めるリアクションなどが見

られたときは価値づけし、温かい雰

囲気づくりを促す。

・何を書くか悩んでいる児童には、ア

イスブレーキングと関連付けて考え

させるとよい。

・どんな些細なことでもよいことを確

認する。

・ワークシート１

・ワークシート２

まとめ

５分

◆まとめ（５分）

・授業をとおして感じたこと、考えた

ことをグループや全体で共有する。

・授業をとおして児童から出された考

えや記述をもとに、ねらいをおさ

え、まとめる。

＜参考資料など＞

・「人権学習ワークシート集 －人権教育実践のために 第 集（小・中学校編）－」神奈川県教育委員会

（平成 年２月）

・「人権学習ワークシート集 －人権教育実践のために 第 集（小・中学校編）－」神奈川県教育委員会

（令和２年３月）

・それぞれのおし 好きなもの を紹介し合う中で、人それぞれ感じ方やとらえ方に違いが

あり、それが個性であることに気づく。

・好きなことをとおして自分を見つめることで、ありのままの自分を受け止め、大切に思

う心を育む。

・それぞれの違いを個性ととらえ、それを認め合うことで、お互いを尊重し合うことの大

切さを考える。

・文字ではなく、絵でもよい

・花びらはすべて埋めなくてもよい

・友だちや先生にアドバイスをもらってもよい
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ワークシート１

（ ）年
ねん

（ ）組
くみ

（ ）番
ばん

名前
な ま え

自分
じ ぶ ん

だけのおし花
ば な

をさかせよう

① まん中
な か

に、自分
じ ぶ ん

のおし（すきなもの）を書
か

こう

② まわりの花
は な

びらに、おしのすきなところを書
か

こう

③ 友
と も

だちに、おし花
ば な

をしょうかいしよう

おし花
ばな

わたしのおし（すきなもの）

※全部
ぜ ん ぶ

うまらなくても

大
だい

じょうぶ！
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ワークシート２

※全部
ぜ ん ぶ

うまらなくても

大
だい

じょうぶ！

●感想
か ん そ う

名前
な ま え

① 花
は な

びら１～２まいに、自分
じ ぶ ん

のすきなものや、とく意
い

なことを書
か

こう

② 自分
じ ぶ ん

についての花
は な

びらを、友
と も

だちに書
か

いてもらおう

③ 感想
か ん そ う

を書
か

いてつたえ合
あ

おう

友
とも

だちに自分
じぶん

の「いいね」

ポイントを書
か

いてもらおう！自分
じ ぶ ん

おし花
ばな

82



多文化理解

カカンポン王国からの使者

１ 対象

小学校４年生～６年生、中学生

２ ねらい

言葉の通じにくい相手とのコミュニケーションを疑似体験し、自分と異なる文化や考え方を持った人

との関わりにおいて、想像力を働かせ、違いを否定せず相手を尊重する態度を育てる。

３ 準備するもの

○ワークシート

○王国のおきてカード（二つ折りで中が見えないようにする）

○（必要に応じて）カカンポン王国をイメージできる装飾や服装（白い服を羽織るなど）

４ 解説

「カカンポン王国」という架空の国を設定し、その国の人との関わりを疑似体験することで、多文化

理解を深めるワークです。架空ではありますが異文化に触れることで、違いに対する戸惑いや、それに

よる排除につながる構造に気づき、多文化共生の在り方を主体的に考えることにつなげます。

実施にあたっては、特定の国や民族など、実在の集団と結びつけないこと、差別的な発言が出た場合

は、その場で指摘し、その発言が出た背景を丁寧に問い返すことが必要です。また、全て架空の設定の

ため、授業後にこの設定を引きずらないよう、学級において確認をするようにしてください。

５ 教科などとのつながり

特別活動 など

６ 進め方（展開例） 分または 分

時間 学習の流れ（活動・内容） 留意事項 資料など

導入

５分

◆学習の確認（５分）

①授業の流れや留意点の説明を聞く。

②場面設定を確認する。

❖カカンポン王国（架空）から日本

に派遣された人たちが、学校に来

てくれている。

❖カカンポン王国の人たちは日本語

を話せないが、ある程度聞き取る

ことができる。

❖これから各グループにカカンポン

王国の人が一人ずつ入り、交流す

る。

・授業の流れを説明する。

・Ｐ４〔学習の約束〕を伝える。

・場面設定に現実味を持たせて説明す

る。

・「カカンポン王国」というのは架空

の設定であることに留意する。

・敬意を持って接するよう伝える。

◆アクティビティ（小 分、中 分）

①５～６人のグループをつくり、代表

を１人決める。全グループの代表者

が決まったら、代表者は集合する。

・廊下など、代表者以外に話が聞こえ

ない場所に集合させる。

・代表者がカカンポン王国の人の役に

なることを、ここで伝える。
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展開

小学校

分

中学校

分

②各グループの代表者以外の児童・生

徒は、カカンポン王国の人にインタ

ビューする内容を２つ程度考える。

③質問を考えている間、各グループの

王国の人役は廊下で「王国のおきて

カード」を読み、インタビューに答

える際のルールを覚える。

④王国の人役が各グループに戻る。教

師の【セリフ】を聞き、王国の人役

がそれぞれのグループで名前を言

う。

⑤グループ員が順番に質問をする。王

国の人役は「王国のおきてカード」

のルールに従って答える。

⑥全員のインタビューが終わったら、

どのようなルールだったのかを聞

く。

⑦ワークシートの１と２を書く。

⑧⑦をグループで伝え合う。

⑨質問者がルールを理解した上で、２

回目のインタビューをする。

⑩ワークシートの３を書く。

⑪⑩をグループで伝え合う。

・「はい」または「いいえ」で答えら

れる内容にするよう伝える。

・個人で考えるのが難しい場合、グル

ープで相談してよいことを伝える。

・「王国のおきてカード」を配付し、

ルールを説明する。

・全ての王国の人役がルールを十分に

理解したことを確認する。

・【ルール③】については、教師がグ

ループごとにアドバイスするとよ

い。

・質問者と王国の人役の両方とも、困

ったときは教師を呼ぶように伝えて

おく。

・教師の指示により、各グループ同時

に実施する。

・「無視されて嫌だった」「悲しい気

持ちになった」など、否定的な意見

が出てもよい。

・相手のことをよく知らなかったり、

自分の考えと違ったりすると、心が

穏やかでなくなり、態度が悪くなる

ことがあることを振り返らせる。

・ルールを知ることでよりよい雰囲気

でやりとりできることに気づかせた

い。

・王国のおきて

カード

・ワークシート

まとめ

７分

◆まとめ（７分）

・授業の感想や考えたことを書く。

・まとめの話を聞く。 ・授業をとおして出された考えや記述

をもとに、ねらいをおさえ、まとめ

る。

・この活動は架空の設定であり、授業

後にこの設定を引きずらないことを

確認する。

・ワークシート

・自分と異なる文化や考え方を持った人との関わりにおいて、想像力を働かせ、違い

を否定せず相手を尊重することが大切である。

・相手の文化や考え方を理解することで、より相手に思いやりを持ち、尊重して接す

ることができる。まずは相手を理解しようとすることが大切である。

【セリフ】

「では、私から名前を質問します。名前を言っても

らったら、各グループでインタビューをはじめてく

ださい。『マサナミ イサダク テエシオ エマナ

カポン？（名前をおしえてください）』」
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ワークシート

（ ）年
ねん

（ ）組
くみ

（ ）番
ばん

名前
な ま え

１ 最初
さいしょ

のインタビューのとき（質問者
しつもんしゃ

がルールを知
し

らないとき）に感
かん

じた自分
じ ぶ ん

の気持
き も

ちを書
か

き

ましょう。

２ 質 問 者
し つ も ん し ゃ

：王国
おうこく

のおきて（ルール）を知
し

ったときに思
おも

ったことを書
か

きましょう。

王国
おうこく

の人
ひと

：王国
おうこく

のおきて（ルール）を伝
つた

えたときに思
おも

ったことを書
か

きましょう。

３ ２回目
か い め

のインタビューのとき（質問者
しつもんしゃ

がルールを知
し

っているとき）に思
おも

ったことや感
かん

じたこ

とを書
か

きましょう。

４ 今日
き ょ う

の授業
じゅぎょう

の感想
かんそう

や考
かんが

えたことを書
か

きましょう。

カカンポン王国
お う こ く

からの使者
し し ゃ
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カカンポン王国
お う こ く

からの使者
し し ゃ

【王国
お う こ く

のおきてカード】

・あなたは、カカンポン王国
おうこく

の人
ひと

の役
やく

です。

・あなたの名前
な ま え

は「（自分
じ ぶ ん

の名字
みょうじ

または下
した

の名前
な ま え

を逆
ぎゃく

に読
よ

む）」です。

・あとで先生
せんせい

が「マサナミ イサダク テエシオ エマナ カポン？」と言
い

ったら、

グループの人に「（ 名前
な ま え

） カポン」と言
い

ってください。そうしたらインタビ

ューが始
はじ

まります。

・次
つぎ

に、ルールを３つ覚
おぼ

えてください。

【ルール①】

返事
へ ん じ

は、「はい」か「いいえ」の２つです。

「はい」の場合
ば あ い

は、うなずきながら「カカン」と言
い

ってください。

「いいえ」の場合
ば あ い

は、首
くび

を横
よこ

にふって「ンポン」と言
い

ってください。

【ルール②】

次のように感
かん

じた場合
ば あ い

は、何
なに

も反応
はんのう

をしない（返事
へ ん じ

をしない）でください。

○態度
た い ど

がえらそう ○ばかにされている ○嫌
いや

な質問
しつもん

だ ○嫌
いや

な感
かん

じがする

【ルール③】

あなたが、次
つぎ

の（１）～（３）から１つ選
えら

んでください。

（１）大
おお

きな声
こえ

の人
ひと

の質問
しつもん

には返事
へ ん じ

をしない。（ふだんおだやかに生活
せいかつ

しているの

で、大声
おおごえ

がこわい）

（２）はやく話
はな

す人
ひと

の質問
しつもん

には返事
へ ん じ

をしない。（言葉
こ と ば

が聞
き

き取
と

れない）

（３）ある色
いろ

（黒
くろ

など、自分
じ ぶ ん

で決
き

めた色
しょく

）を身
み

につけている人
ひと

の質問
しつもん

には返事
へ ん じ

をしな

い。（その色
いろ

がこわい）※自分
じ ぶ ん

が身
み

につけていない色
いろ

にしよう

この３つのルールは、あなただけが知
し

っています。

先生
せ ん せ い

からの指示
し じ

があるまで、教
お し

えてはいけません。

86



ミニワーク①

みかたをかえれば、せかいがかわる！

１ 対 象 小学校１年生～６年生

２ ね ら い 見方を変えることで、今まで見えていなかったものが見えるうれしさを感じる。

３ 準備するもの くるりんぱ イラスト集（⇒ ページ）

４ 所要時間 約 分

５ 進 め 方

①イラストを全体に提示し、何に見えるかをグループで伝え合う。

②提示したイラストをひっくり返し、何に見えるかをグループで伝え合う。

③①と②を繰り返し、グループや全体で感想を伝え合い、気づいたことを発表する 。

６ 解 説

「これは○○だ」と決めつけて見るのではなく、想像力を膨らませて「他にも何かあるかも」という

見方をすることで、見え方が変わることを体験し、うれしい気持ちになるミニワークです。友だちとの

関わりの中でも、「この人は○○だから」などと決めつけるのではなく、見方を変えることで今まで見

えていなかったよいところを見つけることができること、さらに、見つけたよいところを伝えられると

お互いにうれしい気持ちになることを伝えます。このミニワークをとおして、思い込みや決めつけをせ

ず人と関わることの大切さにつなげることもできます。

ミニワーク②

他己紹介に挑戦しよう～クラスメイトになりきって自己紹介～

１ 対 象 中学生

２ ね ら い クラスメイトの「その人らしさ」や自分らしさに気づき、それぞれのよさを認め合う態度

を育てる。

３ 準備するもの ワークシート（⇒ ページ）

４ 所要時間 約 分

５ 進 め 方

①２人組になり、相手の印象やイメージをワークシートのミッション１に書く。

②お互いにインタビューをして他己紹介の情報を集めて、ワークシートのミッション２に書く。

③４人程度のグループをつくり、１人１分程度でクラスメイトを紹介する。

④活動をして気づいたことをワークシートに書く。

６ 解 説

相手の話を丁寧に聞き、内容を理解しようとすることで、相手の気持ちや考えを尊重する力を育みま

す。また、お互いに紹介し合うことをとおして、互いのよさや個性に気づくことができ、自分でも気づ

いていなかった「自分らしさ」を知ることにもつながります。それぞれのよさを認め合うとともに、コ

ミュニケーション能力の向上にもつなげることができます。
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ミニワーク① 「みかたをかえれば、せかいがかわる！」

くるりんぱ イラスト集

〈イラスト〉くるりんぱ「だ～れ？」 くるりんぱ「な～に」 作・絵：マルタン

※イラストの使用は、授業及び教育に係る研修での使用に許諾を得ています。
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ワークシート

（ ）年
ねん

（ ）組
くみ

（ ）番
ばん

名前
なまえ

ミッション１ 「相手
あ い て

の印象
いんしょう

やイメージを書
か

いてみよう」

ミッション２ 「インタビューをして情報
じょうほう

を集
あつ

めよう」

名前
な ま え

は？ 最近
さいきん

はまっていることは？

趣味
し ゅ み

や部活動
ぶかつどう

は？ 好
す

きな（ ）は？

最近
さいきん

あった
ぐ っ ど

ニュースは？ 嫌
きら

いな（ ）は？

自由
じ ゆ う

質問
しつもん

自由
じ ゆ う

質問
しつもん

ミッション３ 「みんなにクラスメイトを紹介
しょうかい

してみよう」

この活動
かつどう

をして気
き

づいたことを書
か

きましょう。

ミニワーク②

他
た

己
こ

紹介
しょうかい

に挑戦
ちょうせん

しよう～クラスメイトになりきって自己
じ こ

紹介
しょうかい

～
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１ Ｐ に掲載のワークで使用する動画
人権啓発動画「インターネットはヒトを傷つけるモノじゃない。」（ ／法務省）

①学校等でのＳＮＳいじめ編 秒バージョン

②ＳＮＳ・掲示板等での匿名の誹謗中傷編 秒バージョン

③ＳＮＳ等での情報の拡散による誹謗中傷編 秒バージョン

④著名人への誹謗中傷編 秒バージョン

２ 指導資料、啓発資料など

人権教育の推進を図るため、指導資料や啓発資料などを作成しています。指導資料や啓発資料な

どは、県のウェブサイトで閲覧できます。ぜひご活用ください。

①県のウェブサイト 「人権教育」

（リンクページ）

〇かながわ人権施策推進指針（第２次改定版）

〇 学校におけるセクハラ・わいせつな行為をなくすために

○人権教育指導資料・学習教材の紹介

○人権啓発ポスター

②県のウェブサイト 「人権教育指導資料・啓発資料等の紹介」

（掲載資料）

〇 人権教育ハンドブック

〇 児童虐待対応マニュアル（県立学校教職員向け 保存版）

〇 児童虐待対応マニュアル（小・中学校教職員向け 保存版）

〇 性的マイノリティについて理解する

〇 性的マイノリティについて理解する～あなたが相談されたらどうしますか？～

○ 神奈川県人権教育推進の手引き

○ 心みつめて

○ 同和問題（部落差別）の正しい理解のために

○ 人権啓発冊子「ＨＵＭＡＮ ＲＩＧＨＴＳ 人権を考える」

③県のウェブサイト 「人権教育学習教材の紹介」

（掲載資料）

〇 人権学習ワークシート集（高校編）

〇 人権学習ワークシート集（小・中学校編）

〇 人権学習プログラム集（社会教育編）

参考資料など
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人権学習ワークシート集

―人権教育実践のために　第 18 集（小・中学校編）―

発行年月日 令和８（2026）年３月

発　　　行 神奈川県教育委員会

編集責任者 教育局行政部行政課長　飯田　馨

印　刷　所 （有）シュープリント



教育委員会教育局行政部行政課人権教育グループ

〒231-8588　横浜市中区日本大通1　　電話(045)210-1111（代表）
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